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○審査事件等 

審 査 事 件 等 所  管  課 

議案第４７号 薩摩川内市の附属機関に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

議案第４８号 薩摩川内市下甑葬斎場の指定管理者の指定について 

議案第６１号 平成２７年度薩摩川内市一般会計補正予算 

議案第７０号 平成２８年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

環 境 課 

川 内 ク リ ー ン セ ン タ ー 

議案第６１号 平成２７年度薩摩川内市一般会計補正予算 

議案第７０号 平成２８年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

市 民 課 

議案第６１号 平成２７年度薩摩川内市一般会計補正予算 

議案第６７号 平成２７年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算 

議案第７０号 平成２８年度薩摩川内市一般会計予算 

議案第８１号 平成２８年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算 

（所管事務調査） 

市 民 健 康 課 

議案第６１号 平成２７年度薩摩川内市一般会計補正予算 

議案第７０号 平成２８年度薩摩川内市一般会計予算 

議案第８０号 平成２８年度薩摩川内市国民健康保険事業特別会計予算 

議案第８３号 平成２８年度薩摩川内市後期高齢者医療事業特別会計予算 

（所管事務調査） 

保 険 年 金 課 

（ 市 民 健 康 課 ） 

（ 税 務 課 ） 

（ 収 納 課 ） 

請願第 １ 号 薩摩川内市高齢者団体活動支援要綱等に基づく施設等の使用料減免の在

り方に関する請願書 

議案第４９号 薩摩川内市高齢者福祉施設条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第５０号 薩摩川内市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第５１号 薩摩川内市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第５２号 薩摩川内市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

議案第６１号 平成２７年度薩摩川内市一般会計補正予算 
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議案第７０号 平成２８年度薩摩川内市一般会計予算 

議案第８２号 平成２８年度薩摩川内市介護保険事業特別会計予算 

（所管事務調査） 

高齢・介護福祉課 

（ 市 民 健 康 課 ） 

 

───────────────────────────────────────── 
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△閉  会 

○委員長（永山伸一）ただいまから、市民福祉

委員会を開会します。 

 本委員会は、本日から二日間にわたり審査を行

いますが、お手元に配付しております審査日程に

より審査を進めることとし、本日は高齢・介護福

祉課まで審査を進めたいと考えておりますが、そ

のように審査を進めることで御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）異議なしと認めます。よ

って、そのように審査を進めます。 

なお、環境課と川内クリーンセンターは、同時

に審査を行います。 

 ここで、傍聴の取り扱いについて申し上げます。

現在のところ、傍聴の申し出はありませんけれど

も、会議の途中で傍聴の申し出がある場合は、委

員長において随時許可します。 

────────────── 

△環境課・川内クリーンセンターの審査 

○委員長（永山伸一）それでは、環境課及び川

内クリーンセンターの審査を行います。 

────────────── 

△議案第４７号 薩摩川内市の附属機関に

関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

○委員長（永山伸一）まず、議案第４７号薩摩

川内市の附属機関に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題とします。 

 補足説明をお願いします。 

○環境課長（内田泰二）それでは、改めまして

おはようございます。環境課、クリーンセンター

でございます。 

 それでは、初めに、議案第４７号薩摩川内市の

附属機関に関する条例の一部を改正する条例の制

定についてを説明いたします。議案つづりその

２の４７－１ページをお開きください。あわせて

議会資料も御準備ください。 

 提案理由は、本会議において市民福祉部長が説

明しましたので省略させていただきます。 

 提案理由の中にあります一般廃棄物処理施設整

備事業審査委員会につきましては、議会資料で説

明しますので、議会資料の１ページをお開きくだ

さい。 

 平成７年１月に本格稼働しました川内クリーン

センターは、２１年を経過したことから、平成

２５年度に策定した長寿命化計画に基づき、平成

２９年度から基幹的設備改良事業を行う予定でご

ざいます。この基幹的設備改良事業の工事期間を

含めた２３年間にわたる維持管理運営業務もあわ

せて業者選定を行うこととしております。 

 この業者選定作業に当たりまして、審査委員会

を設置いたしますが、高度な専門的知見を持つ学

識経験者に、行政執行に必要な審査や調査を行っ

てもらうことから、地方自治法に基づく附属機関

として、一般廃棄物処理施設整備事業審査委員会

を設置するものでございます。 

 １の事業審査委員会の概要でございます。

（１）の所掌事務は、落札者決定基準や落札者の

決定に関する事項の審査でございます。（２）は、

先ほど申しましたので省略させていただきます。

（３）の委員会の構成は、委員５人以内で構成し、

うち３名は学識経験者を予定しております。任期

は、本年４月１日から平成２９年３月３１日まで

でございます。 

 ２の事業者選定の手続の概要でございますが、

４月に入札説明書、要求水準書等を公告し、８月

に入札を実施、９月に落札者を選定し、１２月に

本契約というようなスケジュールになります。 

 以上で、議案第４７号の説明を終わります。よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（永山伸一）ただいま当局の説明があ

りましたけれども、これより質疑に入ります。御

質疑願います。 

○委員（福田俊一郎）関係課においては、大変

大きな事業をこれから進めていかれるということ

で大変だろうと思いますが、頑張っていただきた

いと思います。課長のほうから説明があったこの

学識経験者３名という方々、どういった方々が

３名つかれるのか。あと委員の任期が１年に、こ

れではなってますけれども、この後の任期がどう

なるのか、任期は１年ごとの任期なのか、それを

含めてお願いいたします。 

○環境課長（内田泰二）お尋ねの委員のメン

バーの詳細についてということでございますけれ

ども、お名前とか、あとどういった部署に属され

るかというのは、入札公告の前でございますので、

この点は発表できない部分になっておりますので、

この点につきましては御了承ください。 
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 大学の先生とか、その道の専門の方だというこ

とで思っていただければよろしいかと思います。

これまで全国のいろんな、今度薩摩川内市でやり

ますこういう審査委員会には多数経験を積まれた

方だということでございます。 

 それと、今後の任期でございますけれども、こ

の方々はあくまでも事業者を選定するまでという

ことになりますので、１年限りということになり

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（永山伸一）ほかに御質疑ございませ

んか。 

○委員（森満 晃）大がかりな工事ということ

で、業者選定について、こういった専門にされる

業者、これからの入札になるんですけれども、何

社ぐらいを回られるのか、全国からのあれでやる

のか、その辺がもしわかりましたら。 

○環境課長（内田泰二）これまでいろんな準備

期間を含めまして、見積書とかそういう部分を全

国の業者からいただいたりしましたけれども、大

きな業者というのは８社ぐらいあるということを

聞いております。 

 以上でございます。 

○委員（上野一誠）総体的な事業に対する一つ

の、表現上は少し僭越なものになるかもしれませ

んが、日々当局としては本事業に対するいろんな

角度から、また見地から頑張っていただくと、そ

して本契約まで至るに、いろいろ努力が必要であ

ると思いますので、ぜひ一つ緊張感を持って、信

頼の得る本契約に至るように、これは意見、要望

として申し上げておきたいと思います。 

○委員長（永山伸一）意見、要望であります。 

 ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第４８号 薩摩川内市下甑葬斎場の

指定管理者の指定について 

○委員長（永山伸一）次に、議案第４８号薩摩

川内市下甑葬斎場の指定管理者の指定についてを

議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○環境課長（内田泰二）それでは、次に、議案

第４８号下甑葬斎場の指定管理者の指定について

を説明させていただきます。 

 議案つづりその２の４８－１ページをお開きく

ださい。あわせて議会資料も御準備ください。 

 指定管理者に指定する団体は、こもれ日の郷で

ございます。指定する期間は、平成２８年４月

１日から平成３３年３月３１日までの５年間でご

ざいます。 

 提案理由は、本会議において部長が説明しまし

たので省略いたします。 

 それでは、議会資料の２ページをお開きくださ

い。１の指定管理者に行わせる施設の概要は、記

載のとおりでございます。２の指定管理者に行わ

せる主な業務は、葬斎場の維持管理や火葬業務で

ございます。指定管理者候補が示した事業計画の

概要は、２ページから４ページに記載してござい

ます。 

 ４ページの６の選定経過の概要でございます。

選定委員会は、昨年１１月１９日に開催いたしま

した。農林水産部長を委員長としまして、内部委

員３名、外部委員３名の合計６名により、候補者

のヒアリングを含め審査を行った後、採点した結

果は、５ページにありますとおり６００点に対し

まして４２１点で、得点率は７０.２％でございま

した。これまで管理を行って来ました西葬祭から

は応募がなく、今後、施設を維持運営するため、

地元業者でもあり適正な管理ができるものと判断

し、こもれ日の郷を公募による候補者と選定して

おります。 

 以上で、議案第４８号の説明を終わります。よ

ろしくお願いいたします。 
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○委員長（永山伸一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はございませんか。 

○議員（井上勝博）済いません。本会議でも持

原議員のほうから指摘がされたと思うんですけれ

ども、私も意見交換会の場にいまして聞いた話な

んですけれども。これ下甑だけの問題ではないん

ですけれども、甑島の火葬場で、火がついたとい

うふうに思ったんだけど実際はついてなかったと

いうことで。たまたま詳しい方が葬列者の中にい

らっしゃったから何とかしたんだという話も聞い

て、それは真偽のほどはきちんと確かめているわ

けではありませんけれども。要は指定管理者の中

に、そういう技術者が、ちゃんと施設の整備、管

理というのができるかどうかというのは非常に大

事だと思うんですね。 

 そういう点では、今回、施設の維持管理計画に

ついて、適正であるという判断をされたんだと思

うんですけれども、これまでのその経過から言っ

て、そういう維持管理がきちっとできる指定管理

者であったのかどうかということについては、ど

のように考えて対処されているのかということを

お尋ねしたいと思います。 

○環境課長（内田泰二）今回の件で、下甑含め

甑島の皆様に御迷惑をおかけしたということは十

分反省しておるところでございます。 

 今お尋ねの件でございます。施設の維持管理に

つきましては、普段から業者による定期的な点検

は、もちろん行っております。それとまた、長寿

命化計画もつくっておりまして、複数年先々まで

わたる点検、交換等の計画等もつくっておって、

今回のようなことがないようにということで、ず

っとやってきてはおりますけれども、何せ、もう

できまして二十数年経過している施設でございま

すので、ちょっと言い方はあれですけれども想定

外の火がつかないというような現象が起こった次

第でございます。 

 指定管理者につきましては、今回交替されます

けれども、これまでも業者が点検で来るたびにも

維持管理、運営方法、管理運転の方法等につきま

しても、その都度、研修というか説明はしてまい

っておりますので、ある程度そこあたりをかねて

されておりますので、全くの素人がしていらっし

ゃるというような状況ではなかったと思います。 

 また、今回、指定管理者がかわりますけれども、

引き継ぎ期間を含めて、通常の業務はできるよう

な形で引き継ぎをしていただいて、また業者が甑

島のほうに点検で渡る機会があったときは、その

中で専門的な部分も含めて検証をしていただきた

いと考えております。 

 以上です。 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）御異議ないと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第６１号 平成２７年度薩摩川内市

一般会計補正予算 

○委員長（永山伸一）次に、議案第６１号平成

２７年度薩摩川内市一般会計補正予算を議題とし

ます。 

 当局に補足説明を求めます。 

○環境課長（内田泰二）それでは、続きまして、

議案第６１号平成２７年度一般会計補正予算の歳

出について説明させていただきます。 

 予算に関する説明書（第８回補正）の２１ペー

ジをお開きください。４款１項８目環境総務一般

管理費８１万９,０００円の増は、国家公務員の給

与に関する法律等の一部改正に伴う本市の給与に

関する条例等の一部改正にあわせて、人件費を補

正要求するものでございます。 

 以上で、環境課分の説明を終わります。よろし

くお願いいたします。 

○川内クリーンセンター所長（若松幸記）お

はようございます。川内クリーンセンターでござ

います。引き続きまして、川内クリーンセンター

の議案第６１号平成２７年度一般会計補正予算の
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歳出について御説明をいたします。 

 川内クリーンセンター分は、予算に関する説明

書（第８回補正）の２２ページになります。お開

きください。４款２項５目ごみ処理費で、川内ク

リーンセンター管理費１０万円の増は、同じく国

家公務員の給与に関する法律等の一部改正に伴う

本市の給与に関する条例等の一部改正にあわせて、

人件費を補正要求するものでございます。 

 以上で、議案第６１号の説明を終わります。よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（永山伸一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 ここで本案の審査を一時中止します。 

────────────── 

△議案第７０号 平成２８年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（永山伸一）次に、議案第７０号平成

２８年度薩摩川内市一般会計予算を議題とします。 

 まず、部長に概要説明を求めます。 

○市民福祉部長（春田修一）それでは、私のほ

うからは、全体的な本年度の市民福祉部に係りま

す予算の概要を若干御説明させていただきまして、

その後、各課の主な部分について御説明をさせて

いただきたいと思います。 

 まず、本日お配りしております市民福祉委員会

資料をお開きいただきたいと思いますが。本編の

部分でございます。あけていただきまして、

１ページでございます。平成２８年度当初予算案

の歳出集計表という分でございますが、この部分

の最下段の網掛けしてあるところをごらんいただ

きたいと思いますが。市民福祉部合計としてある

ところです。 

 平成２８年度は、総額で一般会計で２０８億

４,７８２万７,０００円と、一般会計に総額に占

める割合は４０.２％と、平成２７年度当初予算と

比較しますと、約７億８３万４ ,０００円、

３.５％の増という形になっております。 

 一般会計のこの増のうち、特に平成２８年度に

おきましては、保育所等多子世帯軽減補助事業を

含めました保育所運営費が５億７,７００万円、認

定こども園の保育所部分創設及び保育所の増改築

に 伴 い ま す 児 童 福 祉 施 設 整 備 費 が 約 １ 億

７,５００万円、これらの合計で７億５,３００万

が増となったところでございます。 

 対前年度比で、減額の主なものにつきましては、

高齢・介護福祉課の部分で、地域福祉、地域介護

福祉空間整備等事業で１億５,０００万円、平成

２７年度から継続となったもので、給付単価が減

額されたことによりまして、臨時福祉給付金事業、

これが６,０００円から本年度は３,０００円にな

っております。この関係で約７,７００万円。同じ

く子育ての臨時特例給付金事業がなくなっており

ます。ゼロ円になっておりまして、その部分で約

６,０００万円の減となっているところでございま

す。 

 次に、２ページから３ページをお開きください。

これが平成２８年度の新規・拡充事業という形で、

主な部分を一覧にしてございますが、まず新規と

しましては、３行目に、後ほど詳しく御説明させ

ていただきますが、高度医療機器、これは川内の

済生会病院へのＭＲＩの購入補助でございます。 

 そのほか、次の下の４行目でございますが、川

内看護学校への運営支援ということで、これは全

日制レギュラーコースを新設することに伴います

財政支援でございます。 

 そのほか６行目に、後期高齢者医療のコンビニ

収納導入事業。これは後期高齢者だけは今まで納

付という形で普通徴収の分にしておりましたが、

コンビニ交付もできるように導入したいというこ

とでございます。 

 そのほか、先ほど申しましたが、１３行目、

１４行目に保育所等の多子世帯軽減を、そして

１８行目に保育体制強化事業ということで、これ

は保育士の補助を行う者を雇用する保育所への補

助ということで、新たな部分でございます。 

 そのほか３ページでは、一番上になりますが、

介護予防コーディネート事業ということで、地域

包括ケアを推進するため、身近な地区コミの中で

サービスが提供できる体制を整えたいということ

で考えているところでございます。 

 拡充したものにつきましては、がん検診におき

ます乳がん検診を、今まで集団検診でしておりま
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したが、個別検診への対応が可能な医療機関を市

内の医療機関へも広げていきたいというふうに考

えております。 

 そのほか最下段のところでございますが、子ど

も医療費の助成事業で、対象を中学校を卒業する

までとしておりましたが、これを１８歳までに拡

大したところでございます。 

 それと３ページの４行目でございますが、在宅

医療連携センター運営委託、これは薩摩郡医師会

の体制が整ったことから、今まで川内市医師会の

ほうに運営補助を出しておりましたが、薩摩郡医

師会のほうにも運営支援をしていきたいというふ

うにしたところでございます。 

 以上が、平成２８年度当初予算の概要となりま

すが、課ごとの特徴につきましては、それぞれの

担当課の審査の冒頭に、新規事業、あるいは拡充

事業を中心に進めさせていただきたいと思います。 

 それでは、環境課及びクリーンセンターにつき

まして、御説明をさせていただきたいと思います。 

 平成２８年度当初予算概要、黄色の表紙の部分

でございますが、これをお開きいただきたいと思

います。４３ページの最下段でございます。環境

課は最下段からになりますが。 

 まず、一般廃棄物処理基本計画策定事業でござ

いますが、これにつきましては、既にごみ処理基

本計画、あるいは生活排水処理基本計画を策定し

ているわけでございますが。この見直しとともに、

新たに災害廃棄物処理計画を加えた薩摩川内市一

般廃棄物処理基本計画を策定しようとするもので

ございまして、平成２８年度中にパブリックコメ

ントをとりながら基本計画の策定をしていきたい

というふうに考えております。事業費として

３６１万円を計上いたしております。 

 次に４４ページ、海岸漂着物等地域対策事業で

ございますが、これにつきましては、県の海岸漂

着物等地域対策推進事業を活用して漂着物の回収

及び処理を行うもので、事業費として１,０００万

円を、財源としましては１０分の９が県から入っ

てくるというふうに計上いたしております。 

 ちょっと飛びまして、次の４５ページをお開き

ください。４５ページの最上段でございます。鹿

島クリーンセンター解体事業、これにつきまして

は、平成１８年に休止しております鹿島クリーン

センターにつきまして、老朽化が進んでいること

から解体に向けた基礎調査を実施したいと。これ

は手続とかいろんな廃棄物処理に関しますさまざ

まな業務がございますので、それら基礎調査を実

施したいというものでございまして、７００万を

計上いたしております。 

 次に川内クリーンセンターでございますが、

４５ページ最下段でございます。川内クリーンセ

ンター基幹的設備改良事業、これにつきましては、

長期稼働により施設が老朽化しているというよう

なこと等から、国の交付金を活用しながら延命化

を図るための改修計画を実施するものでございま

して。これにつきましては、平成２７年、平成

２８年にアドバイザリー支援業務委託をいたして

おります。本年度は先ほど課長のほうからも若干

説明がございましたが、ＤＢＯ方式によりまして、

設計建設及び２３年間の運営をしていただく業者

の選定、そして契約をしていきたいということに

しております。 

 次に４６ページ、最終処分場の延命化事業。こ

れにつきましては、平成２４年度から実施してお

ります県外への排出の部分でございまして、当該

年度に発生します焼却灰、不燃残渣等を外部委託

するものでございます。 

 次の２段目の最終処分場再生事業、これも昨年

度から実施しておりますが、これはクリーンセン

ターの最終処分場に埋め立てております焼却灰等

を掘り起こし、外部委託をしようとするものでご

ざいます。 

 以上が、環境課及び川内クリーンセンターの当

初予算概要の説明でございます。予算の内容につ

きましては、この後、環境課長及び川内クリーン

センター所長が、それぞれ説明させていただきた

いと思います。 

○委員長（永山伸一）では、引き続き当局の補

足説明を求めます。 

○環境課長（内田泰二）それでは、続きまして

議案第７０号平成２８年度当初予算の環境課分の

歳出について説明をさせていただきます。 

 予算調書の１１５ページをお開きください。

３款５項１目災害救助費は、水害発生時の応援協

定に基づく経費で、事業費は１１５万７,０００円

でございます。バキューム車の借り上げが主なも

のでございます。 

 同じく下段の４款１項４目狂犬病予防事務費は、
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狂犬病予防に係る経費で、事業費は１１６万

９,０００円です。蓄犬管理システム保守点検委託

が主なものでございます。 

 次に、１１６ページの８目環境総務一般管理費

は、環境行政に係る経費で、事業費は１億

３,４２７万６,０００円です。職員給与以外では、

一般廃棄物処理基本計画策定支援業務や衛生自治

団体連合会運営補助金が主なものでございます。 

 同じく下段の環境保全対策費は、環境保全対策

に係る経費で、事業費は１,７２３万４,０００円

でございます。藺牟田池環境調査業務委託と海岸

漂着物等地域対策推進事業が主なものでございま

す。 

 次に、１１７ページの地球温暖化対策費は地球

温暖化対策に係る経費で、事業費は９７万

２,０００円です。エネルギー管理システムの使用

料でございます。 

 同じく下段の花いっぱいまちづくり推進事業費

は、花いっぱいまちづくり推進事業に係る経費で、

事業費は５９９万９,０００円でございます。快適

環境づくり補助金が主なものでございます。 

 次に、１１８ページの９目公害対策費は、公害

対策に係る経費で、事業費は９００万６,０００円

でございます。環境調査業務等委託が主なもので

ございます。 

 同じく下段の１０目市営墓地管理費は、市営墓

地の維持管理に係る経費で、事業費は２６２万

５,０００円でございます。川内・入来市営墓地等

管理代行委託が主なものでございます。 

 次に、１１９ページの葬斎場管理費は、葬斎場

の維持管理に係る経費で、事業費は５,０５５万

８,０００円でございます。川内葬斎場やすらぎ苑

等管理代行委託が主なものでございます。 

 同じく下段の２項１目清掃総務一般管理費は、

廃棄物対策に係る経費で、事業費は９０万

３,０００円でございます。川内汚泥再生処理セン

ター対策委員会運営補助金が主なものでございま

す。 

 次に、１２０ページの５目不法投棄対策費は、

不法投棄対策に係る経費で、事業費は３７万円で

ございます。 

 同じく下段の環境美化推進事業費は、環境美化

推進に係る経費で、事業費は４７５万８,０００円

でございます。環境美化推進員謝金が主なもので

ございます。 

 次に、１２１ページの一般廃棄物処理費は、一

般廃棄物の処理に係る経費で、事業費は３３９万

１,０００円です。公設ステーション管理業務委託

が主なものでございます。 

 同じく下段の資源ごみ分別推進事業費は、資源

ごみ分別推進事業に係る経費で、事業費は

３,４４３万２,０００円でございます。地区コミ

分別報償金等とごみ減量再資源化補助金が主なも

のでございます。 

 次に、１２２ページの甑島クリーンセンター管

理費は、甑島地域クリーンセンターの維持管理に

係る経費で、事業費は８９７万４,０００円でござ

います。鹿島クリーンセンター解体基礎調査業務

委託が主なものでございます。 

 同じく下段の最終処分場管理費は、最終処分場

の維持管理に係る経費で、事業費は１,１１０万

６,０００円でございます。木場茶屋最終処分場汚

水処理施設維持管理業務委託が主なものでござい

ます。 

 次に、１２３ページの６目上甑投入施設管理費

は、上甑し尿投入施設の維持管理に係る経費で、

事業費は６３７万９,０００円でございます。し

尿・浄化槽汚泥処理下水道使用料が主なものでご

ざいます。 

 同じく下段の下甑環境センター管理費は、下甑

環境センターの維持管理に係る経費で、事業費は

２,０２１万９,０００円でございます。浄化槽汚

泥及びし尿運搬業務委託が主なものでございます。 

 次に、１２４ページの汚泥再生処理センター施

設管理費は、同施設の維持管理に係る経費で、事

業費は３億１,９２４万３,０００円でございます。

同施設の維持管理運営委託等が主なものでござい

ます。 

 同じく下段の９款１項６目災害予防応急対策費

は、共同墓地の特別災害復旧補助に係る経費で、

事業費は２００万円でございます。 

 次に、１２５ページの１１款４項１目現年公

用・公共施設災害復旧事業費は、風水害による廃

棄物処理施設の災害復旧に係る経費で、事業費は

２００万円でございます。 

 続きまして、歳入の説明をいたします。予算調

書の２５ページをお開きください。 

 １４款１項３目使用料の衛生使用料は、予算額
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１,０１７万８,０００円で、葬斎場使用料（火葬

料）など８件でございます。 

 同じく２項３目手数料の衛生手数料は、予算額

２,４４０万３,０００円で、廃棄物処理手数料な

ど８件でございます。 

 次に、２６ページをお開きください。１６款

２項３目県補助金の衛生費補助金は、予算額

９２７万５,０００円で、海岸漂着物地域対策推進

事業費補助金など２件でございます。 

 次の３項３目県委託金の衛生費委託金は、予算

額１１万３,０００円で、権限移譲事務委託金でご

ざいます。 

 次の１７款１項１目財産運用収入の財産貸付収

入は、予算額３万３,０００円で、し尿中継用地貸

付料等に係るものでございます。 

 次の２項２目財産売払収入の物品売払収入は、

予算額２,０６４万２,０００円で、資源ごみ売払

収入及び炭化物売払収入でございます。 

 次の、２１款５項４目雑入は、予算額１１８万

１,０００円で、火葬料実費徴収金など３件でござ

います。 

 以上が、環境課分の平成２８年度当初予算の説

明でございました。よろしくお願いいたします。 

○川内クリーンセンター所長（若松幸記）引

き続きまして、川内クリーンセンターです。 

 平成２８年度当初予算の歳出について御説明を

いたします。予算調書の１２６ページをお開きく

ださい。 

 上段の４款２項５目、事項、一般廃棄物処理費

は、市内全域の一般廃棄物の収集運搬にかかわる

経費等で、事業費は３億３,７７６万３,０００円

でございます。経費の主なものは、市内全域の家

庭から出されるごみの収集運搬業務委託及び甑島

両クリーンセンターの管理や可燃ごみ等の島外搬

出業務委託であります。 

 次は、同ページ下段の事項、資源ごみ処理施設

管理費で、回収されたペットボトルやプラスチッ

ク類等を減容するのに要する経費で、事業費は

１,４２５万６,０００円であります。 

 次は、１２７ページでございます。事項は川内

クリーンセンター管理費で、川内クリーンセン

ターの管理運営及び施設維持、整備にかかわる経

費でありまして、事業費は５億１ ,４５７万

７,０００円でございます。経費の主な内容は、焼

却施設維持補修費等は、焼却炉内の耐火物の補修

やバグフィルターの補修などに要する経費であり

ます。 

 その下、運転管理業務委託等は、クリーンセン

ターの運転管理業務委託や焼却施設などの延命化

を目的とした基幹設備改良事業実施に伴う支援業

務委託などの経費であります。 

 川内クリーンセンター地域振興補助金６３万円

は、地元の小倉、川底地区に対する補助金であり

ます。 

 次に、同ページ下段の事項、最終処分場管理費

で、最終処分場の延命化事業にかかわる経費で、

事業費は１億７,０６８万６,０００円でございま

す。これは先ほど部長のほうから説明がありまし

たが、川内クリーンセンターの最終処分場の再生

事業を図るため、焼却に伴って発生する現年発生

分の焼却灰や不燃残渣、埋立物を掘り起こし、ほ

かの最終処分場へ運搬、処分する委託経費などで

あります。 

 続きまして、平成２８年度当初予算の歳入につ

いて説明をいたします。予算調書の２７ページを

お開きください。 

 主なものだけを説明をさせていただきます。上

から２段目の１４款２項３目手数料の衛生手数料

は、予算額３,７７５万５,０００円、節は衛生手

数料、廃棄物処分手数料で、クリーンセンターへ

直接搬入されるごみの処分手数料を計上しており

ます。 

 次は、１７款２項２目財産売払収入の物品売払

収入で、予算額８７９万円、節は物品売払収入。

これは資源ごみ等の売却収入で、クリーンセン

ターに搬入された廃棄物のうち、鉄、アルミ、紙

など有価物として売却できる資源ごみの売払収入

を計上しております。 

 次は、２１款５項４目雑入で、予算額４７４万

９,０００円です。節、雑入の主なものは、下段の

ペットボトル等有償入札拠出金で、これは法律に

基づき指定された協会に処分委託をしております

が、協会の処理料に余剰金が出ることが予想され、

その余剰金が協会から市町村に配当されるもので

ありまして、平成２８年度は４００万円を予定し

ております。 

 以上で、説明を終わります。よろしく御審査賜

りますようお願いいたします。 
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○委員長（永山伸一）では、ただいま当局の説

明がありましたけれども、これより質疑に入りま

す。御質疑願います。 

○委員（森満 晃）済いません、海岸漂着物の

保全について、漂着物の回収及び処理を行うとい

うことで、今回１,０００万予算がついてるんです

けども。これは場所的に言えば、特定の場所だと

か、それを処理される推進員だとか、そういうの

は決まってらっしゃいますか。 

○環境課長（内田泰二）海岸漂着物の事業につ

きましては、平成２７年度から実施しておりまし

て、本年度は５４０万円の予算額で、主に上甑島、

下甑島の海岸漂着物等を回収をしております。そ

れと、今度の平成２８年度予算で要求させていた

だいております１,０００万円につきましても、同

じく上甑島、下甑島の海岸漂着物の回収に充てる

予定としております。 

 実施に当たっては、特に委員等お願いしてる方

はないんですけれども、地区コミとか自治会、あ

と支所、あと県の事務所もございます。そこらあ

たりと漂着物等の多い箇所を選定しまして、業者

に委託して回収しているというような状況でござ

います。 

 以上です。 

○委員（森満 晃）わかりました。こちらの本

土側もそういった処理とか、そういうのはされな

いんですかね。 

○環境課長（内田泰二）ボランティアでしてい

ただいている部分と、あと県の管理の部分が多う

ございますので、特に要望等、今のところ上がっ

てきておりませんので、直営で今実施はしてない

状況でございます。 

 以上です。 

○委員（森満 晃）この回収された部分は、島

の部分についても、やっぱり本土のクリーンセン

ターで扱うとか、その処理のほうはどうされるん

ですか。 

○環境課長（内田泰二）今年度分の実績で言い

ますと、約３カ月間に回収した量が５４立法メー

トルございまして、こちらは全て本土側に持って

きまして、これは産業廃棄物の専門の業者がおり

ますので、そちらのほうに全部出してあります。 

 以上です。 

○委員（橋口博文）今の関連ですけれども、西

方海岸な。あそこは、県の所管になっとるんです

かね。海水浴場するところ。 

○環境課長（内田泰二）県の管理でございます。 

○委員（橋口博文）あそこの海岸以外は－外

れたところな。海水浴場、人形岩からずっと外れ

たところなんかは－あそこは、おたくがこの事

業でやられるんですか。やっぱ県がするんですか。 

○課長代理（橋口 堅）済いません、海岸漂着

物の処理について、若干説明をさせていただきま

す。海岸漂着物は、本来、県のほうで海岸漂着物

処理計画というのをつくっておりまして、その海

岸の管理者が処理をしなければいけないというこ

とになっています。ほとんどが鹿児島県の管理に

なります。あとは、重要港湾で大きな港は県の港

湾空港課と、市の漁港は市の林務水産課の所管に

なっております。 

 本来、西方海岸とか甑島のほとんどの海岸は県

が処理をしなければいけないんですけれども、な

かなか予算が厳しいということで、県と協議をし

まして、市町村枠の市町村がみずからするものに

ついても補助金がつきますので、市町村枠はある

程度ちょっと余っているので、甑島については市

町村枠でできないかということで補助金をいただ

いてしているところでございます。こちらの本土

側のほうは、県のほうが県の予算で計画的にされ

ているということで、特に問題はないということ

で進んでおります。 

 以上でございます。 

○委員（橋口博文）海水浴場のところは県がし

てくれるわけよな。それは予算がなくて大変です

よ。県会議員の動きに対してですね。そしてして

もらったりしてやってるんですけれども。この人

形岩からこの湯田口のほうに行く、大雨が降った

とか台風で大雨が降ったときなんかは、もうたく

さん寄ってくるんですよ。もう大きな材木から、

もう根ごやしやられたやつをですね。そういうの

を仕末しかて、いろいろと地元の方から言われて、

あそこの件で何日も出て、県に行ったりして、市

にも建設維持課のほうにもお願いしたりしてやっ

てるんですけれども。できたら、それがスムーズ

にできるような体制ができればなと思っていると

ころです。 

○委員長（永山伸一）よろしいですか。課長あ

りますか。はい、どうぞ。 
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○課長代理（橋口 堅）県に確認をしたところ、

県にも予算の市割りというか制限がございまして、

特に港の施設に影響のある部分と、あとなかなか

危険な場所で住民の方がボランティアで回収でき

ないようなところを中心に、県の予算で回収をし

ているということでございます。海岸漂着物は年

に１回とかではなくて、もう１年中ずっと漂着し

てきますから、場所によってはまた流れていって、

きれいになるというようなところもございますの

で、いろいろ基準をつくって処理をしているとこ

ろでございますので、こちらとしても、そういっ

た早く処理をしなければ悪臭の問題等もございま

すので、危険とかそういうところは、県と協議を

しながら優先的にしてもらうように進めていきた

いと考えております。 

○委員（橋口博文）その件については、県とも

協議をして、地元でできないことがあることから、

それは協力いただきたいと思います。 

 それから、犬ですよね、犬の分。予算で出てき

ましたけれども。予算の関係ではないんですけれ

ども、湯田でも、もう何回か自治会長にも言うて。

犬の散歩をされるときに「もう犬がほえてきて、

いけんもでけんが」ということやら、あるいは

「野菜を植ゆれば犬が来てまぜて、かけてくれて、

もう大変じゃ」ということで。飼い主さんにもお

願いをして、「きびってもらわないかんが」って

いうことも指導するんですけれども、「ああ済い

ません、済いません」とか、ただ言うだけで。こ

れは「保健所にお願いをして、いけんか処分して

もらわないかんな」というふうに言われたりする

んですけれども。そういう指導もしてもらいたい

ということをお願いしたいんですけれども。 

○委員長（永山伸一）環境課長で、よろしいで

すか。 

○環境課長（内田泰二）犬の使用の方法につい

ては、散歩をさせるときはリードをつけて、それ

とあとうんこをしますので、ビニール袋とスコッ

プを持ってというようなふうでお願いはしており

ます。個別の案件ということで、また別途相談を

させてください。よろしくお願いします。 

○委員長（永山伸一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

○議員（井上勝博）ウミガメ監視員の方が倒れ

られていらっしゃると思うんですね。それで人材

の確保という点では、どういうふうにされている

のかということと。それから漂着物、やっぱりウ

ミガメが上がってこられるように、漂着物がある

と上がってこれないということで、その監視員の

方などボランティアの方々が漂着物を取り除いて

焼いたりしているんですが。何らかのそういうも

のに対する補助というか、例えば道具などに補助

をするとか、何かそういうふうにして、やっぱり

ウミガメ監視だけではなくて、漂着物も取らなけ

ればウミガメ監視にならんという、密接な関係が

あるもんですから、そういうことは考えられない

のかと。この２点お尋ねしたいと思います。 

○環境課長（内田泰二）今おっしゃった監視員

さんは１２名ほどいらっしゃいますけれども、御

熱心な方で一生懸命やっていただいておるという

ことは当課も承知しております。監視員さんのお

仕事自体は、カメが何頭上陸して、卵をもし産ん

で、それが海水につかるようなところであれば移

設をしていただく、これが主な業務でございます。

今議員おっしゃる監視員さんは、そのほかにボラ

ンティア活動として、海岸の漂着物等を、大きな

木切れ等をのけたりとか、そういう作業もしてい

ただいておりました。 

 それで補助はということでございますけれども、

特に今はないんですけれども、昨年、昨年という

か今年度見られた例としましては、衛自連のほう

がボランティア袋を配布してるんですけれども、

それをもらいに来てらっしゃったようですので、

そこらあたりで対応していただいているのが今の

ところの現状でございます。 

 以上です。 

○委員長（永山伸一）ほかにございませんか。 

○議員（成川幸太郎）今の海岸漂着物ですけど

も、環境課も当然関係あるんでしょうけども、今

度の４月から「ななつ星」が毎週、薩摩高城駅へ

３０分とまって、その辺を散歩されるっていうの

がある。先ほど言われたように、県がするのを待

ってたんじゃ、大雨の後とか台風の後は「ななつ

星」が来ると、また汚い状況になってるといけな

いと思うんです。ボランティアだけでもだめだと

思いますんで。「ななつ星」の誘致っていうのは、

やはり県の観光課とも関連があると思いますし、
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商工観光部とも関連があるんでしょうけども、で

きたらそういったのが毎週来るときに、大雨であ

れ、台風の後なんかがきれいな感じにできるよう

な、迅速な対応ができるような体制を、環境課だ

けでも無理なら地元も含めて、商工観光部も含め

て対策をとるように。県が主体なら県に予算要求

もしておくとか、何かお願いをして、「ななつ

星」で来られたお客様が不快感を持たれることの

ないような対応ができるようにお願いをしたいと

思います。 

○市民福祉部長（春田修一）非常に難しい問題

でございますが、毎週停車するということで、本

市も非常に期待しております。これにつきまして

は、議員おっしゃいますように、商工観光部のほ

うとも連携をとりながら、どういう体制をとれる

のか、あるいは地域の方々の賛同も得ながら、ど

ういう形でおもてなしの心というんですか、そち

らが徹底できるかということも含めて、ちょっと

検討させていただきたいというふうに考えており

ます。 

○委員長（永山伸一）よろしいですか。 

 では、質疑は尽きたと認めます。 

 ここで本案の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（永山伸一）次に、所管事務調査を行

います。 

 当局に説明を求めます。 

○環境課長（内田泰二）それでは、所管事務の

説明をさせていただきます。 

 市民福祉委員会資料本編の７ページをお開きく

ださい。あわせて委員会資料の別冊３のほうを御

準備ください。 

 一般廃棄物処理基本計画骨子のパブリックコメ

ントの実施でございます。これは先ほど部長のほ

うからも年度当初の予算の説明でございましたの

で、ちょっと重複分を差し引いて説明をさせてい

ただきます。 

 もう１番は先ほど話ありましたので、２でござ

いますけれども、計画の目標年度は、平成２９年

度から平成３８年度の１０年間でございます。中

間目標年度を平成３３年度としております。 

 ３の計画策定手順でございますけれども、４月

１日から４月２８日までパブリックコメントを実

施いたしまして、その後、市の環境審議会におい

て諮問、それと審議をしていただきまして、答申

というような形で、来年の３月をめどに本編のほ

うを完成させたいと考えております。 

 計画の骨子の概要でございますけれども、委員

会資料別冊３のほうを御準備ください。表紙を見

ていただきますと、１から６まで、基本的事項、

ごみ処理基本計画、生活排水処理基本計画、災害

廃棄物処理計画、それと推進体制、計画の進行管

理の大きく６項目で構成されております。 

 別冊の６ページを見ていただければ、ごみ処理

基本計画では、下段の目標２、一人１日当たりの

ごみ排出量を５３グラム減量しますというような

ふうで目標の数値を入れ込んでございます。 

 隣の７ページの目標３では、リサイクル率を

２５.９％と設定しております。 

 それと進んでいただきまして１０ページでござ

います。生活排水処理基本計画の目標では、平成

３８年度の汚水処理人口普及率を８５.１％と設定

してございます。 

 １２ページでございます。災害廃棄物処理計画

では、大規模災害発生時の廃棄物処理の基本方針

や、災害廃棄物を処理するために整理すべき事項

等をまとめてございます。 

 詳細な説明は、割愛させていただきますので、

以上で終わらさせていただきます。よろしくお願

いいたします。 

○委員長（永山伸一）ただいま説明がありまし

たが、これを含めて、所管事務全般について質疑

に入ります。御質疑願います。 

○委員（森満 晃）済いません。ごみ処理計画

の骨子の概要の①に一人１日当たりごみ排出量で

３０・１０運動ですかね、この推進になるんです

けど。この文言に、またいいことが書いてあるん

ですが、この２番の冷蔵庫のクリーンアップデー

として、「賞味期限・消費期限の近いものを使用

し、冷蔵庫を空にする」ということで、その後、

「クッキングデーとして、今まで捨てられていた

野菜の茎や皮等を使用して、子どもと一緒に料理

をする」と書いてあるんですけど。文言の、この

「子どもと」というのが、これは子どもがいらっ

しゃらない家庭もあるんじゃないのかなと思って、

ここは何か家族のほうがいいんじゃないかな、子

どもと限定するのはどうなのかなと思うんですけ
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ど、どんなもんですかね。 

○環境課長（内田泰二）この文言につきまして

は、この後ろのほうに長野県松本市というのを書

いてございますけれども、こちらのほうからちょ

っと持ってきておりますので、済いません。今後

またパブリックコメントもいたしますので、今の

御意見も参考意見として、また再度検討させてい

ただきます。ありがとうございました。 

○委員（森満 晃）よろしくお願いします。 

 それと資料の別冊３の７ページの目標３のリサ

イクル率を２５.９％とありまして、疑問のところ

は、特に類似市町村と比較し、紙類のリサイクル

が進んでいない。この要因がありましたら教えて

ください。 

○環境課長（内田泰二）環境課でちょっと想定

で考えてみたところなんですけれども、御存じか

と思いますけれども、南日本新聞さんがピンク色

の紙をつけて回収をしていらっしゃいますけれど

も、あの回収量が相当出ているのではないかなと。

あの分が市のリサイクルの回収の数字に入ってこ

ないもんですから、その分があるのではないかな

ということと、あと少量ではありますけれども、

牛乳パックとか、そこらあたりも生協さんとか

スーパーさんが回収されてますので、その部分も

若干少なくなってるのではないかなというふうで

考えております。 

 以上です。 

○委員（森満 晃）ということは、市としては、

紙類の処分というか、それはそれ相当きちんとで

きているというか、そこまで量はないのかなとい

う部分の考え方でいいんですかね。 

○環境課長（内田泰二）そうですね。燃えるご

みとして来てる分は、それほど多くはないのでは

ないのかなとは考えております。 

 以上です。 

○委員（中島由美子）ごめんなさい、似たよう

なことかもしれませんが、この別冊３の目標３、

リサイクル率を２５.９％としますという中に、平

成１６年度が２０ .４、平成２５年度には

１３.２％まで減少していますとあって、えらく減

っているなという感があるんですが。これもやっ

ぱりその市が集めてるリサイクルが減ってるとい

う考え方なんですかね。今結構、集めておられる

スーパーさんとかが多いもんですから、そちらは

結構溢れるようにあるので、それなりの皆さん、

感覚は持っていらっしゃるのかなって思うんです

が、その辺を１点ですね。 

 それから、そのごみ排出量の「ごみぜろ」、

５３グラムに減量しますというやつですが。何回

か取り上げてきたんですが、今、食品ロスという

のを結構言われてます。それが３０・１０にもな

るんですけれども、やはり家庭から出るごみとい

うよりも、さまざまなところで売っているものの

賞味期限とか消費期限で捨てられるものってあり

ますよね。そのあたりをもうちょっと減らしてい

くことっていうのも大事なのかなと。 

 最近ちょっとテレビなどでもよくやってるもん

ですから、市としてできるものかどうかわからな

いんですけど、よくもう少し考えて、何かその食

品ロスを何かこう、どこかはちょっと忘れたんで

すけれども、朝ご飯を食べてこない子どもたちの

ためにとかいう手立てをとってるところもあるん

ですね。何かそんな取り組みができたら、ちょっ

とまた減るのかなと。やっぱり今もったいないと

いう気持ちで、だからといって賞味期限、消費期

限は見て、やはり捨てる方って多いのかなって。

そのあたりの取り組みですね。そこはどのように

考えておられるか、ちょっと教えてください。 

○課長代理（橋口 堅）済いません。紙のリサ

イクルについて、若干説明をさせていただきます。

先ほど課長が申しましたとおり、リサイクル自体

は進んではいるんですが、この「進んでない」っ

て書いたのは、類似都市、類似市町村と比較をし

たときに、同じような規模の都市でリサイクル率

が３０％近いところがございました。３０・

１０運動を進めている長野県の市町村が、かなり

高いリサイクル率を示していて、何が違うのかな

ということで調べましたら、紙類の収集回数が多

かったんです。本市の場合には、大体月に１回し

か収集しませんので、南日本新聞とかスーパーの

ほうに流れてしまうと。その南日本新聞やスー

パーに流れたものについては、市が関与しない限

り、リサイクル率としてカウントしないもんです

から、本市の場合にはそういうことで、全体的な

リサイクル自体は進んでいると思うんですけども、

カウントがちょっとできないという関係で低い数

値であるということです。 

 ただ、長野県は、収集回数が多いもんですから、
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収集運搬経費が高くなっておりますので、リサイ

クル率を上げるためにお金をかけて収集回数をふ

やしたほうがいいのか、そこ辺も含めて、今後ち

ょっと検討をさせていただきたいと考えておりま

す。 

○環境課長（内田泰二）食品ロスの関係の御質

問でございました。家庭からではなくて、飲食店

とか、あとコンビニエンスストアなんかの賞味期

限直前の分とか、そういうのも考えられるかと思

います。私もテレビで拝見しました。そういった

ものを朝食を食べてこない児童生徒さんに食べて

いただくとか、環境課だけの取り組みではないと

思いますけれども、家庭の分も含めて、食品ロス

を出さないようにとか、そういう広報というか、

そこあたりは環境課のほうでやっていきたいと思

います。 

 また、関係課とも何かそういう取り組みができ

ないか、今後検討させていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（永山伸一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はございませんか。 

○議員（井上勝博）今おっしゃったリサイクル

率が低いという問題が、その紙の回収が別業者が

多いんだというお話なんですが。でもその目標

４の下のほうに、リサイクル率の低下により、燃

やせるごみと焼却量が増加しているとも書いてあ

るわけですね。だから、燃やせるごみがふえてき

ていると。だから、それは要因としては二つだと

思うんですよね。その業者が別に回収している。

同時にリサイクル率もやっぱり低下しているとい

うこともあると思うんですが、その辺のことが、

やっぱり確認しておきたいと思うんです。 

 それと、志布志市と大崎町が、リサイクル率日

本一ということで、バリ島でしたっけ、バリ島と

提携して、このバリ島のごみ問題も大崎町職員が

一緒に解決するというニュースも流れていて、非

常に注目をされてきているわけですが。そういっ

たところとこのリサイクル率の比較はできますか。 

 やっぱり志布志市と大崎町に学ぶ、まあ特殊で

すよ、確かに、あそこは焼却施設がないわけです

から特殊なんですよ。だから、焼却しないという

ことを目標に置いているというところがすごいと

ころなんですよね。だから、そこを本市でも、や

っぱり学んでおく必要があると。それは二酸化炭

素問題でもあるし、またごみ焼却っちゅうのは莫

大な維持費がかかりますので、そういう意味でも

学んでいく必要があるというふうに思うんですが、

どのようにお考えでしょうか。 

○課長代理（橋口 堅）まず、リサイクルの関

係について説明をさせていただきます。おっしゃ

るとおり、全体的にリサイクルは悪いです。特に

紙は悪いんですけれども。白色トレーだけが全国

平均より優秀で、あとはちょっとリサイクルは悪

いので、リサイクル率の低下によって燃やせるご

みがふえてるというのは正解でございます。 

 ただ紙類だけは、若干ほかのところに流れてい

るもんですから、南日本新聞の分だけでもリサイ

クル率は２％から３％変わってまいりますので、

まあそういう状況です。 

 あとは、大崎町と志布志市につきましては、確

かにリサイクル率は７０％ぐらいなんですけれど

も、３０％は埋め立てなければならないというこ

とで、７０万立米か８０万立米のかなり大きな処

分場にそのまま埋め立てている状況でございます。

それが今のエコパークよりも大きな処分場が

１５年で満杯になってしまうという状況だったの

で、そういうリサイクルを進めたということで聞

いておりまして。 

 ですから、処分経費的にはかなりお金がかかっ

ておりますので、どちらがいいのかなんですけれ

ども。本市としては焼却をするので、埋め立てる

量はかなり少なくはなりますので、そこ辺も含め

て、ちょっと検討しなければいけないのかなとい

うふうには思ってます。今の市のやり方のほうも

適切なやり方ではないかなというふうには考えて

おります。 

○議員（井上勝博）それはちょっと私も現場に

行きまして、それで生ごみは徹底して分別されて

いるために、燃え殻はないんですけれども。一方

で生ごみもほとんどないということで。かなりそ

の処分場が、この使用期間がずっと延びてきてい

るということをお聞きしてるのと、それからやっ

ぱりカラスなんかが全然いないんですよ。非常に

環境的にも、燃え殻だとどうしてもダイオキシン

問題が出てきますし、それからＣＯ２問題も出てき

ますし、そういう意味では、やっぱりきちっと学
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ぶことは大事かと思いますので、意見として申し

上げます。 

○委員長（永山伸一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます

－ごめんなさい。クリーンセンターがありまし

た－ごめんなさい。じゃあ、どうぞ。 

○環境課長（内田泰二）済いません、早く申せ

ばよかったんですけど。 

 委員会資料の８ページでございます。川内ク

リーンセンターの基幹的設備改良事業についてで

ございます。 

これはもう議案のほうでも出てまいりました。

１２月の議会でも途中経過ということで、これま

で報告させていただいておりますので、若干その

後の経過ということで出してあった次第でござい

ます。重複する部分ございますけれども、２のや

り方としては、ＤＢＯの公設民営方式で行きます

ということと、３の発注方式でございますけれど

も、こちらのほうは、価格だけではなくて維持管

理や運営サービスの水準、技術力等を総合的に勘

案した上で落札者を決定する総合評価一般競争入

札を採用することで準備を進めております。選定

方法は、先ほど説明しましたので割愛させていた

だきます。 

 ５番のＳＰＣ、これは特別目的会社でございま

すけれども、これを設立いたしまして、２３年間

の維持管理運営を行っていただく予定としており

ます。 

 ６の今後のスケジュールは、議案のほうで説明

いたしましたので割愛させていただきます。 

 以上でございます。 

○委員長（永山伸一）改めて、今説明がありま

したので、まず、委員による質疑を行いたいと思

います。委員のほうから質疑はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 委員外議員による質疑はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 以上で、環境課及び川内クリーンセンターの審

査を終わります。 

 では、ここで休憩します。 

         ～～～～～～～～～～ 

         午前１１時１２分休憩 

         ～～～～～～～～～～ 

         午前１１時１４分開議 

         ～～～～～～～～～～ 

○委員長（永山伸一）では、休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

────────────── 

△市民課の審査 

○委員長（永山伸一）次に、市民課の審査を行

います。 

────────────── 

△議案第６１号 平成２７年度薩摩川内市

一般会計補正予算 

○委員長（永山伸一）まず、審査を中止してお

りました議案第６１号平成２７年度薩摩川内市一

般会計補正予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○市民課長（榊 順一）市民課でございます。 

 それでは、議案第６１号平成２７年度薩摩川内

市一般会計補正予算、市民課分について説明いた

します。 

 予算に関する説明書（第８回補正）の１１ペー

ジをお開きください。 

２款１項１目一般管理費のうち市民課分は、市

民政策調整費の２９万１,０００円を増額。また

１３ページをお開きください。２款３項１目戸籍

住民基本台帳費は１３０万９,０００円の増額で、

ともに国家公務員の給与に関する法律等の一部改

正に伴う本市の給与に関する条例等の一部改正に

あわせて、人件費を補正要求するものでございま

す。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（永山伸一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員からの質疑はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 ここで本案の審査を一時中止します。 

────────────── 

△議案第７０号 平成２８年度薩摩川内市



- 16 - 

 

一般会計予算 

○委員長（永山伸一）次に、審査を中止してお

りました議案第７０号平成２８年度薩摩川内市一

般会計予算を議題とします。 

 まず、市民福祉部長に概要説明を求めます。 

○市民福祉部長（春田修一）それでは、続きま

して市民課の平成２８年度予算の概要について御

説明させていただきたいと思います。 

 予算概要の４２ページからになります。最下段

になりますが、交通災害共済事業、これにつきま

しては、例年と同様に計上させていただいており

まして、１,３６９万３,０００円を計上したとこ

ろでございます。 

 あけていただきまして、４３ページ上段でござ

いますが、コンビニ交付システム管理事業という

ことでございますが、これは現在４０カ所のコン

ビニ交付が可能となっております。また、本年の

２月１日からでございますが、マイナンバーカー

ドの利用も可能とさせていただいているところで

ございまして、平成２８年度予算としては、

１,２０７万４,０００円を計上させていただいた

ところでございます。 

 次に、個人番号事業でございますが、これは社

会保障・税番号制度の導入に伴い、希望者へのマ

イナンバーの交付を行うものでございまして、交

付事務及びＪ─ＬＩＳの事務委任という形で計上

さ せ て い た だ い た と こ ろ で ご ざ い ま す 。

１,８４５万７,０００円を計上させていただいて

おります。 

 なお、これにつきましては、市民福祉委員会資

料のほうでも詳しく資料を提出しておりますので、

そのときに市民課長のほうから詳しく説明をさせ

ていただきたいと思います。 

 以上で、市民課の当初予算概要の説明を終わり

ますが、予算の詳細な内容につきましては、この

後、市民課長のほうで説明させていただきたいと

思います。 

○委員長（永山伸一）では、引き続き、当局よ

り補足説明を求めます。 

○市民課長（榊 順一）それでは、議案第

７０号平成２８年度薩摩川内市一般会計予算、市

民課分について説明をいたします。 

 まず、歳出から説明いたします。予算調書の

１１２ページをお開きください。上段に記載して

おります事項、市民政策調整費は、一般給与費及

び市民福祉部全体に係る経費９,４５２万円で、行

政事務嘱託員５人の報酬等の経費と、一般職員

５人の人件費、市民福祉部内の臨時職員雇用に係

る賃金が主なものでございます。 

 次に、下段の事項、市民相談事務費は、人権教

育・啓発等に係る経費７３万６,０００円で、人権

問題に関する事項を調査、審議する事務を担任す

る人権対策事業審議会委員１３人の報酬等の経費、

それから鹿児島地方法務局川内支局管内４市２町

の人権擁護委員で組織する川内人権擁護委員協議

会への負担金が主なものでございます。 

 次に、１１３ページをお開きください。上段、

事項、交通災害共済事業費は、交通災害共済事業

に係る経費１,３６９万３,０００円で、この事業

は鹿児島県市町村総合事務組合に加入して事務組

合において運営されるものでございます。加入者

から納付された交通災害共済掛け金を鹿児島県市

町村交通災害共済給付事業負担金として支払うも

のでございます。 

 同じく下段、事項、戸籍住民基本台帳費は、戸

籍住民基本台帳事務等に係る経費２億７８８万

４,０００円で、行政事務嘱託員１５人の報酬等の

経費、戸籍住民基本台帳事務に従事する一般職

２２人の人件費、戸籍及び証明書発行システム機

器保守委託等、それから鹿児島地方法務局川内支

局管内の４市２町で構成する戸籍住民基本台帳事

務協議会の負担金、九州管内の都市市民課主管者

会議における負担金が主なものでございます。 

 次に、１１４ページをお開きください。上段、

住民基本台帳ネットワークシステム事業費は、証

明書等のコンビニ交付事務、住民基本台帳に関す

る事務処理及び国の行政機関に関する本人確認情

報の提供を行うための住民基本台帳ネットワーク

に関する経費で、２,２５３万１,０００円で、住

基ネットワークの機器保守委託等、それからコン

ビニ交付における証明書交付センターの運営に係

る加入市町村の負担金が主なものでございます。 

 同じく下段の事項、個人番号事業費は、個人番

号 カ ー ド 交 付 等 に 係 る 経 費 １ , ８ ４ ５ 万

７,０００円で、行政事務嘱託員に係る報酬等の経

費、臨時職員雇上料、それからマイナンバーカー

ドの発行等に係る業務を地方公共団体情報システ

ム機構、Ｊ─ＬＩＳと言っておりますけれども、
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そこに一括委任する経費の負担金が主なものでご

ざいます。 

 次に、歳入について御説明を申し上げます。予

算調書の２３ページをお開きください。 

 １４款２項１目手数料、総務手数料４,５６２万

２,０００円は、マイナンバーの通知カード及びマ

イナンバーカードの再交付手数料のほか、本庁、

支所等の窓口及びコンビニエンスストアで交付す

る戸籍謄抄本、住民票の写し等の交付手数料でご

ざいます。 

 １５款２項１目国庫補助金、総務費補助金

１,０６７万９,０００円は、マイナンバーカード

を交付するための事業及び市町村の交付事務に係

る補助金でございます。 

 １５款３項１目国庫委託金、総務費委託金

２３万２,０００円は、中長期在留外国人に対する

居住地届出等事務の委託金でございます。 

 １６款３項１目県委託金、総務費委託金１９万

円は、指定しました小学校における人権の花運動

に係る地域人権啓発活動活性化事業委託金、それ

から人口動態事務委託金でございます。 

 １７款１項２目財産運用収入、利子及び配当金

３万４,０００円は、医療福祉対策基金から生ずる

利子収入でございます。 

 １９款１項１８目基金繰入金、医療福祉対策基

金繰入金５,０００万円は、市民健康課が所管する

地域医療対策費に充当する経費でございます。 

 ２１款５項４目雑入、これは２４ページへ続き

ますけれども、雑入１,５０４万３,０００円の主

なものは、加入者が支払う県市町村交通災害共済

会費収入及び交通災害共済事務費加入促進費の収

入でございます。 

 以上で、市民課に関する説明を終わります。よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（永山伸一）ただいま当局の説明があ

りましたけれども、これより質疑に入ります。御

質疑願います。 

○委員（森満 晃）今説明いただきましたこの

交通災害事業の１,３６８万、これは本市の加入者

の、その加入分全体と見ていいんですかね。その

一人５００円というか。ちょっとそこ教えてくだ

さい。 

○市民課長（榊  順一）加入者から一人

５００円の会費をいただいて、そのまま県の組合

のほうへ納めるといったものでございます。 

○委員長（永山伸一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑ありませんか。 

○議員（成川幸太郎）今の交通災害の分ですけ

ども、負担金、補助及び交付金ということで支出

で１,３６８万円上げられてて、また収入で同じよ

うに今度は１,３６８万ということですが、これは

収入が１,３６８万あったというのは、向こうから

来るということで想定されてます。これは交付金

というか、交通災害に遭った人に対する支払い金

になるのか。で、収入がまた１,３６８万と全く一

緒なのは、これどういうことでしょう。 

○市民課長（榊 順一）ただいまの森満委員の

説明でも申し上げましたように、市民の方からお

一人５００円の会費をいただいた分が収入のほう

に入ってまいりまして、県の組合のほうへ支出す

るための分を、また歳出のほうで計上していると

いうことで、同額を収入いただいて歳出をすると

いうような仕組みになっております。 

○議員（成川幸太郎）わかりました。じゃあ、

先ほど森満委員も言われたんですが、それに対し

て１,３６８万を会費として払って、実際の実績と

して災害に遭った人たちの支払いはどれぐらいあ

ったんでしょう。 

○委員長（永山伸一）平成２６年度実績があり

ましたよね。 

○市民課長（榊 順一）平成２６年度の実績を

申し上げます。平成２６年度は掛け金の総額が

１,３０８万９,５００円でございました。見舞金

の対象者としては、７７件ございまして、

６３７万円が支払われております。これについて

は、事故をされてから２年間の請求期間がござい

ますので、その年度にあった分とは限らないとい

うことでございますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（永山伸一）よろしいですか。ほかに

ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 ここで本案の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 
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○委員長（永山伸一）次に、所管事務調査を行

います。 

 補足説明を求めます。 

○市民課長（榊 順一）それでは、委員会資料

の４ページをお開きください。マイナンバーの通

知カードの受領及びマイナンバーカードの交付申

請等の状況について御説明を申し上げます。 

 表が三つございますけど、上のⅠの表でござい

ますが、全て今のところ平成２８年２月２９日現

在で記録したものでございまして、通知カード返

戻・交付等の件数については、まず１２月時点で

送付した世帯が４万６,４１８通、世帯に相当しま

す。郵便局から市に返戻されたものが４,３５０通

で、送付全体の９.３％、返戻されたうち受領済み

が ３ , ０６ ６通 、 未受 領が １ , ２８ ４通 、

１,２８４世帯が未受領となっています。これは全

体の世帯の２.７％となっております。 

 それから返戻された通知カードの市での保管期

間は３カ月間程度となっておりまして、１２月ま

でに返戻されたものは平成２８年３月３１日まで

と総務省のほうから通知をされているところです。

未受領の世帯には、はがきでの受領案内を初め、

住所地に住んでいるかなどの住民実態調査、施設

等の入所者の状況調査、さらに電話による受領案

内をしておりまして、現在、保管の期限も迫って

いることから、再度のはがきでの受領案内を行っ

たところでございます。できる限り受領していた

だくよう、手を尽くしているところでございます。 

 なお、現在、保管期間については、３月３１日

までなんですけれども、さらに３カ月程度延長し

て保管をして、受領に対応していきたいというよ

うな考えでいるところでございます。 

 次に、Ⅱのマイナンバーカード交付申請の状況、

その下の表のⅢの作成されたマイナンバーカード

の市への到着状況及びその下の４のマイナンバー

カードの交付状況について説明をいたします。 

 これも２月２９日現在でございまして、総申請

枚数は、Ⅱのこの表の合計欄６,１００枚で、作成

さ れ た も の は 、 そ の 下 の Ⅲ の 表 の 合 計 欄

３,２２４枚となっております。この表で申請者受

付済み、それから発行準備中などとこう記載して

ございますけれども、これは委任機関の地方公共

団体情報システム機構での作業工程をあらわした

ものでございます。申請者に交付した枚数は、そ

の下のⅣの数字になります８３２枚となっている

ところでございます。 

 それで先週、３月１１日現在で再度集計をとり

ましたので、これから申し上げます。通知カード

の未受領については１,２６８通でございます。マ

イナンバーカードの申請枚数は６,７１６枚となっ

ております。本市に届いたマイナンバーカードは

４,４２０枚、実際に窓口で交付が済んだものは

１,４７２枚ということになっております。 

 次に、マイナンバーカードが市に到着しまして

から窓口で交付するまでの流れを説明いたします

と、カードを検品いたしまして、交付前の設定を

行った後、申請者に対して交付通知書を発送して、

住所地の本庁・支所窓口に出向いていただいて受

け取りをしていただいているところでございます。 

 マイナンバーカードの交付は、ことしの１月

２７日から始めまして、本庁では毎月第４日曜日

も交付を行っているところで、２月２８日に１回

交付をいたしまして、３月２７日に、また日曜日

にあける考えでおります。 

 それからマイナンバーカードの利用のコンビニ

交付については、先ほど部長からも話がありまし

たように、２月１日から利用開始したところで、

現在、有効期限のある住基カードとともに御利用

いただいているところでございます。 

 以上で、マイナンバーの通知カードの受領及び

マイナンバーカード交付申請等の状況についての

説明を終わります。 

 引き続き、５ページ、６ページの住民票の写し

と本人通知制度について御説明を申し上げます。

この制度については、一応導入する方針であると

いうことで説明をするものでございます。 

 まず、１の「本人通知制度とは」についてでご

ざいますが、この制度は住民票の写しや戸籍謄抄

本等の証明書を本人の代理人、本人以外の個人、

法人、弁護士とか司法書士等の八士業の第三者に

交付した場合に、事前に登録した人に対して証明

書を交付した事実を郵送により通知する制度でご

ざいます。この制度を実施することにより、不正

請求の早期発見や抑止効果が期待できるとともに、

不正取得による個人の権利侵害の防止を図ろうと

するものでございます。 

 この制度の導入のきっかけは、ここにはちょっ

と記載してございませんけど、次のようなことで
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ございます。 

 不正に取得された住民票の写しや戸籍謄抄本が

差別、人権侵害を含むさまざまな犯罪等に用いら

れている事例が続き、身分を偽って不正に請求申

請するもののほか、弁護士や行政書士が手を貸し

ているものなどがあり、平成２３年１１月には愛

知県で司法書士等が職務上請求の不正請求をして

逮捕された、いわゆるプライム事件というのがあ

りました。この事件は発覚を逃れるため、本人通

知制度を実施している自治体を避けていたことが、

その後の新聞等の記事で確認されており、本人以

外による住民票の写し、戸籍が取得された場合、

本人に通知を行う制度の導入が全国の自治体で広

がってきたということでございます。 

 今回のこの制度導入に当たっては、現行の戸籍

住民基本台帳システムの機能を活用してスタート

する考えであるため予算計上はしていないところ

でございます。 

 次に、２の「この制度を利用するのは」につい

てですが、あらかじめ本人通知制度の登録が必要

となります。制度のイメージはここに図に示した

とおりでございます。 

 ３の事前登録の対象者は、本市に住民登録があ

る方、本市に本籍のある方となります。この制度

が利用できるのは登録された方に限るので、同一

の戸籍住民票に記載のある方でも登録がなければ

対象とならないということとしております。 

 ４の事前登録の期間は、３年間を予定している

ところでございます。 

 ５の対象となる証明書は、住民票の写し、住民

票の記載事項証明書等ここに記載したものを予定

しております。 

 ６の本人通知に記載される事項については、本

人の代理人や本人以外の第三者に証明書を交付し

た場合の通知内容についてですが、交付年月日、

交付した証明書の種類、交付通知数、それから請

求者の種別、代理人であるか代理人以外であるか

になります。 

 交付請求者の住所氏名等については、通知はさ

れません。 

 また住民票関係では、同一世帯からの請求、戸

籍関係では同一戸籍に記載されている方、または

その配偶者、直系卑属もしくは直系尊属もしくは

直系卑属からの請求、国または地方公共団体の公

用請求、それから自動交付機、コンビニ交付等で

交付されたものについては、通知の対象としてな

いところでございます。 

 ６ページの７の運用予定についてでございます

けれども、現在、平成２８年１０月１日からとい

うふうに考えております。 

 ８の県内の状況、制度の種別については、県内

では鹿児島市、霧島市など５市１町が実施されて

おり、全ての団体が事前登録型となってなります。

全国的にも事前登録型が多いようでございます。 

 なお、事前登録型本人通知制度のほかに、不正

請求があった場合に通知をする告知型本人通知制

度というのがございます。 

 以上で、住民票の写し等の本人通知制度につい

ての説明を終わります。よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（永山伸一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これを含めて所管事務全般について、

これより質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（森満 晃）済いません。今の本人通知

制度について、この目的がそのまま不正請求の早

期発見や抑止効果ができる、または権利の侵害を

防止するということなんですが。この６番の通知

内容について、その交付の請求者の氏名、住所等

が通知されないという部分がちょっと何か理解で

きないんですけども、この説明をお願いします。 

○委員長（永山伸一）６ページの上段のところ

ですね。 

○市民課長（榊 順一）これについては、情報

開示を次の段階でしていただくということになり

ます。 

○委員長（永山伸一）もう少し具体的にお願い

できませんか。 

○市民課長（榊 順一）交付請求者の氏名、住

所は通知されないということで、これも個人情報

保護法の範囲の中でやっている部分でございまし

て、一応、相手の住所、氏名は今の段階では公表

してないということで、このような取り扱いをし

ております。ここに不服が生じますと、先ほど言

いました情報開示というような手続をとっていた

だくということになります。 

 以上です。 

○委員（森満 晃）その通知はしますが、それ

について、通知された側がこれはどうしても何か
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問題があると認識した場合にそういう請求ができ

るということですかね。それでよろしいですか。 

○委員長（永山伸一）課長、よろしいですか。 

○市民課長（榊 順一）はい、委員がおっしゃ

ったそのとおりでございます。 

○委員長（永山伸一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。井

上議員、簡潔にお願いします。 

○議員（井上勝博）四つあるんですが。一つは

マイナンバーは、通知カードが本人に渡らない場

合が出てくるということで、その場合の不利益と

いうのはどういうものがあるかと。 

 それから二つ目、マイナンバーカードを、これ

から普及していくわけですけど。実際、国会で審

議の中で、ＤＶＤを借りにいったら、お店の人に

マイナンバーを見せてくれと言われたということ

で、そういう不正もあるわけです。このマイナン

バーは本人に一生ついて回るわけですね。このマ

イナンバーが民間によって収集されているという

場合には、どのような不利益が考えられるかと。 

 それから三つ目に、本人通知の問題は、自衛隊

適齢者名簿については入らないと思うんですが、

入るのかどうか確認したいのと、それからなぜ入

らないのかと。例えばですよ、これ本人が申請す

るわけですから、どんなところからその住民票を

引き出されているのかというのは本人は知る権利

があるんじゃないかなと思うんですね。そこが一

つ疑問。 

 四つ目に、コンビニの交付については対象とな

らないということなんですが、コンビニ交付で例

えば不正に引き出されると、住民票取られるとい

うことは考えられないんだろうかと。この四つを

お尋ねしたいと思います。 

○委員長（永山伸一）井上議員、４ページにマ

イナンバーカード利用のコンビニ交付について平

成２８年２月１日から利用を開始としてあるんだ

けど、そのことじゃないの。であれば、３点、と

りあえずお願いします。 

○市民課長（榊 順一）まず１点目の通知カー

ドが本人に渡らない場合の不利益はということで

すけれども。これは通知カードが渡らなくても、

通知については国が行っておりまして、以前の質

問の中でもあったと思うんですけれども、窓口で

例えば通知カードがなくても、忘れたりした場合

でも、一応、職員のほうできちんと記載がされる

というようなことですので、不利益はないという

ふうに思っております。 

 それから、２番目の個人番号カードのマイナン

バーの収集については、民間が収集することでと

いうことですけれども、番号法の中ではそういっ

た収集ができないというふうなことになっている

と思いますので、きちんと法律にのっとった形で

の収集しかできないということとなります。 

 それから、コンビニ交付－自衛隊のほうは、

ちょっと後でよろしいでしょうか。コンビニ交付、

の中で、マイナンバーカードを持った方も住基

カードを持った方についても、コンビニ交付では

番号入りの住民票とか取ることができます。これ

は、やはり番号法の中で、これは取得できるとい

うのがちゃんと決まっておりますので、本人がき

ちんとその手続によって取得するというようなこ

とでございますので、他人が個人のものを取得す

るというのは想定していないということでござい

ます。 

自衛隊関連については、グループ長が答弁いた

します。 

○主幹兼住民グループ長（坂元久徳）自衛隊の

団員募集の名簿については、個人番号のほうは載

せておりません。 

 以上です。 

○議員（井上勝博）１番目の通知カードが本人

に渡らない場合、本人が個人番号を知らないとい

う場合に、役所では確かにそういうことで答弁さ

れてたんですが。マル優制度を利用する場合にや

っぱり通知しなくちゃいけないとか、若干そうい

う、これは行政との関係だけじゃなくて、そうい

う金融関係とかで、ないとマル優を利用できない

とかそういうのがあるみたいなんですよね。これ

は、どうなっているのかというのが、市のほうで

は把握はできてないということですか。 

○市民課長（榊 順一）その件は、わかりかね

ますが、通知カードについては市民課の職務とし

ましては、できるだけ未受領の方に届けたいとい

うことで考えております。 

○委員長（永山伸一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、市民課の審査を終わります。 

 ここで休憩します。 

         ～～～～～～～～～～ 

         午前１１時４７分休憩 

         ～～～～～～～～～～ 

         午前１１時４９分開議 

         ～～～～～～～～～～ 

○委員長（永山伸一）休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

────────────── 

△市民健康課の審査 

○委員長（永山伸一）次に、市民健康課の審査

を行います。 

────────────── 

△議案第６１号 平成２７年度薩摩川内市

一般会計補正予算 

○委員長（永山伸一）まず、審査を一時中止し

ておりました議案第６１号平成２７年度薩摩川内

市一般会計補正予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○市民健康課長（檜垣淳子）薩摩川内市各会計

予算書、予算に関する説明書の２１ページをお開

きください。 

 ４款１項１目保健衛生総務費、事項、保健衛生

一般管理費では、国家公務員に関する法律等の一

部改正に伴う本市給与に関する条例等の一部改正

にあわせて人件費を補正要求するものであります。 

 事項、地域医療対策費では、国民健康保険事業

特別会計繰入金の増額分を調整するものでありま

す。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（永山伸一）ただいま当局の補足説明

がありましたけれども、これより質疑に入ります。

御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 ここで、本案の審査を一時中止します。 

────────────── 

△議案第６７号 平成２７年度薩摩川内市

国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補

正予算 

○委員長（永山伸一）次に、議案第６７号平成

２７年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施設勘

定特別会計補正予算を議題とします。 

 補足説明を求めます。 

○市民健康課長（檜垣淳子）薩摩川内市各会計

予算書、予算に関する説明書の９６ページをお開

きください。 

 議案第６７号平成２７年度薩摩川内市国民健康

保険直営診療施設勘定特別会計補正予算について

御説明申し上げます。 

 まず、提案の理由でございます。歳入について

は、繰入金を増額し、歳出については、国家公務

員に係る一般職員の職員給与に関する法律等の一

部を改正する法律等の公布に伴い、これに準じて

職員の給与改定経費を措置する必要があります。 

 次に、９７ページをお開きください。本案の内

容でございますが、今回の補正予算は、第１条で、

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

２０３万９,０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額を、歳入歳出それぞれ９億３,７９８万円としよ

うとするものでございます。 

 ここで補正予算内容について歳出から御説明い

たしますので、１０３ページをお開きください。 

 １款１項総務管理費１目一般管理費では、国家

公務員に関する法律の一部改正に伴う本市給与に

関する条例等の一部改正にあわせて人件費を補正

要求するものであります。 

 次に、歳入について説明いたしますので、前に

返っていただきまして１０２ページをお開きくだ

さい。７款１項１目一般会計繰入金については、

国民健康保険事業特別会計繰入金の増額分を調整

するものであります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（永山伸一）ただいま当局の補足説明

がありましたが、これより質疑に入ります。御質

疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 
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 これより討論採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）御異議ないと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 ここで休憩します。再開はおおむね１３時とい

たします。 

         ～～～～～～～～～～ 

         午前１１時５３分休憩 

         ～～～～～～～～～～ 

         午後 ０時５９分開議 

         ～～～～～～～～～～ 

○委員長（永山伸一）それでは、休憩前に引き

続き会議を開きます。 

────────────── 

△議案第７０号 平成２８年薩摩川内市一

般会計予算 

○委員長（永山伸一）次に、審査を一時中止し

ておりました議案第７０号平成２８年薩摩川内市

一般会計予算を議題とします。 

 まず、部長に概要説明を求めます。 

○市民福祉部長（春田修一）それでは、市民健

康課の当初予算の概要について御説明させていた

だきたいと思います。当初予算の概要の４７ペー

ジをお開きいただきたいと思います。 

 ４７ページから市民健康課の分でございますが、

まず中段でございます。生涯を通じた健康づくり

の推進と医療体制の充実におきまして周産期医療

の運営事業を計上させていただいております。こ

れは、済生会川内病院が周産期医療センターとし

て認定されているというようなこと等もございま

して、運営補助金として１,０００万円計上させて

いただいております。 

 次に、その下でございます川内看護専門学校運

営支援事業ということで、看護学校としましては

北薩地域初の全日制レギュラーコースを新設する

というものでございまして、予定としましては平

成３１年４月の開校予定でございます。そのよう

なこと等から、今後、募集停止等を行っていく関

係もございまして、運営が非常に厳しくなるとい

うような状況がございます。学費の値上げ、ある

いは医師会のほうでは基金の全額取り崩しという

ような形で対応しても１億を超える赤が出るとい

うようなこと等もございまして、この制度が完結

するまでの間、市としても財政支援を行いたいと

いうことで、当該年度１,０００万円を計上させて

いただいたところでございます。 

 なお、専門課程は廃止しますが、準看の高等課

程につきましては、現時点ではまだ継続するとい

うようなことで伺っているところでございます。 

 次に、４８ページでございますが、救急医療体

制支援事業におきましては一番下でございます。 

 高度医療機器整備補助金としまして、市内の二

次救急医療機関でございます済生会川内病院に対

しまして、高度医療機器、これはＭＲＩでござい

ます。これは平成１８年度に導入した部分でござ

いまして、もう既に１０年経過するというような

こと等もございまして、耐用年数ももう超えて使

ってらっしゃるということで更新をされるという

ようなことがございまして、今回、高度医療機器

整備補助金要綱に基づきまして補助をしたいとい

うことで、５,０００万計上させていただいており

ます。総体では９,５２６万２,０００円の計上で

ございます。 

 次の鹿島診療所の医師確保対策事業から

４９ページの画像遠隔までは、国保直診特会の事

業でございます。国保直診特会におきましては

１０億８００万円を計上させていただいておりま

して、昨年度に比べ４,８２３万円の増となったと

ころでございます。 

 次に、５０ページの上段でございます。がん検

診事業、これにつきましては乳がん検診を個別検

診も可能としたいということで受診率アップを考

えたところでございます。 

 ただ、３０歳代の乳がんにつきましては廃止し

たいということで考えております。これは平成

２３年度から実施しておりますが、５年間で延べ

３,９１０人、受診いただきましたが、そのうち

２人が見つかったと。数値の２人ということは、

いいのか悪いのかという問題は抜きにしまして、

０.０５％というような状況でございますので、本

市としましては、国の指針に基づきまして受診し
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やすい体制づくりを整えながら受診率の向上に努

めたいというふうに考えたところでございます。 

 次に、５１ページをお開きください。最下段で

ございます。感染症予防事業（子育て関連分）と

いうことで、本年度から定期予防接種以外のロタ

ウイルスあるいはおたふくかぜ等の予防接種費用

の一部を助成するということを今回新たに計上さ

せていただいております。 

 次に、５２ページ中ほどでございます。子育て

支援強化事業ということで、ここにつきましては

丸の四つ目でございます。産後ケア事業、これに

つきましては、現在、市外の病院への委託をかけ

ているところでございますが、市内の病院でも可

能になったというようなこと等で、医師会の御理

解をいただいたということもございまして、本年

度は産後ケア事業も市内の病院でも可能とすると

いうことで計上をさせていただいているところで

ございます。 

 以上、簡単ではございますが、市民健康課の概

要の説明を終わらせていただきますが、この後、

予算の内容につきましては市民健康課長のほうで

説明させていただきたいと思います。 

○委員長（永山伸一）当局に補足説明を求めま

す。 

○市民健康課長（檜垣淳子）議案第７０号平成

２８年度一般会計予算の市民健康課に係る予算の

説明を申し上げます。 

 歳出から説明いたします。 

 平成２８年度薩摩川内市一般会計予算に関する

説明書の８３ページから８５ページの上段までと

なりますが、内容につきましては別冊の平成

２８年度薩摩川内市各会計予算調書で説明いたし

ますので、１２８ページをお開きください。 

 ４款１項１目保健衛生総務費では、事項、保健

衛生一般管理費は一般職員の職員給与費、歯科医

療体制の支援等に係る経費で、事業費２億

７７２万６,０００円をお願いしております。経費

の主な内容は、予防接種健康被害調査委員会委員

１１人の報酬、市民健康課及び各支所の一般職員

計２９名分の職員給与費、歯科医院休日当番事業

補助金であります。 

 次の下の段、事項、予防接種事故救済措置費は

予防接種法に基づく救済措置に係る経費で、事業

費は５９０万７,０００円をお願いしております。

経費の主な内容は、扶助費の一人分であります。 

 次に、１２９ページをお開きください。事項、

診療所管理費の事業費は、１２０万２,０００円を

お願いしております。川内地域に所在する５カ所

の診療所の管理及び運営に係る経費です。主な経

費は、管理医への報償費であります。 

 次に下の段、事項、巡回診療事業費の事業費は

９４万８,０００円で、県が事業主体として実施し

ていただいている甑島地域における眼科、耳鼻咽

喉科、皮膚科の特定診療科の巡回診療に係る経費

を措置しております。主な経費としましては、医

師等の謝金や県への事業負担金であります。 

 次に、１３０ページをお開きください。事項、

保健対策推進事業費の事業費は、１９０万

２,０００円をお願いしております。健康づくりの

普及、啓発を促進するための協議会及び適切な食

生活を実施するための食生活改善推進員等に係る

活動等に係る経費であります。経費の主な内容は、

研修会への出会謝金であります。 

 次に下の段、事項地域医療対策費の事業費は、

４億７,９５０万円をお願いしております。経費の

主な内容ですが、在宅当番医制運営委託など、一

次救急及び高度医療機器整備補助金、救急医療施

設等運営補助金など、救急医療体制の維持充実を

図る施策のほか、甑島地域の医療従事者等確保対

策として甑島地域医療従事者等奨学金貸与金、国

民健康保険直営診療施設勘定特別会計への繰出金

をお願いしております。 

 次に、１３１ページをお開きください。４款

１項２目保健センター管理費では、事項、すこや

かふれあいプラザ管理費の事業費は、１,３１８万

９,０００円をお願いしております。内容は、すこ

やかふれあいプラザの維持管理運営に係る経費で

あります。経費の主な内容は、すこやかふれあい

プラザ管理人３人分の報酬、館内清掃業務委託及

び修繕料などであります。 

 次に下の段、事項、保健センター管理費の事業

費は、１,７８５万６,０００円をお願いしており

ます。樋脇、入来、東郷、祁答院、上甑の保健セ

ンター及び下甑健康管理センターの維持管理に係

る経費であります。経費の主な内容は、樋脇保健

センター浄化槽維持管理業務委託などであります。 

 次に、１３２ページをお開きください。４款

１項３目保健指導費では、事項、保健指導費の事
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業費６０４万４,０００円をお願いしております。

保健事業に係る健康管理システム及び研修等の経

費であります。経費の主な内容は、健康管理シス

テム保守管理業務委託、健康管理システム賃借料

であります。 

 次に下の段、事項、母子保健事業の事業費は、

１億３,９５１万９,０００円をお願いしておりま

す。３から４カ月の健康診査を初めとする各種母

子保健事業に係る経費であります。経費の主な内

容は、健康診査等医師及び歯科医師報酬２０４人

分の報酬、妊婦・乳幼児健診業務委託等不妊不育

治療費助成金などであります。 

 次に、１３３ページをお開きください。事項、

健康増進事業費の事業費は１億２ ,８１１万

８,０００円をお願いしております。各種がん検診

の事業に係る経費であります。経費の主な内容は、

行政事務嘱託員一人分の報酬、各種がん検診委託

などであります。 

 ここで、乳がん検診について市民福祉委員会資

料で説明いたします。９ページをお開きください。 

 乳がん検診につきましては、平成２３年度から

対象年齢を３０歳以上に引き下げてまいりました。

５年間の実績については、先ほど部長も申し上げ

ましたが、受診者数３,９１０人、平成２７年

１２月現在でがん発見者数は二人です。平成

２８年２月４日、「がん予防重点健康教育及びが

ん検診実施のための指針」の一部改正において、

３０歳代の女性については、この指針に規定する

乳がん検診の対象にはならないが、罹患率が上昇

傾向にあることを踏まえ、自己検診の重要性につ

いて指導を行うこととされました。 

 また、国のがん対策推進基本計画において、市

町村が行うがん検診については、科学的根拠に基

づく正しいがん検診の実施と受診向上を推奨して

おります。このことから、市単独で実施していた

３０歳代の乳がん検診は国の指針に合わせて廃止

し、乳がんに関する正しい知識及び乳がん自己検

診の方法について普及、啓発してまいります。ま

た、がん検診受診者の利便性を図るために、今回、

平成２８年度より医療機関でも乳がん検診を実施

できるように拡充するものです。 

 次に、予算調書に戻っていただきまして、

１３３ページの下の段をごらんください。４款

１項４目予防費では、事項、感染等予防費の事業

費は２億６,４２０万６,０００円をお願いしてお

ります。麻しんや風しんを初めとする各感染症の

予防対策に係る経費であります。経費の主な内容

は、看護師、業務嘱託員二人の報酬、麻しん・風

しん混合ワクチン、ポリオ等のワクチンの購入、

成人用肺炎球菌ワクチン、水痘ワクチン定期予防

接種等委託と風しんワクチン等接種など、及び平

成２８年度より任意接種であるロタウイルス・お

たくふくかぜワクチン接種補助金を拡充するもの

が主なものであります。 

 ロタウイルスワクチンは、２種類のワクチンが

あり、一人当たり２回か３回接種することとなっ

ております。また、おたふくかぜワクチンは２回

接種で、補助率は２種類とも２分の１を予定して

おります。詳細は、市民福祉委員会資料の

１２ページをごらんください。 

 以上で、歳出の説明を終わります。 

 次に、歳入について御説明申し上げます。 

 同じく予算調書の２８ページをお開きください。

１３款２項２目衛生費負担金では、予算額

１２５万円ですが、未熟児養育医療負担金であり

ます。１４款１項３目衛生使用料は、予算額

７１万２,０００円で、すこやかふれあいプラザ及

び樋脇保健センターの施設使用料並びに電柱・自

動販売機設置に伴う行政財産使用料であります。 

 次に、１５款２項３目衛生費補助金は６８０万

円であります。これは、母子保健衛生費等補助金

及び乳がん、子宮がん及び大腸がんの検診に係る

疾病の予防対策事業費等補助金であります。 

 次に、１６款１項２目衛生費負担金は、

３４０万円であります。これは、未熟児養育医療

費に係る県負担金であります。 

 １６款２項３目衛生費補助金では、１,２６９万

１,０００円であります。これは、離島地域不妊治

療支援事業費補助金、産後ケア推進事業補助金、

予防接種健康被害調査委員会補助金、予防接種事

故救済補助金、健康増進事業費補助金、地域自殺

対策緊急強化事業補助金、離島地域出産支援事業

補助金、共同利用型病院運営事業補助金などであ

ります。 

 次に、１６款３項３目衛生費委託金では、

１８万７,０００円で、県から権限移譲されており

ます理学療法士等の免許申請事務に係る県委託金

であります。 
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 次に、１７款１項１目土地建物貸付収入では、

３万３,０００円で、自動販売機設置に伴う対価料

であります。 

 ２１款３項１目貸付金元利収入では、３３万

２,０００円で、医療福祉従事者奨学資金貸付金に

係る元利収入であります。 

 次に、２９ページをお開きください。２１款

５項４目雑入では、２万円であります。これは、

母子保健事業に伴う健康教室など実費徴収による

ものです。 

 次に、債務負担行為について説明いたしますの

で、恐れ入りますが、各会計予算書、予算に関す

る説明書の９ページをお開きください。第３表の

債務負担行為、下から２番目、甑島地域医療従事

者等奨学資金貸与事業は、２名分の平成３１年度

までの債務負担行為を設定させていただいており

ます。 

 以上で市民健康課に係る一般会計歳入歳出の説

明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○委員長（永山伸一）当局の説明がありました

が、これより質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（中島由美子）乳がん検診が３０歳から

の分を４０歳にまた引き上げたというんですかね。

仕方がないのかと思うんですが、一番、乳がんは

自分で見つけられるがんだと言われてますから、

３０歳代を省くわけですから、そのあたりはどの

ような啓発をしていかれるのか。そこが大事なの

かなと思うんです。検診をしない分、自分でしっ

かりと管理ができたらいいのかなと思いますので、

そのあたりしっかりしていただきたいということ

と、今、どう考えておられるか。 

○市民健康課長（檜垣淳子）先ほども説明いた

しましたけれども、乳がんの自己検査法等があり

ますので、そちらのほうを広報等を使いながら普

及していくのと、相良病院の先生をお願いして、

乳がんの自己検査法の方法を一緒に学んでいただ

きたいということで健康教育のほうを予定してお

ります。 

 以上です。 

○委員（中島由美子）相良病院の先生というこ

となので、大変専門の方に来ていただけるという

ことですから、しっかりと３０歳代の方で見つか

ったのが０.０５％ということなので仕方がないと

理解しますので、しっかり健康教育のほうをして

いただきたいと思います。 

○委員長（永山伸一）ほかにございませんか。 

○委員（上野一誠）今、医療体制という意味で

は、薩摩川内市も非常に医療現場が大変な状況に

あるというのは、るるお聞きしながら議会も勉強

しようと思ってるんですが。今回、川内看護専門

学校の運営補助という形で新たにレギュラーコー

ス全日制、これは３年コースですかね、つくると。

今までは準看を経て、準看を持った人たちがさら

なる高看、５年かかるのを、これを今度は３年に

入っていくという意味で、生徒の確保という意味

では、より選択肢というか、そうなるのかなと期

待もできるわけです。 

 今、定員募集を少しお伺いすると、準看の中で

も４０人に対して１０人くらいしか募集が入って

ないんだというような話も聞くんですが。今後、

全 日 制 の ３ 年 コ ー ス が 、 一 応 、 当 該 年 度

１,０００万という形で部長がちょっと言ったんで

すが、赤字が続く中で医師会が非常に苦労されて、

基金が底をつくような状態になってるんですけど。

今後の運営によっては、補助のあり方というのは、

これは５年間という捉え方でいいんですかね、補

助は１,０００万。そうしたときに、この運営の状

況によってはこの１,０００万にこだわるというか、

そういうことにはならないと。厳しい状況があれ

ば、さらにこれには支援体制を深めていくという

考えがあるのかどうか、ちょっと教えてください。 

○ 市 民 福 祉 部 長 （ 春 田 修 一 ） 今 回 は

１,０００万ということで、この根拠にしましては、

先ほど若干申し上げましたが、医師会のほうでも

入学金を６万円上げられるというふうに聞いてお

ります。そして、６,８００万円基金がある分を全

部投入するということでしたときに、私どものほ

うに最初試算が出たときには３５人の学生が申し

込みをしていただいた場合にとんとんになるとい

うような計算をされております。そうしたときに、

５年間で約１億円を超える額が出たので、市とし

ては毎年１,０００万ずつ２分の１という形で試算

をしたところでございます。 

 ただ、上野委員おっしゃいますように、今現在、

１次募集を終わった時点で、準看のほうも高等科

のほうも非常に定数を割ってるというような状況

と聞いております。そうしますと、今後、赤字幅

というのが大きくなるというのは当然出てくるか
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と思っておりますので、それについては現時点で

は５年間全部フルに募集が済んだ時点の、満杯に

なったときまでの平成３２年度までを現在計画し

ておりますが、状況を見ながら、そこについては

検討をしてまいりたいというふうに考えていると

ころでございます。 

○委員（上野一誠）川内看護専門学校の卒業生

の職場というのが、非常に地域に就職するという

か、そういう形が根強いので、こういう看護師を

育てる意味では、しっかりと行政も応援できると

ころはしていかなきゃいけないんだと思うんです。

きょう初めての御提案なので、そのニュアンスを

５年間１,０００万でずっとやってしまうと指針が

変わってくるので、そういう考え方で今確認をし

たというふうに思います。 

 だから、今のような状態で、果たして全日制が

３５人という確保ができてとんとんということに

なれば、さらなる対策も必要なのかなと思いなが

ら。我々も委員長含めて三者医療協議会とか医師

会とかいろいろ参加をさせていただく中で、医療

現場の実態というのは、はっきり申し上げて、小

児医療から緊急から含めてコンビニ受診から含め

て、いろんな課題があるんだというのは理解をし

ているところです。 

 しっかりと、薩摩川内の医療体制を含めて苦労

はあると思うんですけど、また医師会は医師会の

御苦労の中に、行政がどう市民のための支援策を

図るかというのは、大きな課題を残しながら向か

い合っていかないかん。財政等もありますので。

それは、ぜひ一つ、状況に応じてはそれなりの判

断が必要なのかなということは理解をしていると

思います。 

 それともう一点ですが、地域医療構想というの

が今あると思うんです。国はベッドを減らせと。

在宅に変えて行けというような中で、医師会の先

生方が在宅をしたときの対応というのは、果たし

てやれるかやれないかということも非常に懸念さ

れると思うんだけど、これはどういうに動いてい

くと思いますか。 

○市民福祉部長（春田修一）まず、看護学校の

分につきましては、上野委員おっしゃいますよう

に、今の実績で８割以上が市内の病院に勤務され

るというような状況等がございまして、この分に

つきましては、私ども市内の定着率ということを

第一義的に考えていきたいと思っておりますので、

この運営補助金だけではなくて、より定着率が高

まるようなことも今後考えていく必要があるので

はないかと思っておりまして、今後、状況を見な

がら、また十分行政としても検討を進めてまいり

たいと思っております。 

 それと地域医療構想でございますが、これにつ

きましては国のほうが病床再編を考えております。

急性期とか慢性期とか回復期とか四つの部分を考

えておりまして、それらに仕分けをすることによ

って、今の医療体制、医療費の高騰を抑えられな

いかというような考え方でございます。これにつ

きましては、本県の場合に約１万床の減というよ

うな部分が国の試算で出ております。それに基づ

いて、今、県のほうで委員会をつくりながら、い

ろんな構想を取りまとめつつございます。全体的

には県全体で県のほうがされてるんですが、各保

険医療圏におきまして現在２回ほど意見交換とい

う形で地域の意見を聞くような状況になっており

ます。県としましては、国が一つのシミュレーシ

ョンをつくってまして、試算をする部分がござい

まして、それに基づいて削減と申しますか、医療

ベッドの区分、更新をしようという形でしており

ます。 

 ただ、県の言い方では、これは強制的なもので

はなくて、一つの指針であると、目標であるとい

うような言い方で、強制力はないというふうに言

われておられます。 

 ただ、北薩の医療圏の中では、出水と薩摩郡と、

それと薩摩川内市の中で懇話会をさせていただい

てるんですが、そこの中でも高齢者が多いという

こと、それと、一人暮らし老人が多いというよう

なこと等から考えたときに、慢性期を削減すると

いうことについては非常に無理があるのではない

かと。介護と申しますか、在宅での限界点を上げ

られない状況があるのではないかというようなこ

と等で意見は出されておりますが、あとは県のほ

うがそこを踏まえてどういうふうにされるかとい

うような状況を見守るしかないというような状況

でございます。 

 ただ、私どもも市長が委員という形で、実質は

副市長が参加させていただいておりますが、医師

会と一緒になりながら、今、申しました本市の実

情は訴えて、意見として上げているところでござ
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います。 

 以上でございます。 

○委員長（永山伸一）ほかにございませんか。 

［「なし」という者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はございませんか。 

○議員（井上勝博）乳がん検診を３０歳に引き

下げるということで、５年間で３,９１０人、年間

で７８２人検診されている。検診自体は、非常に

女性にとってみれば大変苦痛であるというふうに

聞いている分にもかかわらず、多くの方が検診さ

れていたわけで、がん発見者は二人とはいえ、や

っぱり命がつながったっていう人もいたんじゃな

いのかと。３０代でがんで亡くなるということに

なると、お子さんがいたりして家族が本当に大変

なことになるということを私も経験しております

ので、３０歳に引き下げるということについては

どうなのかなと。これによって予算がどれだけ削

るということになるのか。本当にそれだけの、予

算との関係で３０歳に引き下げるということが本

当によかったのかどうかということについて、ち

ょっと伺いたいんですけど。 

○委員長（永山伸一）井上議員、質問の仕方を

もうちょっと。３０歳に引き下げるんじゃなくて、

３０歳までに引き下げてたのを４０歳に引き上げ

るという、今、提案なんですかね。 

○議員（井上勝博）そのことによって予算がど

うなるのか。 

○市民健康課長（檜垣淳子）３０歳代の検診を

廃止するということなんですけれども、それは国

も示してるんですが、３０歳では乳腺が非常に発

達してまして、なかなか検診自体に合わないって

いう部分もあって、国の場合は発症率はだんだん

多くなってきているけれどもという言葉で示して

ありますけれども。そういうものもあって、偽陽

性・偽陰性っていう偽りの陽性だったりとか陰性

だったりとかしたときに、それを検診として判断

したときに本当にそれでいいのかどうかという部

分が非常に疑問が残るっていうところで、国のほ

うは３０歳代の乳がん検診は全国的には行わない

っていう方針を示しておりますので、そこの部分

は理解していただければと思います。 

 あと、予算的なものは、今度４０歳代の医療機

関受診を進めてまいりますので、予算的なものは

プラスマイナスゼロという形で考えております。 

○委員長（永山伸一）ほかにございませんか。 

［「なし」という者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 ここで本案の審査を一時中止します。 

────────────── 

△議案第８１号 平成２８年度薩摩川内市

国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算 

○委員長（永山伸一）次に、議案第８１号平成

２８年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施設勘

定特別会計予算を議題とします。補足説明をお願

います。 

○市民健康課長（檜垣淳子）それでは、議案第

８１号平成２８年度薩摩川内市国民健康保険直営

診療施設勘定特別会計予算について御説明いたし

ます。 

 今回は市民福祉委員会資料で説明させていただ

きますので、市民福祉委員会資料の１０ページを

お開きください。表の下側の歳出から説明させて

いただきます。 

 歳出の一番上、総務費は診療所の管理運営に関

する経費で、一般職３９人及び嘱託職３６人、そ

の他臨時職員など人件費や施設の維持補修費、医

師の資質向上のための研究、研修の経費などであ

ります。平成２８年度は６億 ４ ,５４７万

１ ,０００円で、前年度比較では３ ,５５４万

８,０００円の増額となっております。うち人件費

は５億３,８０３万円で、歳出合計の約５３.４％

を占めております。増額の主な要因は、下甑手打

診療所の瀬戸上医師が任期付職員の採用等に関す

る条例により平成２７年度限りで５年間の満了と

なることから、後任医師について平成２８年度中

に医師一人分を計上したものによるものでありま

す。 

 次に、医療費でありますが、これは医療機器の

更新費用や検査業務等の委託費用及び医薬品の購

入費用、入院患者の給食費用などであります。平

成２８年度は３億４,８８２万４,０００円で、前

年度比較では１,３２９万円の増額となっておりま

す。前年度に比べ、増額の主な要因は、臨床検査

や廃棄物処理の委託料など医療用消耗機材費が

８９万９,０００円、各診療所の医療用機械器具の

購入や保守点検の委託料など医療機械器具費が

３９７万４,０００円、医薬材料費が８７８万円増
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額となったことによるものであります。 

 次に、公債費でありますが、これは起債の償還

のための費用であります。平成２８年度は

１ ,０７０万５,０００円で、前年度比較では

６０万８,０００円の減額となっております。 

 次の予備費は、緊急的な対応のための費用で、

前年度と同額の３００万円を措置しております。 

 次に歳入でありますが、表の下側になります。 

［「表の上だよ」と呼ぶ者あり］ 

○市民健康課長（檜垣淳子）ごめんなさい。上

側になります。主なものを説明いたします。 

 まず、診療収入は５億４,８５５万５,０００円

を見込んでおり、前年度比較では１,１９７万

１,０００円の減額となっております。 

 次に、５行目の繰入金ですが、４億４,８９０万

８ ,０００円で、前年度比較では６ ,０４３万

９,０００円の増額となっております。内訳としま

しては、国保事業から繰り入れが８,９５９万円で、

５,２３９万９,０００円の増額、一般会計からの

繰入金が３億５ ,９３１万８ ,０００円で、

８０４万円の増額となっております。平成２８年

度の予算規模は１０億８００万円で、前年度比較

では４,８２３万円の増額となっております。 

 次に、平成２８年度の主な事業について御説明

申し上げますので、１１ページをお開きください。

甑島の診療所において、医師及び看護師等の医療

従事者の確保が大きな課題となっておりますが、

資料①、②のとおり、鹿島診療所の医師や代診医

を確保する経費を１,９６６万８,０００円、また

③は手打診療所の診療業務を支援する経費として

１,２６０万円を計上しております。 

 また、関連事業としまして、下の段になります

が、参考にありますように、一般会計において、

甑島地域における医療福祉専門職を確保するため、

医療従事者の資格取得を目指す学生に奨学資金を

貸与する甑島地域診療所医療従事者等確保事業、

また新たに本土地域における医療従事者の確保と

して川内看護専門学校運営支援などを措置してお

ります。 

 別冊の予算調書につきましては、歳入が

３２８ページから３３５ページにかけて、歳出が

３３６ページから３４０ページにかけて、事業の

内容、経費の主な内容を記載してございます。 

 事業概要については、別冊の当初予算概要の

４８ページの下の段、鹿島診療所医師確保事業か

ら４９ページの下の段、画像遠隔読影事業まで掲

載しておりますので御参照ください。 

 以上で、平成２８年度薩摩川内市国民健康保険

直接診療施設勘定特別会計予算の説明を終わりま

す。よろしくお願いいたします。 

○委員長（永山伸一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

○委員（福田俊一郎）国民健康保険直営診療施

設勘定特別会計についてですけれども、人口は減

少していくと同時に、へき地の診療収入も減って

いく。そしてまた、同時に、受診率は高くなって、

医療費に係るコストが多くなれば、そうすると今

後繰入金も考えていかなきゃなりませんけれども、

将来的にこの辺はどうなっていくんでしょう。人

口増が見込めない中で対応をとっていかなきゃな

りませんし、また一方で職員の給与も年齢ととも

に上がっていきます。ここにいろいろ対応してい

かなきゃなりませんけども、これについてのまず

考え方、方針等がありましたら御説明いただきた

いと思います。 

○市民福祉部長（春田修一）繰入金につきまし

ては、今、福田委員おっしゃいますように、平成

２６年度に３億を実績で突破したところでござい

ます。平成２７、平成２８、いずれも３億

５,０００万の当初予算比較で３億を超える形にな

ったところでございます。 

 一方、私どもも島内の医療費がどういうふうに

流れているのかということで、国保だけでござい

ます。国保が中心でございますので、国保のレセ

プトを１年間ずっと拾ってみました。その結果、

医療費ベースで見ますと、旧４村で島内が約２割

５分、島外に７割５分というような状況です。か

つ、今度は人数で見ますと、大体フィフティ・フ

ィフティ。若干、島内のほうが５５％、島外が

４５というような結果が国保で出たところでござ

います。 

 一方、ドクターもですが、看護師も募集をかけ

てもなかなか応募がない。かつ奨学金制度を昨年

１０万円計上させていただきましたが、これに対

しても平成２７年度応募がないというような状況

でございまして。収入は減る、ドクター・スタッ

フはなかなか集まらないということを考えますと、
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今後このままの体制維持ができるのかということ

は非常に難しいというような思いを持っておりま

す。そういうこともございまして、平成２７年度

は診療所の再編というようなこと等で、地域の

方々にも御説明をさせていただいたんですが、余

りにも平成２８年の４月からというようなことで、

急々であったというようなこと等で、地域のコン

センサスが得られずに、先生を再度募集をかけて

応募してもらい、期限つきでというような形で収

束は図ったところでございます。 

 ただ、さっき申しましたように、甑の医療につ

いては、まず入院施設はどうしても整えてないと

いけないだろうというふうに考えております。そ

のためにどういうふうな形でドクター・スタッフ

の軽減を図るのかということを考えながら、今後

運営していかなければ、悪い言葉なんですが、総

倒れになる可能性もあるのじゃないかというふう

な思いは持っておりますので。今、甑はひとつ推

進協議会の中でも提言が出ると聞いておりますの

で、その提言を受けながら、甑島の状況等も説明

しながら、よりよい終着点を見つけていければと

いうふうには考えているところでございます。 

○委員（福田俊一郎）厳しい状況の中であって

もやはり今後、今、部長が言われたように、入院

施設がある、そういう診療所の継続をしていかな

きゃなりませんし、いわば歳入をいかに図ってい

くかということになってくれば、繰り入れ以外な

いんですよね。そうしたときに、今後まだまだふ

える繰り入れについてどういう財源対策を措置し

ていくかということなんですが、将来的にも厳し

い状況が見えるわけですが。これは一般会計等の

繰入金はふやしていかざるを得ないというふうに

認識していいですか。 

○市民福祉部長（春田修一）今回、診療報酬改

定がございまして、実質的なマイナスになりまし

たので、私どももそこを期待しているところ－

特に、薬価の場合は６％を超えるような改正がご

ざいましたので、そこの部分で、薬価の購入部分

については若干プラス要因が出てくるのかなと思

っております。 

 それと、今、市民健康課のほうと話をしており

ますのは、ジェネリック医薬品を国が８割という

ような目標を立てておりますので、島民の理解も

得ながら、まずはドクターの理解を得ながらジェ

ネリック医薬品への部分がどうなのかということ

も考えていかないといけないだろうというふうに

はしております。 

 ただ、上甑もどっちかというと満床のような状

態でございます。というのは、島外に出てらっし

ゃっても、ついの住みかというわけではないんで

すが、どうしても最期は生まれ在所でというよう

なこと等もございまして、島内に入院したいとい

う方もかなりいらっしゃるという部分はございま

す。最近の方ですが。 

 そのあたりをどういうふうに考えていくかだろ

うとは思っておりますが、入院患者が減るという

こともございませんので、それからすると、苦し

い言い方になるんですが、一般財源の投入と。ジ

ェネリック医薬品の導入率を上げたにしても、絶

対的な人件費とか薬剤費が下がるわけではござい

ませんので、そうしますと、どうしても一般財源

に頼らざるを得ないというような状況があるとい

うふうには考えているところです。 

 ただ、ことし、予算を見ていただきますと、事

業繰入金という形で、これは国保特会からなんで

すが、国のほうが調整交付金でへき地診療所の赤

字補填分という形で交付金を出す分でございます

が、これが約５,０００万ほど上がってきておりま

して、平成２７年度も補正予算を組ませていただ

きました。そこがあるので、予算が５,０００万に

収まったと。これが、もし５,０００万アップがな

ければ、本年度は４億を超えてたんじゃないのか

と。当初予算では。そういう状況がございますの

で、このあたりも島民の方にも十分説明をしなが

ら、今後、甑の医療を守るためにはどうあるべき

かということも問題提起をしていかないと、つり

天井みたいな形で一般会計の投入というのはなか

なか難しいのではないかという思いは持ってると

ころです。 

○委員長（永山伸一）ほかにございませんか。 

○委員（上野一誠）今のに関連するんですけど

も、このたび甑のああいう再編の中で御提案をさ

れて、時間がないままになかなか島民から大反発

を食らったという一つの中で、最後は落ち着くと

ころで瀬戸上先生に再度多少の雇用のかかわりは

違うとはいえ、そういう方になった。 

 私は、反省ではあるけども、島民の皆さん方に

とっても、一つの甑医療というのが、逆にそれだ
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け住民説明会をされて、そして今ある現状を訴え

られながらやられたことは、私はそれなりに島民

の皆さん方が自分たちの今の医療体制はどうある

ということを、認識というか、そういう課題をし

っかりと聞く機会というか、我々市が考えるいい

機会にはなったというふうに思ってます、個人的

に。 

 あなた方も副市長やら説明して、ひょっこり、

市長がくるっと変えていくような形に今回なった

ので、それは「あんた方、何のために説明に行っ

たのか」と。「当局内においてどういう調整をし

たの」っていうのが－本来、我々委員会でもそ

ういう説明を受けながら、結果的にそのことが全

く無視された形になっているので、そういう姿勢

というか、提案の仕方というのは慎重性を欠く、

トップと部署が考えが違うままにぶつけてきたと。

そういうふうに思いたくはないんだけども。市長

があそこへ行って、どういう議論になって、ああ

いうあれしたかわからんけど。市長は市長の考え

があるんだけども。そういう意味では島民を巻き

込み、また行政不信感を抱いた結果になったこと

は事実なので、いろんな苦労はあると思うんだけ

ども、今、部長言われたように、ポイントを言っ

たから、今後のそういうものはしっかり取りまと

めをして、そういう形でどうあるべきかは、ある

程度の橋がかかったからどうこうということを市

長も言ってるので、できるだけそういう動かない

方向性を決めて、島民の皆さんの理解を得るよう

にぜひ一つ努力はしていただきたいと。また、そ

うあってほしいというふうに思いますので、これ

は意見要望として申し上げておきます。 

○委員長（永山伸一）意見、要望であります。

ほかにございませんか。 

［「ありません」という者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。                   

 次に、委員外議員から質疑ありませんか。 

○議員（井上勝博）診療収入の減なんですが、

これは先ほど診療報酬のマイナス改定によるもの

もあるっていうふうに、私はそれ聞いたんだけど。 

確認なんですけども、これはそういう通院の方が

少なくなったということによるものなのか。それ

とも診療報酬の改定なのか。その辺の割合はどう

なのかということをお尋ねしたいんですけど。 

○市民福祉部長（春田修一）ただいまの御質問

でございますが、今回の当初予算の診療報酬の減

につきましては、今までの実績をもとにした推計

でございまして、診療報酬は反映しておりません。

今後、財政的な一般会計からの繰出金を考えたと

きに、平成２８年度からの診療報酬の改定がある

ので、そこの分は若干ストックが残っていますと

いうような意味でお答えさせていただいた部分で

ございます。これは人口減、そして外来者の減と

いうことに伴う診療報酬の減を見込んだところで

ございます。 

○委員長（永山伸一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 では、これより討論採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）御異議ないと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（永山伸一）次に、所管事務調査を行

います。当局から説明ありますか。 

○市民健康課長（檜垣淳子）ありません。 

○委員長（永山伸一）では、市民健康課所管事

務全般について質疑に入ります。御質疑願います。

ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 以上で市民健康課の審査を終わります。御苦労

さまでした。 

ここで、休憩します。 

          ～～～～～～～～～ 

          午後１時５３分休憩 

          ～～～～～～～～～ 

          午後１時５７分開議 
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          ～～～～～～～～～ 

○委員長（永山伸一）休憩前に引き続き会議を

開きます。 

────────────── 

△保険年金課の審査 

○委員長（永山伸一）次に、保険年金課の審査

を行います。 

────────────── 

△議案第６１号 平成２７年度薩摩川内市

一般会計補正予算 

○委員長（永山伸一）まず、審査を一時中止し

ておりました議案第６１号平成２７年度薩摩川内

市一般会計補正予算を議題とします。補足説明を

求めます。 

○保険年金課長（西田光寛）それでは、議案第

６１号平成２７年度薩摩川内市一般会計補正予算、

保険年金課分について御説明申し上げます。 

 今回の補正は、国家公務員の給与に関する法律

等の一部改正に伴う本市の給与に関する条例等の

一部改正にあわせて人件費を補正要求するもので

あります。 

 歳出について説明いたしますので、予算に関す

る説明書の１７ページをお開きください。 

 ３款１項４目国民年金費８万３,０００円の増額

補正及び２１ページの４款１項５目国民健康保険

対策費の７２万７,０００円の増額補正について、

今回の補正理由によるものであります。 

 以上で、一般会計補正予算（第８回）に係る保

険年金課分の説明を終わります。よろしくお願い

します。 

○委員長（永山伸一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 ここで本案の審査を一時中止します。 

────────────── 

△議案第７０号 平成２８年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（永山伸一）次に、審査を一時中止し

ておりました議案第７０号平成２８年度薩摩川内

市一般会計予算を議題とします。 

まず、部長に概要説明を求めます。 

○市民福祉部長（春田修一）それでは、保険年

金課の当初予算の概要について御説明させていた

だきますので、予算の概要の５３ページをお開き

ください。５３ページ上段からでございますが、

国民健康保険事業特別会計繰出金におきましては

丸の二つ目でございますが、法定外分としまして、

赤字補填として一般会計から、昨年と同様２億

５,０００万円を法定外繰り出しという形で計上さ

せていただいております。 

 次の中段でございます後期高齢者医療コンビニ

収納事業、これにつきましては住民の利便性向上

のためコンビニ収納の導入を図ろうとするもので

ございます。これにつきましては、平成２８年度

にシステムを改修いたしまして、平成２９年度か

らコンビニでも収納ができるような体制を整えて

いきたいというふうに考えております。 

 次に、５４ページの最下段でございます。国民

健康保険事業から次の５５ページの中段までは、

国民健康保険事業特別会計に関する事業でござい

まして、国保特会につきましては総額で１４０億

５,７００万円を計上させていただいております。

これの分につきましては、保険財政共同安定化拠

出 金 の 増 に よ り ま し て 、 前 年 度 よ り ２ 億

７,０００万円の増となったところでございます。 

 次に、５５ページの最下段でございます。後期

高齢者医療事業、これは後期高齢者医療事業特別

会計の部分でございまして、１１億４,９７２万円

を計上させていただいております。県の連合会の

納付金の減によりまして、対前年度比で約

２４３万円の減となったところでございます。 

 なお、平成２８、平成２９年度の保険料率等の

改定がさきの連合議会で議決されたところでござ

いまして、これにつきましては市民福祉委員会資

料の中でも掲載させておりますが、所得割は

９.３２％あった部分が９.９７％ということ、

０.６５％の増となっておりますが、均等割及び賦

課限度額の変更はなされてないところでございま

す。 

 以上、保険年金課の当初予算の概要の説明を終

わらせていただきますが、予算の詳細につきまし

ては、この後、保険年金課長のほうで説明させて

いただきたいと思います。 
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○委員長（永山伸一）引き続き、当局に補足説

明を求めます。 

○保険年金課長（西田光寛）それでは、議案第

７０号平成２８年度薩摩川内市一般会計予算のう

ち保険年金課分について説明いたします。 

 まず、歳出から説明いたしますが、事業内容は

予算調書により説明させていただきたいと思いま

すので、予算調書１３４ページをお開きください。

１３４ページの上段であります。事項、国民年金

事務費については、国民年金事務に係る業務を行

うための経費で、窓口業務嘱託員１名の報酬、一

般職員２名の給与費、臨時職員に係る賃金などの

人件費と老齢基礎年金等の裁定請求や被保険者移

動処理及び相談業務などに要する事務経費であり

ます。 

 次に、下の段になります。事項、国民健康保険

対策費については、国民健康保険事務事業に係る

経費で、窓口業務嘱託員１名の報酬、一般職員

１６人の給与費等の人件費及び国保基盤安定負担

金などの国民健康保険事業特別会計繰出金等であ

ります。 

 なお、繰出金は法令等で定められた法定繰出金

８億４,６５９万円と国民健康保険事業特別会計の

財政支援分として法定外繰出金２億５,０００万円

を計上しております。 

 次に、予算調書の１３５ページをお開きくださ

い。事項、後期高齢者医療対策費においては、後

期高齢者医療事務事業に係る経費を計上するもの

で、長寿健診委託料、広域連合負担金並びに保険

基盤安定分の後期高齢者医療事業特別会計への繰

出金などを計上しております。 

 なお、先ほど部長からもありましたが、新規事

業として、市民の利便性の向上のため平成２９年

度からコンビニ収納の導入を図るための準備経費

を計上しております。負担金及び補助金について

は、広域連合への負担金として事務に係る共通経

費分４８０万４,０００円、保険給付に係る共通経

費分３,０１５万６,０００円並びに給付費の法定

負担分１２億７,１６５万４,０００円や人間ドッ

ク等の補助金を計上しております。 

 次に、歳入について御説明いたします。予算調

書の３０ページをお開きください。 

 １行目の１５款１項２目衛生費負担金では、予

算額９,３００万円を計上しております。主なもの

は、節、国民健康保険医療助成費負担金で、国民

健康保険被保険者の経費軽減措置に対する国の負

担分であります。 

 次に、１５款３項２目民生費委託金では、予算

額１,９７８万８,０００円を計上しております。

これは、国民年金事務に係る経費に対し、国から

交付される事務費交付金であります。国が設定す

る基準額により人件費と物件費で算定しておりま

す。 

 次に、１６款１項２目衛生費負担金では、予算

額６億７,３７５万５,０００円を計上しておりま

す。主なものは、節、国民健康保険医療費助成費

負担金３億６,０７５万円で、これは国民健康保険

被保険者の軽減措置に対する県の負担分であり、

また、節、後期高齢者医療助成費負担金３億

１,０００万５,０００円は、後期高齢者被保険者

の軽減措置に対する県の負担分であります。 

 次に、２１款５項４目雑入では、予算額

３,２０７万９,０００円を計上しております。主

なものは、後期高齢者の長寿健診に対する鹿児島

県後期高齢者広域連合からの補助金であります。 

 次に、債務負担行為の設定について説明いたし

ますので、予算書の９ページをお開きください。

保険年金課分は、一番下の段のほうです。長寿健

診受診券作成等業務委託で、検診事業者との日程

調整により早期に受診券を発送する必要があるた

め、１００万円を限度として設定するものです。 

 次に、委員会資料、保険年金課分は別冊になっ

ておりますが、別冊１の１ページをお開きくださ

い。まず、１の国民健康保険特別会計への財政支

援については、先ほどの説明の中で申し上げまし

たが、国保運営の安定を図るために、財政支援と

して、前年と同様２億５,０００万円の法定外繰出

金を計上いたしました。法定繰出金の明細につい

ては御参照いただきたいと存じます。 

 以上で、一般会計予算に係る保険年金課分の説

明を終わります。よろしく御審査賜りますようお

願い申し上げます。 

○委員長（永山伸一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はございませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 ここで本案の審査を一時中止します。 

────────────── 

△議案第８０号 平成２８年度薩摩川内市

国民健康保険事業特別会計予算 

○委員長（永山伸一）次に、議案第８０号平成

２８年度薩摩川内市国民健康保険事業特別会計予

算を議題とします。補足説明を求めます。 

○保険年金課長（西田光寛）それでは、議案第

８０号平成２８年度薩摩川内市国民健康保険事業

特別会計予算について説明いたします。 

 予算書は３２５ページから３６６ページ、予算

調書は３０３ページから３２７ページになります。 

 なお、保険年金課の各特別会計につきましては、

費目が多岐にわたり、予算書では多ページになり

ますので、説明用として市民福祉委員会資料別冊

１に取りまとめてあります。主に別冊１の資料を

使って説明させていただきますので、御了承いた

だきたいと存じます。国民健康保険事業特別会計

につきましては、委員会資料別冊１の２ページ以

降になります。 

 また、歳入の国民健康保険税の関係につきまし

ては、税務課から説明させていただきますので、

よろしくお願いします。 

 それでは、予算内容について御説明申し上げま

す。まず、歳出から主なものについて説明させて

いただきますので、別冊１の４ページをお開きく

ださい。 

 １款１項総務管理費は、高齢受給証と郵送料や

保険証等発送業務委託料等の委託料、国保連合会

への負担金及び広報共同事業負担金等が主なもの

でございます。 

 次の１款２項徴税費は、納付書等の郵送料やコ

ンビニ収納用の納税通知書作成等の委託業務委託

料が主なものであります。 

 次の１款３項運営協議会費は、国保運営協議会

の委員報酬及び旅費であります。 

 次に、２款１項療養諸費は、疾病、負傷等及び

コルセット、はり・きゅう等の費用に対する保険

者負担分及び審査事務委託料に係る手数料であり

ます。 

 次の２款２項高額療養費は、一部負担金が高額

となった場合、一定を超える額分が支給される高

額療養費と前年８月から本年７月までの１年間の

医療保険及び介護保険の自己負担の合計額につい

て一定額を超える部分が払い戻しされる高額介護

合算療養費を計上しております。 

 次の２款３項葬祭諸費は葬祭に係る補助金を、

次の４項移送費は離島等からの患者搬送のために

要した経費の補助を、次の５項出産育児諸費につ

いては出産育児一時金と、その支払手数料を計上

しております。 

 次に、３款１項後期高齢者支援金拠出金は、後

期高齢者医療制度に係る医療費の４割相当分を被

保険者数に応じて各保険者が負担する支援金とそ

れに対する事務費負担分で、支払基金に支払うも

のであります。 

 次に、４款１項前期高齢者納付金は、６５歳か

ら７４歳までの前期高齢者の保険者間の偏在によ

る負担の不均衡を調整するため、各保険者の加入

数に応じて費用負担を調整するものであり、本市

負担分の納付金と事務費分を計上しており、支払

基金に支払うものであります。 

 続きまして、５ページをお願いします。 

 ５款１項老人保健拠出金は、老人保健医療費の

精算に係る事務費負担金分で、支払基金に支払う

ものです。 

 次に、６款１項介護納付金は、介護保険第２号

被保険者に係る保険者負担分で、支払基金に支払

うものです。 

 次に、７款１項共同事業拠出金は、高額医療の

多発による国保財政への影響を緩和するため、

８０万円以上を都道府県間で、１万円以上８０万

円未満を県内市町村間で調整するもので、国保連

合会へ拠出するものであります。 

 次に、８款１項特定健診保健指導事業費は、保

健指導業務嘱託員４名及び特定健診等業務嘱託員

１名の報酬等人件費のほか、特定健診委託料等を

計上しております。平成２８年度におきましても、

治療中のもののデータを医療機関から提供しても

らう特定健診情報提供事業のほか、事業所健診受

診者から情報を提供いただく事業所健診データ収

集事業などに取り組むこととしております。 

 次の８款２項１目疾病予防費では、診療報酬明

細書磁気テープ作成業務委託や人間・脳ドック、

温泉保養補助に要する経費を計上しております。 

 続きまして、６ページにかけまして、４目医療
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費適正化特別対策事業では、診療報酬明細書点検

業務嘱託員１名、医療費適正化業務嘱託員１名、

保健師業務嘱託員１名の配置に係る報酬のほか、

医療費通知に係る経費、レセプト点検業務の国保

連合会への手数料やジェネリック医薬品差額通知

等業務委託などの経費を計上しております。 

 次の３項１目早期介入保健指導事業費は、市民

健康課に執行委託を行い実施しているもので、糖

尿病予防教室に関する経費が主なものでございま

す。 

 次に、９款１項基金積立金は、国民健康保険基

金の利子相当分の積立基金になります。 

 次に、１１款１項償還金及び還付加算金は、過

年度の税等過誤納金の払戻金や国庫支出金等精算

返納金などであります。 

 次の１１款２項１目直営診療施設勘定繰出金は、

甑島地域の国保直営診療所の運営に係る赤字補填

分として交付された調整交付金を施設勘定特別会

計へ繰り出すものであります。 

 次の２目一般会計繰出金は、収納率向上特別対

策事業に係る一般会計への繰出金になります。 

 以上が歳出になります。 

 続きまして、歳入について説明させていただき

ますので、前に帰っていただき、２ページをお開

きください。 

 まず、税務課から国保税等の説明の後、引き続

き保険年金課分を説明させていただきます。 

 それでは、税務課から説明いたします。 

○税務課長（山口秀昭）税務課でございます。

本特別会計の歳入に係る国民健康保険税について

御説明いたします。 

 国民健康保険税は、国保事業の健全な運営を確

保するための重要な財源として国保税条例に基づ

き課税しているものであります。 

 一番上の１款１項国民健康保険税１目一般被保

険者国民健康保険税は、７５歳未満の加入者全員

が対象となる医療給付費分及び後期高齢者支援分

と４０歳から６５歳未満の加入者が対象となる介

護給付金分、それぞれ現年課税分と滞納繰越分、

合わせて１５億７,８６４万９,０００円を計上し

ております。 

 ２目退職被保険者等国民健康保険税は、退職被

保険者等に係る医療給付費分、後期高齢者支援金

分及び介護給付金分の現年課税分と滞納繰越分、

合わせて８,５３０万円を計上いたしております。 

 ２款使用料及び手数料１項手数料２目の督促手

数料は、国保税未納者に対する督促手数料の納付

見込み額を１００万円計上いたしております。本

年２月末現在の世帯数は１万５,８７６所帯で、本

市 世 帯 数 の 約 ３ ５ ％ 、 被 保 険 者 数 は ２ 万

４,５０１人で、本市人口の約２５％となっており

ます。 

 以上で、歳入に係る国民健康保険税関係の説明

を終わります。よろしく御審査賜りますようお願

い申し上げます。 

○保険年金課長（西田光寛）引き続きまして、

保険年金課に係る歳入について説明いたします。 

 ３款１項国庫負担金は、療養給付金等に係る国

庫負担分であります。 

 次の３款２項国庫補助金は、国庫から支出され

る財政調整交付金で、普通調整交付金と特殊要因

に対して交付される特別調整交付金があります。

特別調整交付金の内容は、説明欄に記載のとおり

でございます。 

 次に、４款１項療養給付費交付金は、退職被保

険者分に係る療養給付費等に対し交付されるもの

であります。 

 次に、５款１項前期高齢者交付金は、６５歳か

ら７４歳までの医療費について保険者間の偏在に

よる負担の不均衡を調整するため、各保険者の加

入数等に応じて交付されるものであります。 

 次に、６款１項県負担金は、国庫負担金と同様

に療養給付費等に係る県負担分であります。 

 次に、７款１項共同事業交付金は、８０万円を

超える高額な医療費の発生に対して都道府県間で

調整が行われる共同事業交付金と、１件１円以上

８０万円未満の医療費について都道府県内で調整

が行われる保険財政共同安定化事業交付金であり、

市町村国保間の保険料の平準化、財政の安定化を

図るため交付されるものであります。 

 次に、８款１項財産運用収入は、国民健康保険

基金の利子であります。 

 次に、９款１項他会計繰入金では、一般会計か

らの法定繰入金として保険基盤安定繰入金６億

５００万円、財政安定化支援事業繰入金２億

１,３５９万円、出産育児一時金に係る繰入金とし

て２,８００万円を計上し、またその他繰入金とし

て同事業への財政支援のために法定外繰入として
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２億５,０００万円を計上しております。 

 次に、１０款１項繰越金は、医療費の前年度分

の実績見込みが少なかったことによる療養給付費

が本年度へ繰り越しされたもの、また一般被保険

者に係る前年度分の実績見込みが少なかったこと

により本年度へ繰り越されたものであります。 

 次に、１１款諸収入３項雑入では、交通事故等

の賠償金に係る第三者納付金や過誤調整による医

療機関からの返納金、また健康教室等の参加者負

担金を計上しております。 

 次に、債務負担行為について説明いたしますの

で、予算書の３２９ページをお開きください。債

務負担行為については、コンビニ収納に伴う国民

健康保険税納税通知書作成等業務委託において、

平成２８年度について限度額３００万円を設定し

ておりますが、これは契約期間が年度をまたがる

ために設定をするものであります。国民健康保険

特定健康診査受診券作成等業務委託は、健診事業

者との日程調整により早期に受診券を発送する必

要があるため、１５５万円を限度として設定する

ものです。 

 続きまして、制度改正等の概要について説明さ

せていただきます。市民福祉委員会資料別冊１に

戻っていただき、７ページをお開きください。 

 まず、１、平成２８年度国民健康保険制度の改

正等について説明させていただきます。 

 （１）国民健康保険税の改正について、賦課限

度額の引き上げでございます。平成２８年度にお

いては、医療分、後期高齢者支援金等分、介護納

付金等分の限度額超過世帯割合のバランスを考慮

しまして、医療分２万円、後期高齢者支援金等分

２万円の計４万円を引き上げ、最高限度額を

８９万円とする内容であります。 

 次の（２）低所得者に係る保険税軽減の拡充で

は、低所得者に対する国民健康保険税の軽減措置

の対象となる世帯の軽減判定所得について、経済

動向を踏まえ軽減判定所得の見直しをするもので、

軽減判定所得について５割軽減と２割軽減を見直

そうとするもので、現行５割軽減基準額は、基礎

控除額に２６万円に被保険者数と特定同一世帯所

属者数の合計を乗じたものを加算しており、同様

に２割軽減基準額では、同様に４７万円を乗じた

ものを加算しております。この２６万円と４７万

円の金額を２６万５,０００円と４８万円にそれぞ

れ引き上げ、対象者数を拡大しようとするもので

あります。 

 続きまして、８ページをお願いします。 

 ２として、平成２８年度薩摩川内市国民健康保

険事業計画として１２ページまで掲載しておりま

す。本計画は、平成２８年度の国民健康保険事業

推進のための計画で、先に開催しました国民健康

保険運営協議会に報告し、承認をいただいたもの

であります。 

 内容の詳細については、御参照いただきたいと

存じますが、簡単に概要を説明させていただきま

す。 

 １、基本方針では、現在の国民健康保険事業を

取り巻く状況と今後の運営方針を説明してありま

す。 

 次に、２、具体的な対応策について。 

 （１）収納率向上対策の推進による歳入の確保

では、収納率の目標を現年度９１％、滞納繰越分

を１３％としており、目標達成のための施策を実

施していくこととしております。 

 続きまして、９ページをごらんください。 

 （２）一般会計からの繰り入れによる財政支援

として、先ほど予算説明の中で説明した内容を記

載してございます。 

 （３）被保険者適用の適正化の推進では、従来

方針を継続して実施することとしており、（４）

医療費適正化対策の推進では、従来方針を踏まえ

ジェネリック医薬品差額通知事業で蓄積するデー

タを分析して、有効かつ効率的な保健指導に生か

す取り組みを行うこととしております。 

 次の１０ページをお開きいただき、８、保健事

業の実施の中で、平成２５年度から実施しており

ます（３）重症化予防事業を平成２８年度も継続

して実施し、さらに（４）でＣＫＤ予防ネット

ワークの構築とありますように、慢性腎臓病の重

症化を予防するための病診連携を運用していくた

めの枠組みを構築していきたいと考えております。 

 次に、１１ページの（５）特定健診・特定保健

指導の推進については、第２期特定健康診査等実

施計画を平成２５年度改定させていただいたとこ

ろでありますが、これをもとに平成２９年度に特

定健診・特定保健指導とも目標を６０％として、

これを達成するための取り組みを平成２８年度も

実施していくこととしており、特定健診未受診者
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に対する事業所健診受診者のデータ収集等を行う

こととしております。 

 次の１２ページ、（６）国民健康保険直営診療

所の運営及び経営改善の推進については、従来方

針を継続していくこととしております。 

 続きまして、１３ページから３９ページまで薩

摩川内市データヘルス計画について掲載しており

ます。 

 １３ページは、本計画の骨子を図示してありま

す。 

 今回お示しした薩摩川内市データヘルス計画は、

１４ページ下段にあるように、全ての健康保険組

合に対してレセプトデータの分析や特定健診の結

果等に基づいた保険加入者の健康維持増進のため

の事業計画を定め、その上で事業実施・評価等に

取り組むことが平成２５年に閣議決定された日本

再興戦略に規定されたために策定したものであり

ます。 

 簡単に申し上げますと、生活習慣を起因とした

疾病による医療費の割合が大きいため、各保険者

のレセプトデータを分析し、今後さらに重症化し

ていくと思われる方に対してドクターや保健師等

から指導を行い、重症化を未然に防止し、医療費

の増大を防ぐことを目的とした計画となっており

ます。計画期間は、平成２９年度までの３年間と

しておりますのは、これは本市における第２期特

定健診等実施計画の計画期間と合わせたものにな

っております。 

 まず、本計画は主に国保中央会が作成したＫＤ

Ｂシステム、国保データシステムに保有されてい

る平成２４年度以降のレセプトデータをもとに集

計しておりますことを申し添えます。 

 それでは、データを分析した本市の状況につい

て説明いたしますので、１６ページをごらんくだ

さい。 

 上の右の表、薩摩川内市の国民健康保険加入者

の状況ですが、６５歳以上が４０.２％を占め、高

齢化が進んでおります。また、下段の表、健康寿

命と平均寿命の差から見ても、男性で１４.７年、

女性で２０.１年は何らかの支援や介護などが必要

となり、高齢になるにつれＱＯＬ、生活の質が低

下する期間が長いことがわかります。 

 １７ページ下段をごらんください。医療費の割

合を大分類で調査した結果です。生活習慣による

影響が大きいと考えられる疾病が、がんなどの新

生物、糖尿病などの内分泌、栄養及び代謝疾患、

高血圧による心疾患、脳卒中などの循環器系の疾

患の分類ですが、これらがいずれも高い傾向にあ

ります。 

 続いて、１８ページ下段にあるように、これら

を詳細に見ていくと、総医療費の中で生活習慣病

の割合は４１％となっており、これらの医療費の

内訳は３２.７％が高血圧症、２５.７％が糖尿病

となっていることがわかりました。ここで、がん

については「いきいき健康さつませんだい 薩摩

川内市健康づくり計画」において対策を講じてい

るため、本計画における生活習慣病はがんを対象

疾患から除いております。 

 めくっていただきまして、１９ページ上段をご

らんください。一人当たりの医療費を国、県、同

規模自治体と比較しましたところ、本市は突出し

て高額であり、医療機関受診率も高い傾向にある

ことがわかりました。 

 次の２０ページでレセプトの分析をしたところ、

高額レセプトを費用額３０万円以上のものと定義

した上で分析をしました。その結果、レセプト件

数は３.４％、費用額では３９.２％がそれに該当

いたしました。このうち２８％が生活習慣病に起

因するものであることがわかりました。 

 さらに、保険年金課が所有する被保険者の情報

として特定健診受診結果があります。これらの資

料が下段以降に記載してありますが、特定健診の

有所見者を国の平均と比較した表が２２ページに

なります。 

 クレアチニン、尿酸、血糖が顕著に高い状況に

あることがわかりました。下は男女別の分析とな

っております。 

 次の２３ページ下段において、特定健診の受診

者と未受診者との生活習慣病治療にかかっている

費用についての比較をしたところ、健診未受診者

が ２ 万 ８ , ３ １ ０ 円 、 健 診 受 診 者 が １ 万

２,５４９円であり、健診受診者は自己の健康状態

を知り、生活習慣改善や医療機関受診による早期

治療に努めていることが推測され、重症化予防に

つながっている傾向にあることがわかりました。 

 続きまして、２４ページは介護保険に関する分

析ですが、６５歳以上の人口のうち、要支援・要

介護認定を受けているものも国、県、同規模と比
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較して、本市は高い傾向にあり、２５ページ上段

では、それらの方の７割以上が心臓病を、６割以

上の方が高血圧を有しており、これも生活習慣に

関連していることがわかりました。そこで本市の

課題を下段に記載してありますように、課題１、

生活習慣に関連した疾患の発症、重症化。課題２、

医療費の増加と設定いたしました。これらの改善

を図るために、２７ページ上段に、短期目標とし

て、生活習慣改善、運動普及、検診による早期発

見と早期治療など５項目に取り組み、中期目標と

して、生活習慣に起因する疾患の重症化予防とし

て高血圧症コントロール不良者の減少など、

１０項目の実施、最終的には、要介護者の減少、

健康寿命延伸、医療費適正化、安全な医療受診行

動の確立を目指していくこととしました。 

 具体的な対策は、表の右側、１、栄養・運動指

導の実施強化、２、特定健診受診率向上対策、３、

特定保健指導終了率の向上対策、４、生活習慣病

重症化予防対策、５、ジェネリック医薬品の普及

対策、６、重複・頻回受診者への対策に取り組む

ことにしております。 

 詳細としましては２７ページから３９ページに

記載してございますので、お目通しいただきたい

と思います。 

 これらの取り組みを実施することにしておりま

すが、これらは、保険年金課、市民健康課、高

齢・介護福祉課で既に実施している事業であり、

新規の事業ではございません。取り組みの効果等

についての検証、見直しを毎年実施することでよ

り有効性のある保健事業として実施し、被保険者

の健康寿命の延伸に寄与していきたいと思ってお

ります。 

 以上で、薩摩川内市データヘルス計画の説明を

終わり、長くなりましたが、国民健康保険事業特

別会計の説明を終わります。よろしく御審査賜り

ますようお願いいたします。 

○委員長（永山伸一）当局の説明がありました

が、これより質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（上野一誠）これは、今、総務部長もい

るけど、事業の執行について。 

 職員が交通事故をした、その対応をどうするか、

それで１００％市が悪い。先ほど税務課長がこの

収納に係る説明をしました。昨年度の一つの中で、

ここの関係は大体６月ぐらいで暫定的なものを出

して、後半で一応当たり前の更正をかけた納付書

を送るというのが原因でそういう流れになるんだ

けど。私も市民から相談を受けて、税務課長には

おつなぎをして対応はいただいたんですが。要す

るに畜産農家が所得－これは所得はここに直接

関係がありますので、その所得分を入れないまま

に、通知を送って、追徴金が５０万とか何十万、

これが１２件あると。 

 それについて、担当レベルのお詫びの仕方、市

長名の公文は出すんだけども、担当レベルの中で

説明に行ってお詫びをする。やっぱりその行き方

は、私は誠意がないと思うし、しっかりとやはり

市の核たる人たちが誠意を持って説明、お詫びを

するべきと思います。それが逆に言えば、軽く見

てるんじゃないか。担当者レベルの。軽く見た対

応をしているのではないかというのが、そういう

行為をされた人にとって思われるわけです。です

から、そういう意味では、やっぱり間違いはある

んです、やっていく以上は。それは僕はどうこう

というのではなく、やっぱりそういうときの対応

というものはやっぱり誠意のある対応をしていた

だかないと行政不信を招く、信頼に欠けるという

ことはるるあるので、これは税関係だけでなくて、

これからいろんな角度でマイナスのいろんなもの

が、これは行政が悪かったなということはいっぱ

い出てくると思うので。そういうものは職員の意

識改革を図って、やっぱりこういう場合はどう対

応すべきかということを、担当あるいは課長を含

めて、その部署を含めて、そのあり方を十分議論

しながら、一つ一つ真剣に向かい合っていくとい

う姿勢を持っていかないと、やはり行政の信頼は

得られないと。 

 だから、当然、その後、議会議員のほうにもば

んばん一つ一つ来る分というのは多いので。その

ために我々は対応しなきゃいかんし、言わんでい

いことまで言わないかん部分がいっぱい出るので。

そういうことを執行に当たっては、どの課も一つ、

今あえて税務課を例えに言いましたけど、そうい

うことが起こる場合にはぜひ一つそういうことに

ついての対応のあり方を、前の民生委員の問題で

もあったんですけど、いろんなことがありました。

その対応の仕方は非常に言われるので、ぜひ一つ

新たな２８年度が１００％うまくまた。好んでや

ろうと思わないわけだから、そういう意味では十
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分そういうところを、起こった後の対応というの

を十分またお考えになって、経験として十分やっ

ていただきたいということを、意見、要望として、

全庁にまたがる意見ですから、ぜひ一つ努力をし

ていただきたいというふうに思います。 

○委員長（永山伸一）一例として国保税の徴収

でそういうことがあったということですね。 

○委員（上野一誠）１２件ありました。やっぱ

りそういった追徴が来て、怒り心頭ですので、や

っぱりそういうことはよくない。計算ミスでそう

いうことをやって、やっぱり行くんだったら、し

っかりとそれなりの方々が出向いて行って、誠意

を持った対応をするべきだというようなことを。 

○委員長（永山伸一）意見、要望ということで

す。何かありますか。 

○市民福祉部長（春田修一）今、国保税の関係

で例を申されましたが、市全体の部分にかかわる

部分でございます。 

 私どもの市民福祉部のほうにおきましても、納

付書とか、あるいはいろんな手続の関係で市民の

方からお叱りを受ける部分があります。これにつ

いては、担当レベルということではなくて、私も

含めまして誠実な対応をするように今後進めてま

いりたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（永山伸一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 委員外議員による質疑はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 これより討論採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）御異議ないと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第８３号 平成２８年度薩摩川内市

後期高齢者医療事業特別会計予算 

○委員長（永山伸一）次に、議案第８３号平成

２８年度薩摩川内市後期高齢者医療事業特別会計

予算を議題とします。補足説明を求めます。 

○保険年金課長（西田光寛）議案第８３号平成

２８年度薩摩川内市後期高齢者医療事業特別会計

について説明いたします。 

 予算書は４３０ページから４４３ページ、予算

調書は３７２ページから３７４ページになります

が、説明は市民福祉委員会資料別冊１で説明させ

ていただきます。 

 まず、歳出から説明いたしますので４０ページ

をお開きください。下の段の表をごらんください。 

 １款２項１目徴収費は、保険料徴収事務に係る

経費を計上しております。次の２款１項１目後期

高齢者医療広域連合納付金は、保険料と一般会計

で受け入れる保険基盤安定負担金を広域連合へ納

付するものであります。次の４款１項１目、保険

料還付金は、前年度の保険料の還付金等に係るも

のであります。 

 続きまして、歳入について説明いたします。上

の表をごらんください。 

 １款１項後期高齢者医療保険料では、特別徴収

４億９ ,４７６万６,０００円と普通徴収２億

３,６４２万８,０００円を計上しております。後

期高齢者医療被保険者の約７０％が特別徴収で約

３０％が普通徴収となっております。 

 次に、４款１項２目保険基盤安定繰入金は、低

所得者に係る保険料軽減に対する公費補填分であ

り、一般会計で受け入れるため、繰入金として繰

り入れるものであります。 

 次に、６款１項１目延滞金は、過年度保険料の

延滞金。６款２項１目保険料還付金は、前年度の

保険料還付金として広域連合から受け入れるもの

であります。 

 続きまして、４１ページをごらんください。 

 後期高齢者医療制度の改正について御説明いた

します。 

 先ほど部長からもありましたが、１、平成２８、

２９年度保険料率等改定についてでございます。 

 広域連合では２年ごとに保険料の改定をするこ

ととしており、本年度は平成２８、２９年度の改

定時期となっておりました。先日開催されました

鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会定例会で審
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議され、新たな保険料が議決されましたので報告

いたします。 

 まず、均等割、賦課限度額について変更はあり

ませんでした。所得割について、９.３２％から

９.９７％に０.６５％の増となりました。増額の

理由としましては、高齢者の人口増加による一人

当たりの保険給付額の増加、医療の高度化による

一人当たり保険給付費の増、平成２９年度からの

消費税の引き上げなどの要因によりやむなく引き

上げることとなりました。これにより一人当たり

の年間平均保険料は４万９,３７０円となり、旧保

険料と比較しますと１,３５６円の増となりました

が、均等割を引き上げなかったことで被保険者の

約７割を超える軽減特例を受けている低所得者層

への影響はありません。 

 ２、平成２８年度からの主な改正点について。

（１）診療報酬改定率マイナス１.０３％、（２）

後期高齢者負担率１０.９９％、（３）賦課限度額

は据え置きで変更はなし。（４）軽減対象の拡充

は、低所得者に対する保険料の軽減措置に係る所

得判定基準の見直しについて、国民健康保険の中

で説明しました内容と同じですので、説明は省略

させていただきます。 

 ３、平成２８、２９年度保険料率算定について

の考え方でございますが、（１）軽減特例の見直

しについて。現在の軽減特例については、平成

２８年度までとし、平成２９年度からは原則本則

に戻すこととしておりますが、激減緩和対策措置

の具体的な見直し内容が未定であり、今後検討さ

れることとしております。内容等がわかりました

場合には、また委員会のほうで報告させていただ

きたいと考えております。 

 （２）保険給付費の伸び率につきましては、こ

れまでの実績に診療報酬の改定率及び消費税の引

き上げ等を加味し、それぞれの年度の伸び率とな

っております。 

 （３）余剰金の活用、（４）財政安定化基金の

活用、（５）被保険者の推計については記載のと

おりでございますが、余剰金や基金を活用し、保

険料の上昇を抑えた形になっております。 

 ４、保険料引き上げとなった要因については、

先ほど申し上げたとおりでございます。 

 以上で、後期高齢者医療事業特別会計について

説明を終わります。よろしく御審査賜りますよう

お願い申し上げます。 

○委員長（永山伸一）ただいま説明がありまし

たが、これより質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（上野一誠）これは、私も県の総会の広

域連合の委員でありますもので、十分議論をして

きて内容はよくわかっております。 

 一応、予定保険料の収納率ということからする

と、平成２８年度は消費税率のアップ影響を加味

して、平成２８年度は０.５、平成２９年度は

２.４の伸びとしたという形になっていますので、

この激減緩和措置というのは、ちょっと流れが少

し僕はあまりつかめてないんだけど、どういう形

で実際は示されていくのか、見直しがまだ現時点

では未定となっているんだけど、その動向という

のはどういう形でなっているのか、少し教えてく

れませんか。 

○主幹兼高齢者医療グループ長（山元 茂）

そもそも激減緩和措置といいますのは、後期高齢

者医療の法の中では、本来、軽減は２割、５割、

７割という本則でございます。その中で、制度移

行のときに、御本人または扶養者の方が国保から

移行した場合に、今の２割、５割、７割の軽減以

上に負担をさせないように、８.５割、９割という

時限法がそこで出されたわけですけれども、それ

が単年度でずっと続いてきているものが激減緩和

措置の内容となっております。 

 そこには一つの例で９割軽減というのが入って

いるのですけれども、動向につきましては、答え

に多分ならないと思いますけれども、今、上野委

員が言われたとおり、広域連合で言われた中身と

特に変わりはないんですけれども、今現在、平成

２８年度については、これまでの軽減措置を継続

する。平成２９年については、詳細についてはま

だ決まっていないという答え以上はお答えできな

い状態にございますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（永山伸一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 委員外議員から質疑はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 では、これより討論採決を行います。 

討論はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）御異議ないと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

認めることに決定しました。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（永山伸一）次に、所管事務調査を行

います。説明がありますか。 

○保険年金課長（西田光寛）所管事務につきま

しては、４２ページに、定期で報告させていただ

いております国保と後期高齢者医療の短期被保険

者証と資格証明書の交付状況を記載してあります

のでお目通しいただければと思います。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（永山伸一）ただいま説明がありまし

たけれども、これを含めて所管事務全般について

質疑に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 以上で、保険年金課の審査を終わります。御苦

労さまでした。 

 ここで休憩します。再会はおおむね１５時

１０分とします。 

          ～～～～～～～～～ 

          午後２時５４分休憩 

          ～～～～～～～～～ 

          午後３時１０分開議 

          ～～～～～～～～～ 

○委員長（永山伸一）それでは、休憩前に引き

続き会議を開きます。 

────────────── 

△高齢・介護福祉課の審査 

○委員長（永山伸一）次に、高齢・介護福祉課

の審査に入ります。 

────────────── 

△審査日程の順序変更ついて 

○委員長（永山伸一）ここで皆様方にお諮りい

たします。 

 審査日程についてですが、当初、請願第１号の

審査は、課の最後のところで予定していたんです

けれども、紹介議員の御都合により、最初にして

いただきたいという申し出がございましたが、そ

れでよろしいでしょうか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）それでは、そのようにい

たします。 

［紹介議員着席］ 

────────────── 

△請願第１号 薩摩川内市高齢者団体活動

支援要綱等に基づく施設等の使用料減免の

在り方に関する請願書 

○委員長（永山伸一）では、まず、請願第１号

薩摩川内市高齢者団体活動支援要綱等に基づく施

設等の使用料減免の在り方に関する請願書を議題

といたします。 

 請願文書表については、配付してありましたの

で、朗読を省略いたします。（巻末に請願文書表

を添付） 

 それでは、紹介議員に出席いただいております

ので、佃議員に説明を求めます。 

○議員（佃 昌樹）改めてこんにちは。委員の

方には、長時間御苦労さんです。請願を出しまし

たので、よろしく審査方、お願いをいたしたいと

思います。 

 それでは、座って説明します。 

 その前に、一応、資料として、薩摩川内市の高

齢者団体活動支援要綱を皆さんにお配りしたいと

思います。 

○委員長（永山伸一）では、書記のほうで配付

いたします。よろしいでしょうか。皆さん方。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）では、資料を書記のほう

で配付いたします。 

［資料配付］ 

○議員（佃 昌樹）今、配られた要綱について、

ちょっとだけ説明をしたいと思いますが、平成

２２年に一応、高齢者団体に対する支援というこ

とで請願をいたしました。その結果として、平成

２４年３月１日告示第１０７号として支援要綱が

でき上がったところであります。 
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 その支援要綱の中身としては、ほぼ、第２条の

（１）、（２）が中心になってくると思いますが、

（１）が「薩摩川内市高齢者クラブ連合会及び薩

摩川内市高齢者クラブ連合会に加盟している単位

高齢者クラブ」、（２）「市内に住所を有する会

員の数が１０名以上かつ総会員数における市内に

住所を有する６０歳以上の者の占める割合がおお

むね４分の３以上であり、高齢者の健康増進及び

介護予防に資する活動を行っている任意の団体」。

したがって、高齢者団体は、ただいまこの二つと

いうことになります。 

 この二つの中で、活動の支援として第３条があ

って、第３条は「市は、認定を受けた高齢者団体

からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を

行うなど、認定団体に対し、その活動が活発に行

われるような必要な支援に努めるものとする」。

これが大まかの支援要綱ということで、現実はい

ろいろな施設があります。この施設は、この要綱

に沿って規則として使用料が決められていると、

こういうことになります。 

 したがって、施設全体のそれぞれの施設の希望

を出すとなると、大変な量になりますので、一応

この支援要綱の見直しができれば、おのずと規則

が変わっていくというそういった形になろうかと

思います。 

 そういったことで、この高齢者の活動支援要綱

を皆さんに提示をいたしました。もとが変わらな

ければ、何も変わらないということになりますか

ら、そのように御理解を願いたいと思います。 

 それから、具体的な請願第１号についてですが、

内容と、それから私どもの主張と、一緒にもうお

話を申し上げたいと思います。 

 第一として、今、これを出している社交ダンス

サークルの「リンク川内」。これは、高齢者の健

康増進、維持、医療費・介護費のお世話にならな

いということで始めたことでありまして、１５年

間のボランティア活動をやっております。年末に

は、薩摩川内市を初めとしたクリスマス社交ダン

スパーティということを、ホテルオートリでやっ

たりもしております。 

 それから２番目ですが、提案公募型の補助金と

いうのが四、五年前にありました。この四、五年

前に提案公募型の補助金を５０万円ずつ、２カ年

間、このサークルはもらっていました。運営につ

いては、その５０万円で会場費が足りたわけです。

そのときに、会員が８０名、９０名、１００名と

いう会員に膨れ上がっていたんです。それが２年

して、結局、補助金がなくなって会員からの徴収

を始めました。そしたら会員が減ってきて、現在

３０名なんです。そういった実態があると。つま

り、私も年金生活者ですが、年金の目減りが非常

に大きいです。それをつくづく感じているだろう

と思います。 

 それから３番目は、何とか経費を安くあげるた

めにということで、高齢者クラブ連合会へ受け入

れてくれないかと。つまり高齢者クラブ連合会の

一員となれば、全面的に会費が、使用料がなくな

るということで相談をされたそうですが、残念な

がら役員会で否決をされたと、こういう経緯もあ

るみたいです。 

 それから４番目ですが、高齢者クラブ連合会加

入者と、それから任意団体との差別化、これは、

一定程度差別化があるのは理解はしますというこ

とでありますが、かといって、全額免除と３割減

免の差というのは、やっぱり大きいなというふう

に感じていらっしゃるみたいです。 

 それから５番目ですが、年金者が多いため、活

動の先細りがだんだん進んできていると、こうい

ったこともうかがわれるということであります。 

 ちなみに、参考までとして、高齢者クラブ連合

会に加入している方、高齢者クラブ連合会員は、

全体の６０歳以上が３万６,１０８人に対して、

６,７７８人、率にして１８.８％。そして任意団

体、高齢者クラブに入っていない－例えば自治

会の高齢者クラブに入っていない、そういった

方々３ ,６１８人の中で、任意団体加入者は

１,９１０人、つまり５.３％です。 

 この５.３％の人が、今回は、このサークルの名

前で出してありますけど、絵画にしろ、美術にし

ろ、焼き物にしろ、それから音楽にしろ、いろん

な団体の方々が活動をされていると。その際の負

担が３割減免で７割負担ということになっている

ということで、できるだけ安いほうが、高齢者に

とっては活動しやすいんじゃないかなということ

で、今回この請願を出した理由であります。 

 それぞれ予算も限られた中ではありますが、何

とかしていかないと、介護費が約１００億円、そ

れから医療費が１４０億円、大体両方のいろんな
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ものを合わすと２５０億円ぐらいこれがかかって

いるので、できるだけ高齢者は、健康でぴんぴん

やってころっといけるようなシステムづくりを、

私たちの議会のほうとしても考えにゃいかんのじ

ゃないかな。行政もそういったことに意を用いる

べきではないかなというふうに感じております。 

 そういった意味で、ぜひよろしく審査をしてい

ただきたいと思います。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（永山伸一）ありがとうございます。 

 では、ここで、当局からは、補足説明等はござ

いませんか。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）今、佃議員

のほうから若干説明がございましたけれども、

３番目のところで、市高連のほうに御相談に行か

れて、理事会等で否決されたという話がありまし

たけれども、これは、相談があって否決したので

はなくて、「高齢者クラブ連合会は、地域を主体

とした活動です。ここのサークルさんについては、

いろんな地域の方が集まっていらっしゃいますよ

ね」というその辺の話をしたら、もうその後、相

談がなかったということで、うちのほうは聞いて

おりますので、よろしくお願いをしたいと思いま

す。否決した形ではなっておりませんので、よろ

しくお願いいたします。 

○委員長（永山伸一）わかりました。一部訂正

があったようです。 

 それでは、これより質疑に入りたいと思います。

紹介議員に対しての質疑等がございましたら、お

願いいたします。 

○委員（上野一誠）参考人は、御苦労さまです。 

 今、お話の中に、高齢者クラブ等、任意団体に

対する取り扱いというのが、一方では、差別化、

不公平ではないかという御意見ですが、問題提起

はしていらっしゃるというふうには思います。 

 というのは、「リンク川内」だけではなくて、

こういう任意団体に対する捉え方というのを、や

はり高齢者クラブだけではなくて、もう少しそう

いう意味では、配慮をする必要があるんじゃない

かということではあるんですが。一応、規約上等

を含めたときに、今おっしゃるような趣旨をでき

るとするならば、この条項的に、今この要綱があ

りますよね。これは、市のほうも含めてです。条

項をどう変えれば、これに対応できるのかと。 

もしやるとしたときに、今この３０％という実

績が、具体的にどのぐらい、活動の実績というも

のが、全体の市全体として上がってきているもの

か、その辺をまず教えてくれませんか。参考人で

答えられれば。 

 だから、この条項を変えてもらえれば、それに

対応できるというふうな御認識も含めての御要望

として理解していいか。あるいは、「リンク川

内」だけではなくて、全体的なそういう任意団体

に向けても配慮してくれという理解にしていいか。 

○委員長（永山伸一）なかなかそこは、難しい

ところですけどね。課長のほうでありますか。お

願いします。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）この対象施

設が、市の対象が１０課、１２３施設ほどに及ん

でおります。その施設それぞれが減免規定等を設

けております。 

 それでそれぞれの条例に基づいて減免という形

ではなくて、その条例に基づく「市長が特に認め

たもの」という部分で減免をしていて、この要綱

に基づいたものを対象とするということにしてお

ります。 

 全部の回答をいただいていないものですから、

なかなかわからないところがあるんですけれども、

高齢者クラブ連合会が使用している施設について

は、そのうち６０施設ほどで、年間で１,４００件

ほどでございます。 

 任意団体が使用している施設が－その全部の

回答が来ていないので定かではございませんが、

回答をいただいた中では２７施設、３,３６９件の

－これは平成２６年度の実績でございます、使

用をしていただいているところであります。 

 この紙を見ていただくとわかりますとおり、そ

この要綱でも、３割減免とか、１０割減免という

形ではうたってなくて、それぞれの施設条例に基

づきます「市長が特に認めたもの」の中で、範囲

の中で減免をしていただいているという形になっ

ております。 

 以上でございます。 

○委員長（永山伸一）運用でやっていますよね。 

○委員（上野一誠）先ほど課長の答弁の中で、

高齢者クラブの加入について、この「リンク川

内」が御相談した背景を、若干訂正をされたんで

すけれども、仮にそういう行動を再度起こされて
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いくというのは、また加入的にできるんでしょう

か、高齢者クラブの。議論はあるとして。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）市の高齢者

クラブ連合会のほうに加入をしていただくという

のは、可能でありますが。高齢者クラブ連合会の

ほうで説明しましたとおり、各地域での高齢者ク

ラブ連合会は、各地域での活動を主としていると

いう形でなっていて、それぞれの地域において、

子どもたちの見守りを朝晩やっていただいたりと

か、されているようでございます。 

 その辺の趣旨を説明しましたところ、こちらの

今度請願を出されたこの「リンク川内」さんにつ

いては、さまざまな地域の方々が登録をされてい

るので、ちょっと趣旨に合わないよなということ

で手をおろされたということで聞いております。 

 以上です。 

○委員（上野一誠）わかりました。 

○委員長（永山伸一）また補足があれば、どう

ぞ。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）それで、高

齢者クラブの対応といたしましては、市高連のほ

う等は、代表者の方の地区等でクラブを設立され

て、名前を登録されて、そちらの地区との活動も

一緒にされていただければ可能であるということ

で聞いております。 

○委員（上野一誠）紹介議員には、そういう形

が今あられるようですけれども、再度そのことを、

また御検討をいただくというふうなあれはなかと

でしょうか。 

○議員（佃 昌樹）例えば自治会加入、自治会

加入の問題については、やはり自治会加入を勧め

るんですが、どうしたって加入者がいないと。だ

からといって、じゃあ市のいろんな施策について

差別化を図るのかといったら、そこはないわけで

あります。 

 今度は、高齢者の方々が、地域の高齢者クラブ

に加入するといっても、いろいろ人間関係があっ

たり、またはその活動に対しての意見の衝突があ

ったり、そういったことで入らない人もいらっし

ゃいます。実は、私も高齢者ですが、入っていま

せん。別に今のところ、そこまで考えていないと

いうのが実態なんですね。 

 恐らく入っていない人が、もう、そがわし２万

人以上入っていない人がいるわけですが。今後、

そういった方々が、いろんな形の中で、どういう

ふうにして自分たちの高齢者の健康を維持するの

か、極めて今後大きな問題になってくる可能性が

あるなというふうには思います。 

 ともかく、今回の請願については、一番下のほ

うには、高齢者団体の施設利用料を、今よりも減

免率の緩和に向けて検討をしてもらいたいという

ことで、幾らにせよということではありません。

緩和に向けて検討していただいて方向性を出して

いただければというふうに、具体的なものが出れ

ば一番いいんでしょうけれども、そういったこと

で要望をしておりますので、御理解をいただきた

いと思います。 

 以上です。 

○委員長（永山伸一）ほかに。 

○委員（福田俊一郎）高齢者クラブをつくるの

も、いろいろと条件があって、地域の高齢者クラ

ブの立ち上げも大変なんですね。わずか１０名で

さえも大変だということで、いろんな制限があっ

たり、いろんな条件がついたりする。 

 今、紹介議員の話を聞きますと、やはり「リン

ク川内」は、これまで健康に資するようなそうい

うことを、ずっと事業を長年やってきているよう

でありますし、その高齢者クラブに所属しなくて

も、実績のある団体については、先ほど課長が言

われたように、施設使用料の減免等については、

市長の裁量ということですので、その辺で検討し

ていただければ円滑にいくんじゃないかなという

ふうに思いますので、検討中ということですので、

そういう理解でいいんではないかなと思ったとこ

ろです。 

○委員長（永山伸一）ほかに御意見ございませ

んか。 

○委員（橋口博文）課長がさきに言われた、そ

の高齢者クラブが今きちんとできているんですよ

ね。今ここに書いてある高齢者クラブ連合会とい

うものが。そこができているのに、例えてみたと

きにですよ、前、婦人会が二つあって、団体があ

って、予算の関係で相当もめたときがあったです、

議会の中で。 

 そういうことやらを考えたりしたとき、この今

の請願を出された方々が、できればそこの地域の

老人会に加入をしていただいて、円満に薩摩川内

市の会が進むようにしたほうが。そうしなければ、
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今度はこれを認めたときに、この団体がたくさん

こういうのができてきたとき、私は大変なことに

なってきやせんかなというふうに思うわけですよ

ね。 

 まあ反対じゃないのですけれども、そういうこ

とを考えたときに、今後のこともやっぱり考えた

高齢者クラブの連合会を中心とした、そしてみん

なが元気で頑張っていただくということをやって

いたほうが、よかせんかなというふうに私は考え

るところです。 

○委員長（永山伸一）ほかに紹介議員に対する

質疑はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）それでは、質疑は尽きた

と認めます。 

 紹介議員に対する質疑は、これで終了します。 

 佃議員には、本委員会に出席していただきまし

て、ありがとうございました。どうも御苦労さま

でした。委員外議員は、いいですね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）ごめんなさい。済みませ

ん。 

［紹介議員退席］ 

○委員長（永山伸一）それでは、質疑を終了し、

討論採決に入りたいと思いますが、継続審査にと

いう御意見ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）継続審査の声はありませ

んので、これより討論採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本請願は、趣旨を了とし、採択すべきものと認

めることに御異議…… 

○委員（上野一誠）一応採決に入っていますけ

ど、捉え方としては、高齢者に対する配慮をして

くれということなんですよね。普通の若い人たち

のサークルとかそういう捉え方じゃなくて、同じ

高齢者が、高齢者クラブにはこうして、これには

こうじゃないかということであるので、この使用

料については幾らにせえということではなくて、

当局としてもこのことの判断においては、可能と

いうふうに認識しておいていいのかな。市長の一

応判断にもよるんでしょうけど。 

○委員長（永山伸一）何とも言えないやろうね。 

○委員（上野一誠）一応やっぱり配慮してくれ

という一つの趣旨の判断だから。 

○委員長（永山伸一）そうなんです。 

○委員（上野一誠）うん。もうそこを大きく包

めば。 

○委員長（永山伸一）要は、使用料の問題です

から、ここではないんです。 

○委員（上野一誠）そういう捉え方をすれば。 

○委員長（永山伸一）ここは、請願の趣旨を了

とするか、しないかの判断でよろしいかと思いま

す。 

○委員（上野一誠）うん、そうだな。 

○市民福祉部長（春田修一）私どもも、この部

分について、ちょっと時系列的に調べさせてもら

ったところですが、先ほど、佃議員がおっしゃっ

たように、平成２２年に請願が出されて、採択さ

れて、その後、３回の執行会議を経ながら、

１０割、３割という形でしたようです。 

 その中で、減免の中では、３割がどうなのかと

いうような論議もされたというふうに聞いており

まして、減免の影響、あるいは、ふさわしい減免

割合を今後判断する必要があるというようなこと

で、３割というような結論を出したというような

議事がございます。 

 今回の請願の趣旨であるように、心情とかそう

いう部分で、差別がされることはおかしいんじゃ

ないのというような部分は、私どもも理解すると

ころでございますが。一方、高齢者クラブの加入

というのが、総合計画の中でも、高齢者クラブの

加入を促進しましょうというふうな形で、第一次

でも、第二次でも、うたっているところでござい

まして、そこについては、やっぱり若干の差はつ

けざるを得ないだろうと思っております。 

 それと、もう一方、違った視点からすると、私

どもは、介護予防ボランティア事業という形で、

自治会の活動とか、地区コミの活動とか、そうい

う部分に参加したり、あるいはお手伝いをしてい

ただく方にポイントを差し上げるということで、

そこは会員に、会員とかそういう部分、サークル

とかいうのは、なしにしております。 

 この方が、平成２７年度で、現在９,０００人を

超える方が登録をいただいているというようなこ
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とで、老人クラブが６,０００幾ら、この団体が、

今登録しているだけで７４団体ございますので、

そこを合わせた部分が登録をされている、ボラン

ティアには登録されている部分かなと思っている

ところでございますので。一方では公平性という

か、そういう自治会活動とかそういう部分でも、

行政としては支援を行っているという部分もござ

いますので、そのあたりも、結論にはならないん

ですけれども、そのあたりの状況もあるというこ

とを、今までの経緯とそういうボランティアとい

う形で自治会活動に対しての支援という部分も、

逆にしているということも参考にしていただけれ

ばありがたいというふうには考えております。 

 以上です。 

○委員長（永山伸一）再度いきます。 

 これより討論採決を再度行います。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本請願の趣旨を了とし、採択すべきものと認め

ることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）御異議なしと認めます。 

よって本請願は採択すべきものと決定しました。 

────────────── 

△議案第４９号 薩摩川内市高齢者福祉施

設条例の一部を改正する条例の制定について 

○委員長（永山伸一）次に、議案第４９号薩摩

川内市高齢者福祉施設条例の一部を改正する条例

の制定についてを議題とします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）それでは、

議案第４９号薩摩川内市高齢者福祉施設条例の一

部を改正する条例の制定について、御説明申し上

げます。 

 議案つづりその２の４９－１ページをお開きく

ださい。 

 提案理由につきましては、省略をさせていただ

きます。 

 議会資料で説明をいたしますので、議会資料の

６ページをお開きください。上甑高齢者ふれあい

センターの廃止についてであります。 

 １の施設概要でございますけれども、上甑町瀬

上８８７番地８２、平成５年に建築された鉄筋コ

ンクリート造平屋建て、５２.９９平方メートルの

建物であります。場所につきましては、７ページ

の位置図を御参照いただきたいと思います。 

 ２、経緯及びスケジュールでございますけれど

も、高齢者のレクリエーション、生きがいづくり

などの相互親睦の場として設置された施設であり

ますけれども、利用がなく、公有財産利活用基本

方針に基づく財産仕分けにおいて、処分財産とさ

れた建物で、これまで地元の方々と協議を重ねた

結果、理解をいただいたことから、当該施設を廃

止するものでございます。 

 スケジュールにつきましては、記載のとおり平

成２８年４月１日で廃止予定でございます。 

 なお、廃止後につきましては、地元のほうでも

利用しないかということでお話をさせていただい

たんですけれども、地元も活用はしないというこ

とでございましたので、解体を計画をしていると

ころでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（永山伸一）ただいま、当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 委員外議員による質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 これより討論採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）御異議ないと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第５０号 薩摩川内市介護保険条例

の一部を改正する条例の制定について 

○委員長（永山伸一）次に、議案第５０号薩摩
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川内市介護保険条例の一部を改正する条例の制定

についてを議題とします。 

 補足説明を求めます。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）それでは、

議案第５０号薩摩川内市介護保険条例の一部を改

正する条例の制定について、御説明申し上げます。 

 議案つづりその２の５０－１ページをお開きく

ださい。 

 提案理由につきましては、省略をさせていただ

きます。 

 内容につきましては、議会資料で説明をいたし

ますので、議会資料の８ページをお開きください。 

 １、提案の理由でございますが、これまで介護

認定審査会の委員の任期につきましては、２年と

なっておりましたけれども、介護保険法施行令の

改正によりまして、２年を超え、３年以下の期間

で、市町村条例で定めることができるとなりまし

た。 

 よって、今回の条例改正は、委員の任期を３年

とする条文を追加するものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（永山伸一）ただいま説明がありまし

たけれども、これより質疑に入ります。質疑はご

ざいませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 これより討論採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）御異議ないと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第５１号 薩摩川内市指定地域密着

型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する

条例の制定について 

○委員長（永山伸一）次に、議案第５１号薩摩

川内市指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例の制定についてを議題とします。 

 補足説明を求めます。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）それでは、

議案第５１号薩摩川内市指定地域密着型サービス

の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例の制定について、御

説明申し上げます。 

 議案つづりその２の５１－１ページでございま

す。 

 提案理由につきましては、省略をさせていただ

きます。 

 内容につきましては、議会資料の９ページをお

開きいただきたいと思います。 

 ２の条例改正の概要をごらんいただきたいと思

います。 

 左側が現行、右側が見直し後でございます。 

 これまで、小規模型及び療養型の通所介護につ

きましては、県の指定でございましたけれども、

本年４月から、利用定員１８人以下の小規模型通

所介護と療養型通所介護が、地域密着型サービス、

市の指定に移行することに伴い、条例改正をする

ものでございます。 

 小規模型のうち、県の指定のまま残る事業所が

２０事業所、地域密着型に移行するのが１１事業

所の予定でございます。療養型は、鹿児島市、出

水市、伊佐市のみで、本市にはございません。 

 今回の改正に伴い、議会資料の下の米印にあり

ますように、市において事業所の指定、監督や運

営推進会議への参加など、新たな事務が追加され

ることになります。 

 以上で、議案第５１号の説明を終わります。よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（永山伸一）説明がありましたが、こ

れより質疑に入ります。御質疑ございませんか。 

○委員（上野一誠）今のこれによって、介護

３カ年計画のそれには、全く影響はないか。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）保険料等、

特に影響はございません。今までどおりでござい

ます。 
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○委員（福田俊一郎）ちなみに、この３００人

を超える大規模は、何施設ぐらい、何カ所ぐらい

あるんでしょうか。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）２０事業所、

県の指定のまま残るという形になりますので。 

［「２０」と呼ぶ者あり］ 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）はい。

３３事業所、今までありまして。そのうち、

２０が県のまま残ります。１１が市の指定になり

ます。２事業所については、今のところ廃止予定

ということで、県の調査では聞いております。 

 以上でございます。 

○委員長（永山伸一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員からの質疑はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 これより討論採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）御異議ないと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第５２号 薩摩川内市指定地域密着

型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サー

ビスに係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例の制定について 

○委員長（永山伸一）次に、議案第５２号薩摩

川内市指定地域密着型介護予防サービスの事業の

人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予

防サービスに係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例の制定についてを議題とします。 

 補足説明をお願いします。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）それでは、

議案第５２号薩摩川内市指定地域密着型介護予防

サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定

地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例の制定について、御説明

をさせていただきます。 

 議案つづりその２の５２－１ページでございま

す。 

 提案理由につきましては、省略をさせていただ

きます。 

 内容につきましては、議会資料の１０ページを

お開きいただきたいと思います。 

 ２の条例改正の概要をごらんいただきたいと思

いますが、今回の改正については、二つでありま

す。 

 まず、介護予防認知症対応型通所介護事業所に

ついて、運営推進会議を設置することが義務づけ

られたものでございます。 

 そしてもう一つは、当該事業所と同一建物に居

住する利用者以外の者に対しても、サービスの提

供を行うように努めなければならないという努力

義務が規定をされた、この二つでございます。 

 以上が、議案第５２号の改正でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（永山伸一）ただいま補足説明があり

ましたけれども、これより質疑に入ります。御質

疑はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 委員外議員から質疑はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 これより討論採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）御異議ないと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 
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△議案第６１号 平成２７年度薩摩川内市

一般会計補正予算 

○委員長（永山伸一）次に、審査を一時中止し

ておりました議案第６１号平成２７年度薩摩川内

市一般会計補正予算を議題といたします。 

 補足説明を求めます。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）それでは、

議案第６１号平成２７年度薩摩川内市一般会計補

正予算の高齢・介護福祉課分について、御説明申

し上げます。 

 提案理由につきましては、省略をさせていただ

きます。 

 まず、歳出から説明いたします。 

 予算に関する説明書の１８ページをお開きくだ

さい。 

 ３款２項老人福祉費の１目老人福祉総務費から、

５目特別養護老人ホーム費の増額補正につきまし

ては、人事院勧告に伴います増額分でございます。 

 続きまして、歳入について説明をさせていただ

きます。９ページをお開きください。 

 ２１款５項４目雑入につきましては、社会福祉

協議会へ派遣している職員の人勧分に伴います増

額分を、社会福祉協議会から受け入れるものでご

ざいます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（永山伸一）ただいま説明がありまし

たけれども、これより質疑に入ります。質疑はご

ざいませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員からの質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 ここで、本案の審査を一時中止します。 

────────────── 

△議案第６８号 平成２７年度薩摩川内市

介護保険事業特別会計補正予算 

○委員長（永山伸一）次に、議案第６８号平成

２７年度薩摩川内市介護保険事業特別会計補正予

算を議題とします。 

 補足説明をお願いします。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）それでは、

議案第６８号平成２７年度薩摩川内市介護保険事

業特別会計補正予算について御説明申し上げます。 

 提案理由につきましては、省略をさせていただ

きます。 

 歳出から説明をいたします。予算に関する説明

書の１１６ページをお開きください。 

 ３款２項１目介護予防ケアマネジメント事業費

の増額補正につきましては、人勧に伴います増額

でございます。 

 続きまして、歳入についてでございます。

１１２ページをお開きください。 

 １款１項１目第一号被保険者保険料から、

１１５ページの９款１項１目一般会計繰入金の増

額につきましても、同様、人事院勧告に伴います

増額分でございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（永山伸一）ただいま説明がありまし

たけれども、これより質疑に入ります。御質疑は

ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 委員外議員から質疑はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 これより討論採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）御異議ないと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第７０号 平成２８年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（永山伸一）次に、審査を一時中止し

ておりました議案第７０号平成２８年度薩摩川内

市一般会計予算を議題とします。 

 まず、部長に概要説明を求めます。 

○市民福祉部長（春田修一）それでは、当初予

算の概要で説明させていただきたいと思います。 



- 49 - 

 

 ページは５９ページからになります。 

 ５９ページ中段からが、高齢・介護福祉課の事

業でございますが、まず権利擁護センター事業で

ございますが、これにつきましては、本年度から

社協が法定後見人という形で動きを始めておりま

して、現在、家庭裁判所から１件の、法人後見と

いう形で指定を受けたところでございまして、今

後、これらの事業が、より充実するように支援す

るものでございます。 

 次に、６０ページの中ほどでございますが、老

人福祉施設管理事務事業としまして、主な事業と

しまして、先ほど、入来高齢者センターと上甑高

齢者ふれあいセンターの部分でございますが、こ

の部分の解体工事を、廃止に伴いまして計上させ

ていただいたところでございます。 

 あけていただきまして、６２ページでございま

すが、６２ページの中ほど、老人措置費４億

４,７４４万４,０００円計上させていただいてお

りますが、これは市内の養護老人ホーム、あるい

は市外の養護老人ホームに入所されてる方、

２３１名の方に関する措置費を計上させていただ

いたところでございます。 

 あけていただきまして、６４ページの上段でご

ざいます。地域介護基盤整備事業、この中では、

本年度は認知症の介護、認知症高齢者グループ

ホームの１ユニット分、それと介護療養型医療施

設の転換、この部分を４床分を計上させていただ

いておりまして、金額としましては４,２０６万

９,０００円を計上させていただいたところです。 

 それと最下段でございますが、特別養護老人

ホーム維持補修事業としまして、鹿島園の空調設

備工事を老朽化に伴います改修でございまして、

２,１０１万７,０００円を計上させていただいた

ところでございます。そのほか鹿島園の洗濯機、

乾燥機の購入も、今回新たに計上させていただき

ました。 

 あけていただきまして、６５ページの中ほどで

ございます。介護保険給付費等事業、この事業以

下６９ページまでは、介護保険特別事業、介護保

険事業特別会計に係る事業となっております。介

護保険事業特別会計では、総額が１０７億

１５７万円と、前年度に比べまして８,３９１万円

の増としているところでございます。 

 介護特会の中に計上いたしております主な事業

でございますが、６６ページの最下段をごらんい

ただきたいと思います。在宅医療・介護連携推進

事業におきましては、本年度につきましては、川

内市医師会の在宅医療支援センターへの運営補助

を出しておりましたが、薩摩郡医師会においても、

準備が整ったというようなこと等もございまして、

今回、薩摩郡医師会の在宅医療支援センターへの

運営委託という部分も計上させていただいたとこ

ろでございます。 

 あけていただきまして、６７ページでございま

すが、認知症の初期集中支援推進事業につきまし

ては、認知症の初期集中支援チームを配置しなが

ら、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築

するという形で８４２万３,０００円を計上させて

いただいております。 

 ６８ページの上段でございます。認知症地域支

援・ケア向上事業というようなことで、これにつ

きましても認知症の関係でございますが、認知症

につきましては、認定者の中の１３.９％、それと

先ほどからしております認知症初期集中支援チー

ムが介在しております部分を含めますと、ＤＡＳ

Ｃが３１点以上は初期集中支援チームがかかわっ

ておりますが、それらが約５.５％程度ございます

ので、約５人に一人が認知症あるいは認知症の疑

いのあるというようなこと等でございまして。本

年度は丸の三つ目、認知症カフェ事業、この部分

についても募集をかけながら、できるだけ多くの

地域の中で取り組んでいただくように拡充をした

ところでございます。 

 次の介護予防・生活支援の訪問型と通所型、こ

れにつきましては要支援１・２の受け皿というこ

とで、平成２８年４月、本年の４月から介護認定

を受けて要支援１・２になられた方の受け皿とい

うような形で計上させていただいているところで

ございます。 

 あけていただきまして、６９ページの中ほどで

ございます。これにつきましても、丸の二つ目で

ございますが、認知力アップ教室というようなこ

と等で、ＭＩＣということが今叫ばれております。

認知症に認定する前の軽度な方でございますが、

軽度なところから介入することによって、認知症

の発症を抑えると。延ばすというようなこと等を

取り組みたいということで認知力アップ教室、そ

れと地域包括ケアの地域版ということで、介護予



- 50 - 

 

防コーディネート事業を今回新たに計上させてい

ただいております。 

 これは地域の実情に応じて、住民等に密接した

形でサービスができればというような思いがござ

いまして、これも地区コミを対象に手挙げをして

いただいて、実施したいというふうに考えてると

ころでございます。 

 以上が高齢・介護福祉課の予算の概要でござい

ますが、この後、予算の詳細につきましては、高

齢・介護福祉課長のほうで説明させていただきた

いと思います。 

○委員長（永山伸一）引き続き補足説明を願い

します。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）それでは、

一般会計の高齢・介護福祉課分について説明をさ

せていただきたいと思います。 

 まず、歳出から説明をさせていただきますので、

事業内容は予算調書により説明いたしますので、

予算調書の１４２ページをお開きいただきたいと

思います。 

 先ほど部長からもございましたけども、事項、

社会福祉管理運営費につきましては、市社会福祉

協議会権利擁護センターが実施をいたします成年

後見制度普及啓発事業、あと福祉サービス利用支

援事業、法人後見事業について、市で支援をする

ものでございます。 

 下の段をごらんください。事項、老人福祉管理

運営費につきましては、高齢者福祉事務に係る経

費で、一般職員７人分の給与費、共済費のほか、

敬老金等支給事業、高齢者クラブ連合会補助金な

どを計上しております。 

 １４３ページをごらんください。上の段でござ

います。事項、老人福祉施設管理費につきまして

は、高齢者福祉施設の電気、消防用設備、浄化槽

等の保守点検業務、管理代行委託など、施設の維

持管理に必要な経費のほか、上甑総合センターの

耐震診断及び入来高齢者福祉センターの解体工事

費などを計上しております。 

 下の段、事項、高齢者生活支援事業費につきま

しては、高齢者訪問給食サービス事業や高齢者世

話付住宅生活援助員派遣事業など、在宅の要援護

高齢者の生活支援を目的とした経費を計上してお

ります。 

 １４４ページをお開きください。上の段でござ

います。事項、在宅介護者支援事業につきまして

は、寝たきりの高齢者などを在宅で介護している

介護者などを支援するための経費を計上しており

ます。 

 下の段、事項、老人措置費につきましては、養

護老人ホーム入所者の措置経費を計上しておりま

す。 

 次に、１４５ページをごらんください。上の段、

事項、介護保険対策費につきましては、介護保険

事務事業に係る業務を行うための経費で、一般職

員１３人の給与費、共済費など介護保険事業運営

に必要な職員の人件費や介護保険事業特別会計へ

の繰出金などを計上しております。 

 下の段をごらんください。事項、地域介護基盤

整備事業費につきましては、地域密着型サービス

の施設整備に係る交付金、先ほど部長が説明した

ものを計上しているものでございます。 

 １４６ページをお開きください。事項、養護老

人ホーム管理費につきましては、養護老人ホーム

甑島敬老園の施設運営に係る経費で、一般職員

３人分の給与費、共済費のほか、管理代行委託料

などを計上しております。 

 次に、下の段をごらんください。事項、特別養

護老人ホーム管理費につきましては、特別養護老

人ホーム甑島敬老園に派遣しております一般職員

３人分の給与費、共済費のほか、特別養護老人

ホーム鹿島園の空調工事及び洗濯、乾燥機の購入

費を計上しております。 

 次に、１４７ページをごらんください。上の段

でございます。事項、介護認定審査費につきまし

ては、介護保険法の規定に基づく介護認定審査会

の審査判定業務及び要介護・要支援認定に係る業

務を行うための経費を計上するもので、介護認定

審査会１２合議体の委員６０人、介護認定訪問調

査業務嘱託員１６人の報酬等の人件費のほか、主

治医意見書作成手数料、要介護認定支援システム

保守料、リース料等を計上しております。 

 下の段、事項、労働者福祉対策費につきまして

は、シルバー人材センターに対する補助金を計上

しております。 

 次に、歳入について御説明いたします。予算調

書の３４ページをお開きください。主なものにつ

いて御説明いたします。 

 １３款２項１目民生費負担金９ ,６２８万
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３,０００円の主なものは、老人福祉費負担金

９,４２０万円で、養護老人ホーム入所者及び扶養

義務者が収入に応じて負担するものでございます。 

 次に、１４款１項２目民生使用料３２１万

１,０００円の主なものは、ふれあいドーム使用料

３００万など施設使用料でございます。 

 次に、１５款１項１目民生費負担金１,３２５万

円は、低所得者の保険料軽減に伴います国の負担

分でございます。 

 次に、１６款１項１目民生費負担金６６２万

５,０００円は、同じく低所得者の保険料軽減に伴

います県の負担分でございます。 

 次に、１６款２項２目民生費補助金４,８６０万

３,０００円の主なものは、老人クラブ運営費補助

金６３８万４,０００円と地域介護基盤整備事業費

補助金４,２０６万９,０００円でございます。 

 次に、２１款３項１目貸付金元利収入１５０万

円は、特別養護老人ホーム整備資金貸付金収入で、

旧里村におきまして、社会福祉法人里福祉会が平

成１４年度に整備した特別養護老人ホーム寿里苑

の運営資金として貸し付けた３,０００万円の償還

金でございます。 

 ２１款５項４目雑入３,８２７万５,０００円の

主なものは、甑島敬老園運営のための社会福祉協

議会に派遣しております職員人件費に係る派遣協

定収入でございます。 

 新規、拡充、廃止等に関します資料につきまし

ては、本編資料の委員会資料２ページで掲載して

ございますけど、部長が説明したとおりでござい

ます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（永山伸一）ただいま当局の説明があ

りましたけれども、これより質疑に入ります。御

質疑願います。 

○委員（上野一誠）高齢者福祉センター解体後

の跡地活用は何を考えているの。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）今のところ、

まだ未定でございます。普通財産として財産活用

推進課で管理をしていただく形で考えております。 

○委員（上野一誠）何も考えてない。壊すだけ。 

○市民福祉部長（春田修一）今回取り壊しの経

費を入れましたのは、使わないんだったら、地域

の方からも取り壊しをしていただきたいというよ

うな要望があって、取り壊しをしたところでござ

いまして、跡地の利用につきましては、今後、地

域の意見も聞きながら検討していきたいというふ

うには考えております。現時点では何に使うんだ

ということまでは決めてないところでございます。 

○委員（上野一誠）今、そういう意見を言って

も答えが出ないのわかってて質問するんだけど。

せっかくの市の市有地なので、何か地域に還元で

きるような形をとっていただくような努力を。こ

こだけじゃないですよ。鹿島もあったし、いろい

ろあるから、そういうのは当然出てくるので、利

活用については十分御検討をしていただきたいと

御要望申し上げます。 

○委員長（永山伸一）要望であります。ほかに

ございませんか。 

○委員（福田俊一郎）シルバー人材センターの

事業補助金についてお尋ねしますけれども。人事

院勧告によって職員、あるいは特別職、そしてま

た今回は介護職の方々の賃金があがってきており

ますけれども。今度の平成２８年度の予算で、こ

の中には賃上げ分も入っているのかどうかをお尋

ねしたいと思います。そういった職員の分も入っ

てるんですかね、補助金の中には。補助金の説明

をしてください。 

○委員長（永山伸一）シルバー人材センターの

補助金の説明です。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）シルバー人

材センターの人件費分については、補助金として

は、人事院勧告分は見てない形になります。今年

度５０万円減額を、毎年、今しておりまして、平

成２８年度が最終の減額の年でしております。シ

ルバー人材センターにつきましても、事業収入を

ふやそうということで、今、鋭意努力はされてる

ところで、それの分の補助金でございます。 

○委員（福田俊一郎）事業補助金の中身につい

て示していただければと思うんですが。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）申しわけご

ざいません。今、手元に資料を持ってきておりま

せんので、後もって。 

○委員長（永山伸一）後ほど、資料でもって提

出してください。 

○委員（福田俊一郎）運営補助金ということで、

シルバー人材センターで働く方々の仕事について

は、今課長が言われたように、ふやしていこうと
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いう、そういうことを言われましたけれども。今

回は減額をされてるということで、むしろ運営の

支援にはなってないのかなというような感じがし

たところでしたが。そこで働く方々ももちろん仕

事をたくさん得て、あと賃金のほうもできれば上

げていただくような形で、平成２８年度に向けて、

働く意欲がさらに出るような環境づくり、あるい

は運営をしてもらえたらなというふうに思ったと

ころですが、いかがでしょうか。 

○委員長（永山伸一）春田部長のほうでお願い

します。 

○市民福祉部長（春田修一）先ほど運営補助金

の内訳はということでございました。これについ

ては詳しく、また資料をもって説明させていただ

きたいと思いますが。記憶の中にある中では、事

務局の職員に対する運営補助金という形で計上さ

せていただいてるというふうに考えております。 

 これにつきましては３年ほど前の補助金の適正

化と、そういう部分が、団体の補助金の検討とい

う部分がございまして。先ほど課長が言ったよう

に、３年間５０万ずつ削減をして、運営補助金を

削減したいというような形で協議を整えたところ

でございます。 

 これにつきましては、シルバー人材センターの

ほうも補助金を使って、国の補助金を使いながら、

地区コミとか、いろんなところにＰＲ、そういう

ことをしながら事業をより多く獲得するというよ

うな形で、事業の運営を考えるように今努力をさ

れてるところでございまして、会員数もふえてき

てるというふうに聞いているところでございます

ので。市としましても、この補助金については、

県内の中でも高いというふうに考えておりますの

で、あとはシルバー人材センターの中で努力をし

ていただいて、工賃アップとか、そういう部分に

つなげていただけるようにお願いをしていきたい

と思っております。 

 ただ非常に厳しい状況が出れば、その時点でま

た御相談があるだろうというふうに考えておりま

すので、現時点では、今３年前の方針に基づいて、

協議をした部分に基づいて進めていただければと

いうふうには考えてるところです。 

○委員（福田俊一郎）市民福祉委員会委員の

３班とシルバー人材センターと意見交換会をした

形で質問申し上げたところでした。今の春田部長

がそういうふうにおっしゃっていただけるんであ

れば、今後工賃を上げることやら、あとより仕事

がふえるようなことについては、大変心配もして

おられますので、ぜひ当局とも積極的にシルバー

人材センターで働かれる方々の環境、働く環境整

備等が向上するように、ぜひ一度、シルバー人材

センターとも協議をしていただければということ

で、意見で終わります。 

○委員長（永山伸一）意見、要望であります。

補助金の内訳については、またペーパーで後ほど

御報告のほう、委員会へ提出のほうお願いいたし

ます。 

 ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

○議員（持原秀行）在宅介護者支援事業という

ところで、寝たきり老人介護手当支給事業

７８０万円組んであるんですが、この内訳を教え

ていただきたいんですが。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）この寝たき

り老人介護手当支給事業につきましては、寝たき

り要介護４・５の方を６カ月間の間に３カ月以上、

御自宅で介護をされている方につきまして支給を

するものでございます。半年で６万円、８月と

２月に支給をしているということでございます。 

 前回、広報紙等でこれは広報しておりますし、

前回申請された方、前々回申請された方には、今

回も対象ではございませんかという形で、漏れが

ないような形で周知を図っているつもりでござい

ます。 

 以上でございます。 

［「人数」と呼ぶ者あり］ 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）人数につき

まして、平成２６年度でございますけれども、

８月期は５４件、２月期が６５件、年間で

１１９件、平成２６年度の実績でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（永山伸一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 ここで、本案の審査を一時中止します。 

────────────── 

△議案第８２号 平成２８年度薩摩川内市
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介護保険事業特別会計予算 

○委員長（永山伸一）次に、議案第８２号平成

２８年度薩摩川内市介護保険事業特別会計予算を

議題とします。 

 補足説明をお願いします。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）議案第

８２号平成２８年度薩摩川内市介護保険事業特別

会計予算について説明をさせていただきます。 

 予算に関する説明書は３９２ページから

４２９ページ、予算調書につきましては、

３４１ページから３７１ページになりますけれど

も、説明は市民福祉委員会資料の別冊２を使いま

して説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、歳出について説明させていただきます。

別冊２の４ページをお開きください。 

 １款１項１目居宅介護サービス費では、説明欄

に記載の各種居宅サービス給付費を計上をしてい

るところでございます。 

 次の同項２目施設介護サービス費では、介護保

険３施設と呼ばれます特別養護老人ホーム、老人

保健施設、介護療養型医療施設の施設介護サービ

スに係る給付費でございます。 

 次の同款３項１目審査支払手数料は、保険給付

費の審査支払事務に係る経費で、国保連合会に支

払うものでございます。 

 次に、同款４項４目高額介護サービス等費につ

きましては、介護サービスの利用者負担が高額と

なった場合に、利用者負担の軽減を図るものでご

ざいます。 

 次の同款５項７目特定入所者介護サービス等費

は、所得の低い要支援者、要介護者にとって、保

険給付費対象外となる食費及び居住費の負担が過

重とならないよう、また要介護認定の申請前に緊

急その他やむを得ない理由等により介護サービス

または介護予防サービスを受けた場合に補足給付

するものでございます。 

 次の同款６項１目介護予防サービス費は、要支

援１・２の認定にかかわります介護予防サービス

給付費等でございます。 

 次の同款７項３目高額医療合算介護サービス等

費は、前年８月から本年７月までの１年間におい

て、医療保険及び介護保険の自己負担の合計額が

著しく高額になった場合に利用者負担を軽減する

ものでございます。 

 次に、３款２項２目総合相談事業費は、介護相

談業務嘱託員１名の人件費のほか、地域包括支援

センターのブランチ機能を担う在宅介護支援セン

ター１２カ所への総合相談業務委託料が主なもの

でございます。 

 次の同項５目任意事業費は、介護サービス計画

点検業務嘱託員４人の人件費を初め、介護給付費

適正化事業に係る経費のほか、家族介護支援事業

に係る経費を計上しております。 

 ５ページをごらんください。次の同項７目包括

的支援事業一般管理費は、社会福祉協議会への地

域包括支援センター業務委託料及びそのシステム

経費等を計上しております。 

 次の同項８目在宅医療・介護連携推進事業費は、

先ほど部長のほうが説明しましたけれども、市医

師会及び薩摩郡医師会に委託する在宅医療・介護

連携推進事業に係る経費でございます。 

 次の同項９目生活支援体制整備事業費は、地域

包括ケア体制推進コーディネーター嘱託員１名の

人件費のほか、地域ケア会議推進事業に係る経費

でございます。 

 次の同項１０目認知症総合支援事業費は、介護

予防事業嘱託員３名及び認知症地域支援事業業務

嘱託員１名の人件費のほか、認知症カフェ業務の

委託料でございます。 

 次の同款３項１目介護予防・生活支援サービス

事業費は、総合事業訪問型及び通所型のみなし

サービスに係る経費でございます。 

 次の同項２目介護予防ケアマネジメント事業費

は、総合事業のケアプランに係る経費でございま

す。 

 次の同款４項１目一般介護予防事業費は、介護

予防地域支援業務嘱託員２名及び一般職員６名分

の人件費のほか、認知力アップ教室や地区コミュ

ニティ協議会にモデル的に実施してもらいます介

護予防コーディネート事業など介護予防事業に要

する経費でございます。 

 次の同款５項１目審査支払手数料は、国保連合

会への支払手数料でございます。 

 次の４款１項１目介護給付費準備基金積立金は、

介護給付費準備基金から生ずる利子相当分を計上

しております。 

 次の６款１項償還金及び還付加算金は、過年度

分の一号被保険者保険料の還付に要する経費や国
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庫支出金等の精算返納金を計上しております。 

 続きまして、歳入について説明させていただき

ますので、資料の３ページをお開きください。 

 １款保険料は、第一号被保険者の保険料に係る

分であります。平成２７年度賦課実績から推計し

計上をしております。 

 次の３款使用料及び手数料は、督促手数料でご

ざいます。 

 次の４款国庫支出金は、介護給付費に係る国の

法定負担分と調整交付金、地域支援事業に係りま

す国の交付金を計上しております。 

 次の５款支払基金交付金は、介護給付費及び地

域支援事業に係る二号被保険者の負担分として支

払基金から交付されるものでございます。 

 次の６款県支出金は、介護給付費に係る県の法

定負担分と地域支援事業に係ります交付金でござ

います。 

 次の７款財産収入は、介護給付費準備基金の利

子相当額でございます。 

 次の９款１項１目一般会計繰入金は、介護給付

費に係る市の法定分と地域支援事業に係ります介

護予防事業及び包括的支援事業・任意事業の市の

負担分でございます。 

 次の同款２項１目介護給付費準備基金繰入金は、

介護給付費に財源不足が見込まれるため、介護給

付費準備基金から繰り入れるものでございます。 

 次の１０款繰越金は、前年度繰越金でございま

す。 

 次の１２款諸収入の４項３目雑入で３９７万

３,０００円を計上しておりますが、これは外部委

託した地域包括支援センターが使用いたします地

域包括支援システムの使用料相当額を負担金とし

て徴収するものでございます。 

 次に、平成２８年度の新規事業について説明さ

せていただきますので、１ページをごらんいただ

きたいと思います。 

 部長のほうからも説明がございましたけれども、

１の高齢者介護予防コーディネート事業につきま

しては、１２月の委員会でも説明をさせていただ

きましたけれども、平成２８年度からは１５の地

区コミ協議会にモデル的に取り組んでいただき、

地域での見守りや支え合う体制づくりを構築して

いただきたいなと考えているところでございます。 

 ２ページをお開きください。継続事業ではござ

いますけども、２の認知力アップ教室についてで

ございます。 

 これにつきましても、昨年の９月の委員会で説

明をさせていただいた事業で、軽度認知障害、Ｍ

ＣＩの方々を対象に、運動や脳トレを行い、認知

機能の維持、向上を図るもので、今年度は昨年

９月から毎週木曜日に実施してまいりましたけれ

ども、平成２８年度は新たに１教室追加、増設す

るものであります。 

 資料はございませんけども、昨年９月から実施

してまいりました認知力アップ教室について若干

報告をさせていただきたいと思います。 

 この教室には男性３名、女性２６名、合計

２９名の方、平均年齢７３歳の方々に参加をいた

だいておりました。これまで半年間で２６回の教

室をしてまいりました。参加者につきましては、

始める前と開催当初と最近６カ月後の経過したと

きとで、簡単な認知力のテストと運動機能のテス

トを行ったところ、平均的に見まして改善が図ら

れてるようでございました。 

 しかし、まだ半年しか経過しておりませんので、

今後もこの教室を継続して事業の評価をしてまい

りたいなと考えているところでございます。 

 次に、３の認知症カフェ業務委託についてでご

ざいます。新オレンジプランに基づきます、認知

症の人とその家族への支援の一つで、認知症の人

やその家族など、誰もが気軽に集い、互いに交流

することができるお茶飲み場を委託するものでご

ざいます。平成２８年度は１０カ所ほど開設した

いなということで考えているところでございます。 

 以上で、平成２８年度介護保険事業特別会計予

算についての説明を終わります。よろしくお願い

いたします。 

○委員長（永山伸一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

○議員（井上勝博）確認をしたいんですけども、

医療介護総合確保推進法によって、幾つかいろい

ろ変わったところがあると思うんですが。所得が

１６０万円以上の人を対象にして、利用料が２割

に引き上がるということについては、本市の場合
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はどうなっているのかお尋ねしたいと思います。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）本市では

４％ぐらいの方が対象になるのかなと思っており

ます。２５０名程度になるんではないかと予測を

しているところでございます－２５７名の方が

対象になります。 

 以上です。 

○議員（井上勝博）ことしの８月からですから

ね。２割に引き上がるということで、今までの

サービス料が２倍になるということになるわけで、

特に施設利用などの高額のサービスを利用されて

る方などが倍になるということになるのかなと、

その辺が本当なのか。そんなになるなら大変なこ

とになるなと思うんですけども、そこら辺は本人

に対しては、どういうふうに通知とか、そういう

のはされてますか。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）主幹で対応

お願いします。 

○主幹（中俣賢一郎）ただいまの御質問ですけ

ども、確かに２割負担ということで負担はふえる

んですけれども、当然、介護保険のほうにも高額

介護サービス費がありますので、倍になったとし

ても３万７,２００円以上は一般の方は返ってきま

す。一定以上所得のある方については４万

４,４００円以上は返ってきますので、２割負担の

方が必ず倍になるということはありません。 

 以上です。 

○委員長（永山伸一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 これより討論採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）御異議ないと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（永山伸一）次に、所管事務調査を行

います。 

 補足説明ありますか。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）それでは、

高齢・介護福祉課の所管事務について御説明をさ

せていただきます。 

 市民福祉委員会資料本編の１５ページをお開き

ください。平成２６年１２月の委員会のほうで説

明をいたしましたけれども、再度説明をさせてい

ただきたいと思います。 

 １、総合事業への移行スケジュールということ

で、介護保険法の改正により、現在の地域支援事

業は総合事業へと移行し、平成２９年度から全自

治体で取り組むこととされておりますけれども、

本市におきましては、平成２８年度、今年度から

総合事業へ移行し、平成２９年度には完全実施と

いうスケジュールで事務を進めているところでご

ざいます。 

 （１）新規・更新申請の考え方でございますが、

例えばアの認定有効期間が本年４月３０日までの

方につきましては、更新申請は３月１日から受け

付けることができるんですけれども、３月に受け

付けた場合は平成２９年度から総合事業の対象と

なりますけれども、４月に更新申請を受け付けた

場合には、平成２８年度から総合事業の対象とな

ってまいります。新規申請につきましては、４月

１日以降に受け付けた分から総合事業の対象とな

ってまいります。 

 １６ページをお開きいただきたいと思います。

２の総合事業移行のイメージでございますけれど

も、上の図をごらんいただきたいと思います。左

側が現行、右側が見直し後でございます。介護予

防給付の要支援１・２のうち、訪問介護及び通所

介護の二つのサービスが地域支援事業に移行いた

します。上のほうの訪問リハ、訪問看護などの

サービスを利用する方は、これまでどおり介護認

定を受ける必要がございます。 

 下の図をごらんいただきたいと思います。左か

ら二つ目の上の段、新しい総合事業の介護予防・

生活支援サービス事業につきましては、要支援認

定を受けた方と基本チェックリスト該当者に対し

て提供するもので、その下、一般介護予防事業に

つきましては、第一号被保険者の全ての方が対象

となります。 

 介護予防・生活支援サービス事業の左から三つ
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目、訪問型及び通所型サービスのその右の①訪問

介護と①通所介護につきましては、必ず市町村に

おいて実施しなければなりませんが、その他の

サービスにつきましては、市町村の実情に応じて

実施することとされております。 

 高齢者の方々が地域で生活を続けるためには、

多様なニーズがあり、多様なサービスを地域で整

備する必要があることから、本市では②の訪問型

サービスＡ及び通所型サービスＡの拡充を図るこ

ととしているところでございます。 

 １７ページをごらんください。通所介護及び訪

問介護を実施していた事業所に、先ほど申しまし

たＡ型へのサービス移行について調査を行ったと

ころ、表のとおり通所介護につきましては２９事

業所、訪問介護につきましては２８事業所がＡ型

のサービスを実施することとなりました。 

 ３の新たなサービスにつきましては、訪問型

サービスＡの新たなサービスといたしまして、食

生活改善推進員による調理援助及び、先ほどシル

バー人材センターのところの補助金でもございま

したけども、シルバー人材センターの収入増にも

つながるかと思いますが、シルバー人材センター

の生活援助を設けたところでございます。 

 食生活改善推進員によります調理補助につきま

しては、独居男性高齢者の方々や認知症初期の高

齢者の方々などに対して、買い物同行や調理補助

をすることで食の確保や、調理に伴います複雑な

過程を経ることで、認知症の進行を防ぐことを目

的に実施をするところでございます。 

 シルバー人材センターの生活援助につきまして

は、主に掃除及びそれに付随します業務のほか、

高齢者の方が高齢者の生活援助をすることで、生

きがいを得るとともに、地域社会の活性化に貢献

することを目的としているところでございます。 

 ４の一般介護予防事業でございます。介護サー

ビスの充実はもちろんでございますけれども、今

後は介護予防事業の充実を図る必要があると考え

ているところでございます。そこで、本市は全て

の高齢者が参加できます一般介護予防事業の充実

を図ることとしているところでございます。現在、

表にありますとおり１７事業所で一般介護予防事

業に取り組んでいただいているところでございま

す。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（永山伸一）ただいま説明がありまし

たけれども、これを含めて所管事務全般について

質疑に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑ありませんか。 

○議員（井上勝博）この制度によって要支援者

については、訪問介護、通所介護が保険給付から

外れるということになるわけですが、気になるの

は利用料というのが一体どうなるのかということ

が一つです。 

 それから、特養入居者が原則、要介護３以上に

なるということですけれども、このことによって

待機者というのがどうなるか、どういう変化をす

るのか、この２点、お知らせください。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）利用料につ

きましては、グループ長のほうで答弁させます。 

○主幹兼介護給付グループ長（上薗哲也）た

だいま総合事業の利用料金というお話がございま

したけれども、今回、総合事業を実施するに当た

って、これまでの利用料金とほぼ同額で金額設定

したところです。 

 ただ要支援１・２のサービス利用は、月に１回

利用しても定額という形になっておりましたのを、

簡単に言えば、月に４週あるわけで、４で割った

１回当たりの単価という形になっております。 

 したがって、サービス事業所に入ってくる料金

も本人さんがお支払いになられる料金も同額と。

ほぼ同じ額になるということでございます。 

 以上でございます。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）特別養護老

人ホームの待機者でございますけれども、３以上

の在宅での待機者が現在、昨年の調査でございま

すけども、１４１名いらっしゃいますが。今度の

６期計画の中で５０床ふやすという形でお話をし

たかと思います。そこの分で若干減ってくると思

いますが。待機者の変動といいますか、要介護

２以下でございましても、特別の理由がございま

すと入所はできますので、特段影響はないと考え

てるところでございます。 

 以上です。 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、高齢・介護福祉課の審査を終わります。
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御苦労さまでした。 

────────────── 

△延  会 

○委員長（永山伸一）本日の委員会は、これで

延会したいと思いますが、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）御異議なしと認めます。 

 よって、本日の委員会はこれで延会いたします。 

 次の委員会は、１６日午前１０時から第２委員

会室で開会いたします。本日はどうも御苦労さま

でした。 
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受 理 番 号 請願第 １ 号 受理年月日 平成２８年 ２ 月１５日 

件 名 薩摩川内市高齢者団体活動支援要綱等に基づく施設等の使用料減免の在り方に関する請願書 

請 願 者 

薩摩川内市宮里町１３２２番地１１ 

社交ダンスサークル「リンク川内」 

代表 城下 陽司 

紹 介 議 員 佃 昌樹 

要          旨 

平成２４年、高齢者団体活動支援要綱を制定していただき、私たちのサークルも恩恵に浴し、活動に弾みを

つけていただき感謝している。 

私たち「リンク川内」は、高齢化社会到来を予測して、高齢者の自立・健康の促進、高齢者の医療費・介護

費の増大等、介護福祉の問題に対し、市の施策に微力ながら一市民として協力してきた。今年で１５年間ボラ

ンティア活動を続けている。 

その間、平成２０年度、２１年度と２年にわたり提案公募型補助金対象団体に認定していただき、高齢者の

健康福祉活動を援助していただいた。その後も自力で活動を継続し、多くの高齢者の方々との交流を深め、今

日に至っている。 

平成２２年、高齢者団体活動に対する施設等の使用料の減免を請願した。結果は、「高齢者クラブ連合会所

属の団体は使用料を全額減免、その他の高齢者団体は３割減免」と決められた。高齢者クラブ活動を援助され

る市当局の考えは理解するが、組織の活動等、見直しがなされない限り組織加入には限界がある。集落単位の

組織に、同好趣味で活動する団体を連合体として受け入れていただくよう要請したが、残念ながら受け入れら

れなかった。 

市の施策に対する恩恵は全市民公平・平等に享受されることを望んでいる。高齢者社会問題に同じく取り組

んでいる「高齢者クラブ連合会所属団体」と「高齢者支援ボランティア活動団体」に対し、「全額免除」と 

「３割減免」と大きく差がつけられた。このような大きな差がどうしてと疑問に思っている次第である。 

多くの高齢者が戸外に出て、同好趣味を共有し多くの仲間と交流を深め、健康で明るく生活されることを望

む。収入の少ない高齢者に対し経済的負担を軽減し、活動のしやすい環境を整えていただき、活動の後押しを

していただくことを切に希望する。 

私たちは、高齢者の方々の自立を促し、家族に介護・医療等の負担をかけない、健康で明るく過ごしていけ

るように微力ながら支援していく。 

どの団体に加入して活動するかは個々人の生き方の問題で、信条の自由に基づくものだと思う。より積極的

に参加活動されることを願っている。 

要綱制定から数年を経過した今日、高齢者の方々の活動が更に盛んになり、趣旨が生かされるように善処さ

れることを要請し、下記のとおり請願する。 

 

記 

 

公共施設の使用に関し、高齢者団体活動の施設使用料を、今よりも減免率の緩和に向けて検討すること。 
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